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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年 ９月１２日 

自   午前１１時１６分 

至   午前１１時１９分 

於   本館５－Ａ会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委 員 長 ごうまなみ 君 

副 委 員 長 山口 経正 君 

委 員 野本 三雄 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   溝口芙美雄 君 

 〃    中島 義 君 

 〃   下条ふみまさ 君 

 〃   髙比良 元 君 

   〃 堀江ひとみ 君 

 〃   深堀  浩 君 

 〃   宮本 法広 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

５、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１１時１６分 開会 ― 
 

【ごう委員長】ただいまから環境生活委員会を 

開会いたします。 

まず、会派構成変更に伴う委員席の変更につき

まして、お手元に配付いたしております委員配

席表のとおりといたしたいと存じますので、ご

了承をお願いいたします。 

これより議事に入ります。 

会議録署名委員を、慣例によりまして、私から

指名させていただきます。 

会議録署名委員は、吉村庄二委員、溝口委員の

ご両人にお願いいたします。 

本日の委員会は、平成２９年９月定例会にお

ける本委員会の審査内容等を決定するための委

員間討議であります。 

 審査方法について、お諮りいたします。 

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うこととしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことといたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時１７分 休憩 ― 

― 午前１１時１８分 再開 ― 
 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

それでは、本日協議しました委員会の審査内

容については、原案のとおり決定されましたの

で、この後、理事者に正式に通知することとい

たします。 

これをもって環境生活委員会を閉会いたしま

す。 

大変ご苦労さまでした。 
 

― 午前１１時１９分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年９月２６日 

自   午前１０時 ０分 

至   午後 ３時４４分 

於   本館５－Ａ会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長（分科会長） ごうまなみ 君 

副委員長（副会長） 山口 経正 君 

委 員 野本 三雄 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   溝口芙美雄 君 

 〃   中島 義 君 

 〃   下条ふみまさ 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   堀江ひとみ 君 

 〃   深堀  浩 君 

 〃   宮本 法広 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

土 木 部 長 岩見 洋一 君 

土 木 部 技 監 野口  浩 君  

土 木 部 次 長 吉田 慎一 君 

土 木 部 参 事 監 
(都市・住宅担当) 髙宮 茂隆 君 

監 理 課 長 天野 俊男 君 

建 設 企 画 課 長 佐々 典明 君 

建設企画課企画監 溝越 恵介 君 

新幹線事業対策室長 鈴田  健 君 

都 市 計 画 課 長 池田 正樹 君 

道 路 建 設 課 長 大塚 正道 君 

道 路 維 持 課 長 馬場 一孝 君 

港 湾 課 長 近藤  薫 君 

港 湾 課 企 画 監 井手 浩二 君 

河 川 課 長 川内 俊英 君 

河 川 課 企 画 監 浦瀬 俊郎 君 

砂 防 課 長 田中 比月 君 

建築課長（参事監） 大場 光洋 君 

住 宅 課 長 三原 真治 君 

住 宅 課 企 画 監 﨑野 義人 君 

用 地 課 長 岡本  均 君 

 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（環境生活分科会） 

第71号議案 

 平成29年度長崎県一般会計補正予算（第2号）

（関係分） 

 
 

７、付託事件の件名 

○環境生活委員会 

（1）議 案 

第75号議案 

 長崎県手数料条例の一部を改正する条例の

うち関係部分 

第76号議案 

 長崎県港湾管理条例の一部を改正する条例 

第77号議案 

 長崎県建築関係手数料条例の一部を改正す

る条例 

（2）請 願 

    な  し 

（3）陳 情 

・平成三十年度離島振興の促進に関する要望等
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の実現について 

・要望書（平戸市立病院（市民病院及び生月病

院）の医師確保に関する支援について 外） 

・平成29年度要望書（長崎県の施策に関する要

望について） 

・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路（時津

工区）の早期完成について」 外） 

・諫早市特別要望（諫早駅周辺整備への協力と

支援について） 

・諫早市政策要望（九州新幹線西九州ルート（長

崎ルート）の着実な整備について 外） 

・平成29年度 長崎県の施策に関する要望・提

案書 

・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路」の建

設促進について） 

・要望書（地域高規格道路「長崎南北幹線道路」

の早期事業化について） 

・要望書（幹線道路網の整備促進について 外） 

・要望書（地域高規格道路「西彼杵道路」にお

ける長崎方面への延伸ルートの具現化につ

いて 外） 

・県の施策に関する要望書 

・市政に関する要望について（「長崎の夜景」

の魅力向上を図る県の取組の推進について 

外） 

・身体障害者福祉の充実に関する要望書 

・要望書（店舗建設に伴う雨水の排水処理等に

ついて） 
 

 
 

８、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【ごう委員長】 皆様、おはようございます。 

 ただいまから、環境生活委員会及び予算決算

委員会環境生活分科会を開会いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

75号議案「長崎県手数料条例の一部を改正する

条例」のうち関係部分外2件であります。その

ほか陳情15件の送付を受けております。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を環

境生活分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第71号議案「平成29年度長崎県一般会計

補正予算（第2号）」のうち関係部分でありま

す。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。 

 審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審

査の順に行うこととし、部局ごとにお手元にお

配りしております審査順序のとおり行いたいと

存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 また、審査内容については、審査内容案をお

手元に配付いたしておりますが、後ほど改めて

協議させていただきます。 

 審査順序でございますが、委員間討議終了後、

土木部、環境部、県民生活部、交通局の順に行

いたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることにいたします。 

 それでは、審査内容について協議をいたしま

す。 

 なお、各委員から自由なご意見を賜りたく、

委員会を協議会に切り替えて行うことにいたし

たいと存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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【ごう委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 

 

― 午前１０時 ２分 休憩 ― 

― 午前１０時 ４分 再開 ― 

 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

 引き続き、土木部関係の審査を行います。 

では、これより土木部の審査を行います。 

【ごう分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

土木部長より、予算議案の説明をお願いいた

します。 

【岩見土木部長】 土木部関係の議案についてご

説明いたします。 

予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料をお開きください。 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第71号議案「平成29年度長崎県一般会計補正予

算（第2号）」のうち関係部分であります。土

木部関係の歳入歳出予算は、それぞれ記載のと

おりであり、本年6月末の豪雨及び7月の台風3

号による浮桟橋の破損や流木除去等の対策工事

に要する経費を計上いたしております。 

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【ごう分科会長】 以上で説明が終わりました。 

これより予算議案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

【堀江委員】 今、部長が説明しました本年6月

末の豪雨及び本年7月の台風3号による被害の

対策工事ということなんですが、例えば壱岐で

道路が全面通行止めになるということも災害の

中にはあったと思うんですが、具体的にこの

8,200万円の中身、箇所と、この経費といいます

か、その具体的な内容ももう少し説明いただき

たいと思います。 

【近藤港湾課長】 今回、補正をお願いしてござ

いますのは、港湾における災害復旧費でござい

ます。 

その内訳といたしましては、先ほど説明がご

ざいましたように、平成29年6月29日から30日

の未明にかけて壱岐市に大きな被害を及ぼしま

した豪雨災害によって、勝本港のタンス地区の

臨港道路ののり面が延長30メートルにわたっ

て崩壊したということに対する復旧費用が700

万円ございます。 

さらに、7月5日から6日にかけまして梅雨前

線の接近に伴う福岡県と大分県を中心としまし

た九州北部豪雨によりまして、流木が有明海に

流れ込みまして、その流れ込んだ流木が諫早市

の小長井港などに漂着したことによって、港湾

の施設の利用とか、漁船の航行に支障を来すと

いうことで、流木の除去並びにその処分費用約

3,000万円を計上してございます。 

さらに加えまして、7月4日の台風3号の接近

によって暴風波浪の影響によりまして、南島原

市の堂崎港におきまして浮桟橋が被災したとい

う状況でございます。浮桟橋が暴風波浪によっ

て移動しまして、陸から架けている渡り橋が、

陸側の固定した部分に想定外の力が働きまして、

それが破損し使えない状況になったということ

で、その費用約4,500万円を計上しているところ

でございます。 

【堀江委員】 今、主な内容についてご説明いた

だきました。ありがとうございます。 
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それで、予算の使い方として、本来、予算が

計上されて確認がとれてから執行するというこ

とになるんですが、こういう災害復旧は即対応

しなければいけないということがあるので、こ

れは実際にもう工事は終わって、災害対策は終

わって、それで国の内示があって今回の予算計

上という理解でいいですか、念のため。 

【近藤港湾課長】 本来から予算を持っていれば

いいんですが、災害の査定を受けて予算をいた

だいて、それから執行ということになりますの

で、多少そのタイムラグが発生いたします。 

ただし、査定が終わるまで放置というわけに

はいきませんので、先ほど申しました勝本港の

のり面崩壊につきましては、国とその応急協議

ということをやりまして、最低限の土砂の除去

をやりまして車を通せる状況にして、その後に

査定を受けて完全復旧という形になります。 

流木災害につきましても、沿岸に漂着してい

る部分をとりあえず揚げて、それを今、仮置き

をしてございます。国から予算が来て、それか

ら切断し処分するという費用につきましては、

査定を受けてからの執行という形になります。 

【堀江委員】 理解しました。 

【ごう分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 

【吉村(庄)委員】 今説明がありましたように、

災害復旧にとっては、国の国庫支出金が5,000

万円という話で、対策費用としては8,200万円で

すね。これは要するに単独的なこととか、そう

いうことの関係ではどうなんですか。要するに、

災害復旧をやっていくための災害復旧債という

のか、地方債でやっておられますが、この内容

について少し説明を。 

【近藤港湾課長】 全体予算が8,200万円でござ

いまして、このうち、歳入予算ということで上

げてございますのが国からの支出金。離島であ

れば80％であるとか、流木債であると50％が国

から参ります。その残りが県費になりますけれ

ども、それについて起債等を使って対応してい

く状況になります。 

【吉村(庄)委員】 だから、起債を使ってあるの

はここに説明してあるからわかるけれども、単

独費用ということを意味しているのかというこ

とです。国から5,000万円来る、8,000万円組ん

である。そうすると、残りは地方債を組んであ

るんですね。だから、その地方債というのは単

独費用なのか、県単、県の費用という話があり

ましたが、そういう意味での質問ですから、そ

こをきちっと話してください。 

【天野監理課長】 今回の8,200万円につきまし

てですが、建設事業の区分としまして、一般的

に公共といっているものにつきましては、普通

建設事業の中の補助事業でございます。普通建

設事業の中に補助と単独、直轄がそれぞれござ

います。 

 それから、今回は款項目節の款が災害復旧費

でございまして、それは普通建設事業費と別の

区分になっております。普通建設事業費と別の

災害復旧事業費でございまして、その中に補助

と単独がございます。その中の補助でございま

して、これは公共でいうところの補助とは区分

は別になっております。 

【吉村(庄)委員】 だから、その5,000万円が国

の費用でしょう。あと残りの地方債でやってい

る分というのは県単の費用に当たるのか。そこ

のところをどういうふうに考えればいいのか。 

【天野監理課長】 地方債になりますが、その分

の補正予算財源はこの環境生活委員会ではござ

いませんで、総務委員会の方に付託されている

格好になっているかと思います。 

それから、災害復旧事業費の中の事業自体は、



平成２９年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２６日） 

- 6 - 

あくまで補助事業、災害復旧事業の中の補助事

業という区分になっております。 

【ごう分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう分科会長】 では、ほかに質疑がないよう

ですので、質疑を終了いたします。 

次に、討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

予算議案に対する質疑・討論が終了いたしま

したので、採決を行います。 

第71号議案のうち関係部分は、原案のとおり、

可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう分科会長】 ご異議なしと認めます。 

よって、予算議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定されました。 

【ごう委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

議案を議題といたします。 

土木部長より、総括説明をお願いいたします。 

【岩見土木部長】 土木部関係の議案についてご

説明いたします。 

環境生活委員会関係議案説明資料の土木部を

お開きください。 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第75号議案「長崎県手数料条例の一部を改正す

る条例」のうち関係部分、第76号議案「長崎県

港湾管理条例の一部を改正する条例」、第77号

議案「長崎県建築関係手数料条例の一部を改正

する条例」で、その内容は記載のとおりであり

ます。 

なお、第76号議案については、補足説明資料

を配付させていただいております。 

次に、土木部関係の議案外の報告事項につい

てご説明いたします。 

今回、ご報告いたしますのは、和解及び損害

賠償の額の決定について、契約の締結の一部変

更についてで、その内容は記載のとおりであり

ます。 

次に、土木部関係の主な所管事項についてご

説明いたします。 

今回、ご説明いたしますのは、幹線道路の整

備について、石木ダムの推進について、九州新

幹線西九州ルートの建設推進について、公共事

業の再評価、事後評価について、松が枝地区再

開発構想検討について、スーパーハウジングフ

ェアin佐世保の開催について、市街地再開発事

業について、3世代同居・近居促進事業につい

て、海砂採取船の沈没事故についてで、その内

容は記載のとおりであります。 

なお、松が枝地区再開発構想検討については、

補足説明資料を配付させていただいております。 

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【ごう委員長】 次に、港湾課企画監から補足説

明を求めます。 

【井手港湾課企画監】 第76号議案「港湾管理

条例の一部を改正する条例」について、補足し

て説明いたします。 

 環境生活委員会課長補足説明資料の1ページ

をごらんください。 

 近年、長崎港に入港する外航客船は、平成26

年以降、急激な伸びを見せ、本県の観光振興に

大きく貢献しております。 

 一方で、これらクルーズ船の入港に際しては、
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通常の港湾管理費用のほかに国際航路船舶及び

施設の安全確保のための国際条約である

SOLAS条約、一般に海上人命安全条約と申しま

すが、これに基づくフェンスや警備員による制

限区域への立ち入りの制限、監視及び船舶に積

み込まれる貨物の管理等が義務付けられており

ます。 

外航客船入港の増加に伴うこれら費用やター

ミナル運営経費などの増嵩で、資料の中段にあ

ります長崎港の入港の外航客船に係る直近2カ

年の収支にあるように、収支均衡が図られてい

ない状況にあります。 

 外航客船の寄港によって交流人口を拡大し、

地域経済の活性化につなげることが基本でござ

いますが、これ以上の収支の悪化は、港湾の適

正な維持管理に必要な費用の捻出ができなくな

るばかりか、県の財政を圧迫することになりま

す。 

このため、資料冒頭部分の（2）にも記載の

とおり、本年度も係船料のみでは必要な経費を

賄えていない現状を改め、収支改善を図る目的

で、長崎港に入港する外航客船の1トン当たり

の係船料を現行の4.2円から7.2円に引き上げる

内容の港湾管理条例の一部改正を行うものです。 

 ただし、従来の係船料の約1.7倍となる見直し

のため、クルーズ船社及び代理店への影響など

も考慮し、当面2年間は半分の引き上げ幅とな

る1トン当たり5.7円とする激変緩和措置を設け

ることとしております。 

 なお、資料の下段にクルーズ船入港実績のあ

る九州各県及び全国の主な港湾の係船料との比

較資料を載せておりますが、長崎港と最も競合

する博多港で実際に適用されている係船料との

比較でも、今回の改正案がやや下回り、妥当な

水準に設定されていると考えております。 

 条例施行日は、平成30年1月1日及び平成32

年1月1日を予定しております。 

 以上で補足説明を終わります。 

何とぞご審議のほどよろしくお願いします。 

【ごう委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

【深堀委員】 それでは、第76号議案の長崎県

港湾管理条例の一部を改正する条例の件につい

て、まずお尋ねをしたいと思います。 

今、ご説明がありましたけれども、当面5.7

円で、平成32年から7.2円ということですけれど

も、平成29年度の必要経費見合いと現行のやつ

でいけばマイナス1億300万円ほどだという説

明があったわけですけれども、じゃ、この5.7

円だったらどうなるのか、7.2円だったらどうな

のかというシミュレーション、上げた時の収支

の状況というのはわかりますか。 

【井手港湾課企画監】 5.7円で行った場合は、

資料の冒頭のところ、（2）にありますけれど

も、1億円程度のマイナスが半分に減る。単純

にそういうことになると思います。 

【深堀委員】 平成29年度の係船料が5.7円だっ

たとすれば、必要経費と収入の差額は5,000万円

程度だったと。では、7.2円だったらどうなんで

すか。 

【井手港湾課企画監】 7.2円でほぼ収支が均衡

するというか、改善するというふうに考えてお

ります。 

【深堀委員】 ということは、収支が7.2円まで

上がれば、恐らくここの分はとんとんになると

いうことですね。そこはわかりました。 

今度は、一つ懸念するのは、係船料が比較対

象になる博多港と比べて7.2円は安いからとい

う話ですけれども、実際に、ある意味値上げに
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なるわけですよね。当然クルーズ船を誘致する

いろんな事業者の皆さんとの交渉の中で、この

額というのはかなり大きな額であって、1人当

たりの乗客の方に負担してもらう額にすれば物

すごく小さい話なのかもしれないですけれども、

料金を上げることによりクルーズ船の便数に影

響を及ぼさないのかどうかが少し私は気になっ

ているんですけど、そのあたりはいかがですか。 

【井手港湾課企画監】 委員ご指摘のとおり、今

回の係船料値上げは1.7倍ということになりま

して、金額的にいくと大幅な印象を与えます。 

 確かに心証的なマイナス面ということは考え

られると思いますが、実際に船社というか、船

舶代理店の方等々と一応意見交換させていただ

きまして、ある程度理解は得られていると思っ

ております。 

委員も言われましたように、仮に平成29年度

の想定トン数が約11万トンの船、3,000人とい

うことを想定すると、1人当たり100円程度の増

加ということで、それほど跳ね返りが大きいと

は考えておりません。 

また、長崎港に来られるということの選択の

中には、アジアに近い等の地理的要因や、市街

地、観光地に近い利便性、都市の魅力など複数

の他の要素により総合的に寄港地選択が行われ

ていると考えておりますので、直ちに競争力に

影響があるとは考えておりません。 

【深堀委員】 わかりました。事前にそういった

代理店の皆さんとの意見交換をし、許容範囲だ

というふうな判断をしたということですね。わ

かりました。今後の動向は見守っていきたいと

思います。 

当然、その収支を考えた時に、値上げをせざ

るを得ないというのも理解はしておりますので、

お願いをしたいと思います。 

 次に、第75号議案「長崎県手数料条例の一部

を改正する条例」、住宅課の分です。内容は事

前にお聞きしてわかっておりますが、今回、登

録手数料を設定するということでの議案なんで

すが、この目指すべき方向性というのがこの提

案内容だけでは少しわからないので、もう少し

内容を説明いただきたいんですけれども。 

【三原住宅課長】 新たな住宅セーフティネット

制度について、まずご説明したいと思います。 

この法律につきましては、今年の4月26日に

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関

する法律の一部を改正する法律が公布されまし

て、10月25日に施行される予定となっておりま

す。 

改正の内容といたしましては、3本ございま

して、1つ目が空き家を活用した住宅確保要配

慮者向けの賃貸住宅の登録制度、2つ目に登録

された住宅の改修費用や入居者負担のための家

賃補助の経済的支援、そして、3つ目に県によ

って指定された居住支援法人による居住の入居

支援となっております。 

県といたしましては、公営住宅に入れない、

あるいは漏れた人等を救うために空き家を活用

して民間の賃貸住宅に入れる、そういう要配慮

者に対して入居が可能になると考えております。 

【深堀委員】 内容はわかりました。それで、そ

れは法改正に伴ってそういったことをするとい

うのはわかります。 

そしたら、あと、長崎県の県営住宅、公的住

宅がどの程度あって、その中でどの程度空いて

いるのかとか、これは一般質問でも空き家の質

疑をやっていますけれども、長崎県内にどれく

らいあって、そのうちどれくらいをこの制度に

基づいて公的住宅の代用という形で使おうと考

えるのか、それは長期的な計画を立てるべきだ
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と思うんです。こういう法改正があってできる

ようになった、そういう報告は今あったわけだ

けれども、この制度を利用して長崎県の公共住

宅をどういうふうにしていこうかというビジョ

ンを示してもらわないと、そこまでね。この議

案の話だけではそこまでいかないんだけど、先

はそういうことになるので、そういうビジョン

というのは考えてありますか。 

【三原住宅課長】 現在、県営住宅で管理してい

る戸数というのは、約1万2,500戸ほどございま

すが、そのうち、現在で1,064戸の空き家がござ

います。そのうち、建て替えとか用途廃止をす

るためにとっておく、いわゆる政策空き家と言

われるものですけれども、これが373戸ござい

ますので、単純な空き家というのは691戸ござ

いまして、空き家率としては5.6％程度になると

思われます。 

 それと、今後のビジョンですけれども、今年

の8月末に国から「賃貸住宅供給促進計画の検

討・策定の手引き」というのが示されまして、

県は供給目標量を含めまして、現在、策定をし

ているところでございます。 

 これを早急にまとめまして、10月2日に長崎

県居住支援協議会の中で素案を示しまして、審

査の上、10月25日までに促進計画というものを

策定しようと考えております。 

【深堀委員】 わかりました。そういった計画が

あるということは理解をしました。 

一般質問でも話をしたんですけど、長崎県の

空き家の状況、純粋な空き家が5万3,200戸、こ

れは全国の比率から考えてもかなり高い比率で

ある。だから、そこを公的住宅に活用できると

いう要素は十分あるわけであって、そこをいか

に活用していくのか。もちろん地理的特性とか

もあるので、一概に全部それを使えるわけでも

ないけれども、こういった効率的な活用策とい

うのは推進していかなければいけないので、そ

この計画については、策定されればまた委員会

でも報告とかあるんですよね。しっかり質疑を

していきたいなと思っているので、そこは出し

てもらっていいですか。 

【三原住宅課長】 委員会の中で示していきたい

と思います。 

【堀江委員】 私も第75号議案の「長崎県手数

料条例の一部を改正する条例」について質問し

たいと思います。 

問題を整理する立場から、この条例は法が変

わったので条例を改正しますよという内容なん

ですけれども、今、質疑があったように、空き

家等を低所得者や高齢者、障害者、被災者など、

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住

宅として登録をする。そのための登録手数料を

今回決めましょうということなんですが、要は、

民間賃貸住宅を要配慮者に提供する仕組みをつ

くるというふうに理解をいたします。 

今、公営住宅には、単身だと60歳以上でない

と入れませんが、例えば60歳未満単身という人

が入れる住居を、入居を拒みませんよというこ

とで民間の家主さんが登録をしたら入居できる、

そういう仕組みをつくるということですか。 

【三原住宅課長】 委員のおっしゃるとおりでご

ざいます。 

【堀江委員】 先ほども経済的支援と言ったでし

ょう。登録をすることによってどういう経済的

なメリットがあるんですか。 

例えば、この間、県議会の中で住宅リフォー

ムとかいろんなことが議題になってきましたね。

なかなかそれも県の予算としては十分確保でき

ないところがあるんだけれども、この民間住宅

をセーフティネットとして登録しますとなった
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時に、先ほど言っていた経済的支援というのは

今の時点でどういうことをやるんですか。そこ

は明らかになっていますか。 

【三原住宅課長】 メリットというのは、家主に

とってのメリットと理解してよろしいでしょう

か。 

【堀江委員】 だから、家主が登録するわけでし

ょう。戸数に応じてその手数料はあるんだけれ

ども、要するに登録するメリットはなんですか。 

【三原住宅課長】 家主にとりましては、登録す

ることによって、そこで例えばバリアフリーに

改修したりとか、あるいは耐震改修したりする

時に補助金がもらえるということで、国の分で

3分の1の補助がございます。50万円が限度です。 

【堀江委員】 法律ではそういうふうになってい

るんだけれども、これは長崎県も同じようにや

るということですか。今現在の例えば登録をし

てない民間の住宅などが、そういうバリアフリ

ーとかいろんなことで改修しましょうという時

に、長崎県として補助は出ないんですね。 

要するに、今の制度では対応できないから、

登録をすることによって経済的支援ができると

いうことですか。そこら辺の違いをもう少し教

えてください。通常でもそれは対応できるんじ

ゃないですか。 

【三原住宅課長】 入居者にとりましては、家賃

補助というのがございます。この分については、

国と地方とで2分の1ずつの助成がございます。 

【堀江委員】 これは財政課も今の時点で確認し

ている内容ですか。 

【三原住宅課長】 財政課とは現在協議中でござ

います。 

【堀江委員】 だから、法律の仕組みとしてはあ

るけれども、長崎県でどうするかというのは今

後の課題ということですね。 

そこで、質問ですが、先ほど出ましたね。要

するに、今後、長崎県として公営住宅をどうす

るのか。これがやっぱり私は問われると思うん

ですよね。本来であれば60歳からしか単身の場

合は入居できないというのを、60歳未満でも入

居できるようにすればいい話じゃないですか。

だから、必要な人に公営住宅をきちんと提供す

るという立場に立てば、こうした制度は果たし

て必要なのかと思うんです。 

先ほど、計画を云々という話が出ましたが、

現在、長崎県公営住宅等長寿命化計画、これが

もとでしょう、今、長崎県は。この計画では、

先ほど言いました現在1万2,500戸ある県営住

宅を、10年後の計画では1,200戸ぐらい減らし

ましょうという計画になっているでしょう。当

然空き家にしなければいけないということも含

めてのことなんですけど、片や計画で県営住宅

を減らしましょうというふうにしていながら、

一方で法の改正があったからということではあ

るんですけれども、こういうふうに民間住宅を

県営住宅にかわるような施設にしましょうとい

うことでは、これはちょっと矛盾しませんか。

だからこういうのをつくるというのか、もう少

しそこの整合性。私はもっと公営住宅を充実す

る方向で今後の方向としてはすべきではないの

かという意見を持っているんですが、その点に

ついてはどう理解されるんですか。 

【三原住宅課長】 長崎県の公営住宅等長寿命化

計画の中では、確かに委員のおっしゃったとお

り、10年後には1,200戸ぐらい減らすという方

向で進めておりますが、この分につきましては、

当然用途廃止する分もございますけれども、本

来、公営住宅というのは市町でやるものという

ふうに考えておりますので、そちらの方に移管

したりとか、そういう分の数も含めております。 
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あと、公営住宅に入れる方といいますのは、

公営住宅法によって規定されておりまして、あ

くまでも単身では入れない、60歳以上の高齢者

を除きますけれども、入れないような仕組みに

なっておりますので、そういう方々を住宅セー

フティネット法で救うというふうなことで考え

ております。 

【堀江委員】 本来、公営住宅は市町でやるもの、

私は課長のその意見には異議がありますね。本

来だけではだめですよ。市町で補えないところ

を県がやらなければいけないじゃないですか。

これだけ離島を抱えて、半島を抱えて、この長

崎県でしょう。それはもう市町がやりますとい

う対応は非常に不満です。 

確かに、今後、長崎県の公営住宅をどうする

かという問題は、直接にはこの条例とどうこう

ではないにしろ、やはりそういう視点も持って

いてほしいというふうに私自身は思っておりま

す。 

 これは法の改正で、平たく言えば、仕組みを

つくるということで住宅の確保につながること

ですので、反対そのものはいたしませんが、私

が指摘をした内容についてはご検討いただきた

いということを最後に要望しておきたいと思い

ます。 

【ごう委員長】 ほかに質疑はございませんか。 

【吉村(庄)委員】 今の第75号議案に対して、質

問が続いておりますが、私からは別の角度から。 

 長崎県が登録をする1戸から100戸となって

いて、それぞれ8,000円から1万9,000円という

案が出ていますが、これは例えば国土交通省あ

たりの標準的な基準があるのかどうか。 

それと、中核市とか、そういうところの関係

でいえば、長崎市と佐世保市を調べてもらった

んですけど、例えば、10から29のところは、県

は2つに分かれていますね、10から19、20から

29。長崎県は、10から19は1万1,000円、20か

ら29は1万2,000円。長崎市は、10から19は1万

700円、安いんですね。20から29は1万1,200円、

1万2,000円。そして、佐世保では逆に、1万5,000

円と高いんですね。これは2段階一緒です。 

だから、さっき言いましたように、国土交通

省あたりのところで、具体的な取り扱いをする

場合の標準的な取り扱いその他金額について、

そういうものがあるのかどうか。 

 それは決められるところ、権限を持ったとこ

ろの長崎市長、佐世保市長、それぞれ議会にも

諮って提案されていくわけでしょうから、もう

終わったところもありますけれども。 

 ちょっと差がありますよね、長崎市と佐世保

市と県というふうに考えた場合。ここら辺のこ

とについてどういうふうにお考えでしょうか。 

【三原住宅課長】 手数料の算定に関してのご質

問でございますけれども、国の方で幾らですよ

という示された基準はございません。 

ただ、国土交通省の九州地方整備局の方から、

登録事務に対して担当者1人当たりの想定され

た所要時間が示されまして、これをもとに各県

あるいは各市とも参酌して、あと、そこの数値

に住宅関係の職員の人件費を掛け合わせて算出

したものが今回お示しした数値でございます。 

金額につきましては、先ほど委員おっしゃっ

たとおり、長崎市、佐世保市、若干違いがござ

いますけれども、全県的に見ますと各県ともほ

ぼ横並びかなというふうに感じております。 

【吉村(庄)委員】 登録戸数としては、県内とし

ては、長崎市、佐世保市あたりも含めて、どこ

ら辺が登録手数料を払ってやっているという部

分が重点的にあるのかどうか。ずっとばらばら

であると思いますが、どこら辺が数量的に多い
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のかというのがわかっていますか。わからない

ならわからないで結構です。 

というのが、1戸でも、長崎県は8,000円、長

崎市は6,400円、佐世保市は1万円とちょっと差

があるんですよね。安いところもあるけれども、

安いところは県からいえば問題ないと思うんで

すが、佐世保市は1万円というふうな状況です

から、こういうところを、さっき聞いたつもり

ですが、どういうふうな受け止め方をしている

か、それぞれ決めるんですよということだけで

受け止めているというふうに聞こえたんですが、

集中しているところはどこですか。そういうの

があるのかないのかわかりますか。 

【三原住宅課長】 あるのかないのかということ

につきましては、ございません。 

【吉村(庄)委員】 その安い、高いについては、

見解はないということですか。さっきおっしゃ

ったように、そういうものをしてから県も決め

たんだけれども、それぞれ決めたんだろうと、

それだけのことでよろしいのかと思うんですね。 

県としては、大体似たようにしておいてもら

った方がいいわけでしょう。佐世保は高いです

よと、どこが中心的にやるか知りませんけど。

例えば、19から20について言えば、県は1万

1,000円、佐世保市1万5,000円と高い。私の出

身のところですが、なんでこんなに高くなった

んだろうかと思いますが、それはわかりません

けど、長崎市1万700円、こういう状況でしょう。 

ちょっと差があり過ぎるような感じもします

から、そういうことについて県の見解はないん

ですかと聞いています。ないならないで結構で

す。ないということを言われたんですか。 

【野口土木部技監】 先ほど、住宅課長がご説明

しましたように、今回の登録料につきましては、

国の方から登録件数に応じた所要時間というの

が示されておりまして、その所要時間に掛ける

時間単価につきましては、それぞれの市の裁量

権の範疇であり、県としてそれについて言及で

きるところはないと考えております。 

 ただし、県につきましては、先ほど住宅課長

がご説明しましたように、住宅課職員の給与か

ら算定しました時間単価に基づきまして登録料

を算定いたしております。 

【吉村(庄)委員】 そういう話ではちょっと納得

できないんですよ。納得できないというか、県

が決めた経過はいい。しかし、差があることに

ついてどうなのか、県は何も考えないのかと聞

いているわけです。何も考えないということな

らば、全市的な配慮とか何とかというのはでき

ないことではあるけれども、そういうことは一

切考えてないと私は受け取りますから。いや、

やっぱり似たようになっていた方がいいですよ

という話ならば、それは基本的に権限者が決め

ることではあるけれども、でしょう。例えば、

30から39の1万3,000円からいうと、佐世保市は

1万6,000円なんですよ。それから、長崎市は1

万1,900円になっている。 

県の立場からいったら似ていた方がいいでし

ょう。決め方はそれぞれあるから一概に言えな

いけれども、差があったりということでは、受

け取り方もあるし、具体的に支払う皆さん方の

感覚からいけば、やっぱりそういう感覚はある

んじゃないかと私は思いますから、これは新し

く追加するんですか。今まであったんですか。

あったとすれば先ほどの話の中で設定されたよ

うな、どこが集中しているかというのはわかり

ませんけど。 

【吉田土木部次長】 今回のこの制度は、先ほど

の堀江委員の質問とも絡みますけれども、民間

も含めて5万戸の空き家がある中で、そういっ
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た民間の社会資本も含めたところでの有効活用

をしっかり図っていこうと。その部分について

は、登録事務について役所が汗をかいてやって

いこうという仕組みでございます。 

その汗の部分について、登録手数料にその反

映がなされます。 

具体的に申し上げますと、長崎市と佐世保市

については中核市でございますので、それぞれ

の独自の判断でやる。そのほかの市町について

は県が算定し、一括してやるということでござ

います。 

それぞれ差があることにつきましては、長崎

市、佐世保市はやはり空き家の数も多うござい

ますので、それぞれの空き家の数でありますと

か、それから、長崎市、佐世保市の人件費に基

づいて、技監が答弁しましたように算定をして

おります。 

ですから、その部分については、それぞれの

独自の判断が働いておりますので、県がそこに

口を差し挟むということは控えたいと思います

が、佐世保市、長崎市以外の市町につきまして

は、長崎県が一括して事務を行うということで

ございます。 

【吉村(庄)委員】 納得できませんけど、まあい

いです。 

【ごう委員長】 ほかに質疑はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 では、質疑がないようですので、

質疑を終了いたします。 

次に、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

議案に対する質疑・討論が終了いたしました

ので、採決を行います。 

第75号議案のうち関係部分、第76号議案及び

第77号議案は、原案のとおり、それぞれ可決す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 ご異議なしと認めます。 

よって、各議案は、原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。 

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。 

【天野監理課長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づきまして、本委員会に提出い

たしました土木部関係の資料につきましてご説

明いたします。 

提出しております内容につきましては、1,000

万円以上の契約状況一覧表、陳情・要望に対す

る対応状況、それから、附属機関等会議結果報

告となっております。 

それから、今回の報告対象期間は、平成29年

6月から8月までに実施したものとなっており

ます。 

初めに、資料の1ページをお開きください。

これは1,000万円以上の契約条件につきまして、

順に建設工事関係の委託、建設工事、それから、

その他の3つに区分いたしまして契約状況一覧

表、入札結果一覧表を添付いたしております。 

ページの1ページから105ページまでが建設

工事関係の委託、106ページから437ページまで

が建設工事、438ページから445ページまでがそ

の他となっております。 

次に、446ページをお開きください。これは

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの
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についての県の対応状況を記載いたしておりま

す。 

それから、最後に526ページから最終ページ

まで、これは附属機関等の会議結果を記載いた

しております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【ごう委員長】 次に、建設企画課長から補足説

明の申し出があっておりますので、これを受け

ることといたします。 

【佐々建設企画課長】 私の方から松が枝地区再

開発構想の検討状況について、補足してご説明

いたします。 

説明資料の2ページ、補足説明資料、こちら

になります。2ページ目にこういう写真をつけ

ておりますので、これをお願いします。 

本構想につきましては、去る8月30日、長崎

市とともに2回目となる検討会議を開催してお

ります。この会議では、長崎市全体や松が枝地

区の現状及び都市計画マスタープランや港湾計

画などをもとに松が枝地区の位置付けについて

意見交換を行いました。 

また、南山手地区からの眺望と当構想の関連

についても議論を行ったところであり、特に説

明図のピンクの矢印で示しております世界遺産

の構成施設である旧グラバー住宅からの眺望と、

ブルーの点線で囲んでいる都市機能用地に計画

する建物高さの関係について多くの時間を割い

て協議をいたしました。 

この中で既存の基準である高さ20メートル

を緩和することは、長崎市の方から世界遺産と

の関連から非常にハードルが高いという意見が

ありました。しかしながら、都市機能用地にお

ける建物高さ規制については、民間事業者の参

入に大きく影響するものと考えております。 

このため、引き続き高さ規制の緩和の可能性

について、市と連携しながら、国と慎重に協議

を進めるとともに、開発コンセプトと導入すべ

き機能を整理した上で、まちづくりの専門機関

等のアドバイスも聞きながら民間活力の導入の

方策等について検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

説明は以上でございます。 

【ごう委員長】 ありがとうございました。 

以上で説明が終わりましたので、まず、陳情

審査を行います。 

配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧くだ

さい。 

陳情書について何かご質問はありませんか。 

【堀江委員】 陳情番号28の中の長崎市が出し

ている要望項目ですが、その5ページ、「急傾

斜地崩壊対策事業の促進について」ということ

で、県の予算について、再度、特段のご配慮を

お願いしたいということですが、この陳情内容

については、先ほど、監理課長が言われた対応

についての中ではまだ返答がない部分ですので、

見解をお願いしたいと思います。 

【田中砂防課長】 申し訳ございません、対応と

申しますと。 

【堀江委員】 本来であれば、陳情に対する要望

については、政策等決定過程の云々という中で

陳情・要望に対する対応状況ということで説明

があるじゃないですか。ですが、これは9月の

時点のことなので、長崎市が出しているこの急

傾斜地崩壊対策事業の促進について、県の補助

について特段の配慮をお願いしたい、予算確保

をお願いしたいということについては、要する

に、まだ見解が示されていないので示してくだ

さいということを言っているんです。 
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【田中砂防課長】 急傾斜地事業の要望につきま

しては、昨年度からシーリングがかかっており

まして、単独事業が減っている状況でございま

すけれども、平成29年度はなるべくほかの単独

事業を削減いたしまして、急傾斜地事業に回し

ているというような状況でございます。 

今後も、限りある予算でございますので、優

先度の高いところから事業化に努めていきたい

と考えております。 

【堀江委員】 今の課長の答弁だと、平成29年

度は、事業費は縮減していないということです

か。 

長崎市の要望では、県は平成29年度が事業費

を縮減しているのでということが指摘されてい

るんですけど、もう少しその動きを教えてくだ

さい。 

【田中砂防課長】 平成29年度は縮減しており

ます。ただ、全体の単独予算が0.8掛け程度です

けれども、ほかの予算を削りまして0.9程度まで

事業を上げているという状況でございまして、

昨年度から比較すると10％減っております。 

【堀江委員】 減っているので、しかし、この間

の災害、いろんな状況の中で急傾斜地崩壊対策

事業について県の財政が厳しいということはわ

かっているけれども、予算の確保をお願いした

いということでは、来年度以降についての考え

としては、いわゆる削減をするから今後も削減

をするという方向ですか。 

【田中砂防課長】 予算の確保については財政課

と協議しながら努めていきたいと思っておりま

すけれども、厳しい状況ですので、先ほど説明

しましたとおり、優先順位の高いところから市

と協議しながら進めていきたいと思っておりま

す。 

【堀江委員】 見解としてはそういうことという

ことで説明を受けましたけれども、新幹線に使

う予算を年間200億円出すんでしょう。そのお

金のどの分ですか、生活に密着した急傾斜地崩

壊対策事業に使っていただきたいという私の見

解もこの機会に述べさせていただきたいと思い

ます。 

【吉村(庄)委員】 次長、先ほどの答弁も今の答

弁も、県の土木部というのは何か非常に厳しい

ですね。 

今の長崎市の要望も、ほかのところも要望が

あっていると思うけれども、急傾斜地崩壊対策

事業、これらに類するところというのは、今の

ゲリラ的豪雨とか何とかということを考えたら、

該当地で申請をしているような地域というのは

命にかかわっているんですよ。そこを何％カッ

トとか何とかという一般のいわゆる予算編成の

状況なんかで取り扱われたって、それは該当箇

所の皆さん方はたまったものじゃないですよ。

いつ、どんな雨が降るのかわからない。私も難

しいのはよくわかりませんが、線状何とかとい

うのが出てきたりする。 

そういう状況になって、もうこれはやっぱり

危険だというふうなことで事業申請をしようじ

ゃないか、市にも、それから県のやつも含めて、

それから、市町のやつも含めてやる、それに県

の費用、県であれば県で、それから各自治体の

負担金も、そういう状況のところを何％カット

だからって、そんな理屈を立てているような状

況ではないと思うんです。私たちもいろいろお

世話していて、なんでこんなにかかるんだろう

かと。 

そして、一定の県の事業というのは、幅とか

高さとか、それから被害を与える戸数とか、そ

ういうものがありますが、そういうものをクリ

アーする中で該当するであろうといって申請を
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やっている状況の中で長くかかっている。これ

はとてもじゃないですよ。特に老齢所帯とか子

どもさんのいらっしゃるところとか、若い人が

いない、こういうところもたくさんありますか

ら、そんな姿勢であったら困ります。私はその

ことを申し上げておきたいと思います。 

 それからすると、私はもっと危険とか何とか

と言えないのかなと思いますが、この陳情のと

ころで西海市長から出ている太田和港線です。

これはどんな検討をされていますか、川内付近

の交差点関係を含めて。 

【大塚道路建設課長】 主要地方道西彼太田和港

線の改良についてでございますけれども、ここ

に関しましては、要望内容といたしましては、

川内地区が、一つは川内交差点が非常に鋭角で

通行がしづらい。それと、もう一つは、それか

ら続く太田和方面に向かう部分が、非常に縦断

がきつくて大型車両の通行に支障を来している。 

そういうふうな現状のところでございまして、

従前から、例えばバイパスが整備できないのか、

あるいは川内交差点がもっと改良できないのか

ということでご要望をいただいているところで

ございます。 

これに関しましては、実はバイパスに関しま

しても従前からご要望いただいている内容でご

ざいますので、どういった対応ができるのかと

いうことを内部的にいろいろ検討しておりまし

たけれども、どうしても縦断勾配がきついとい

うことで、かなり大規模なバイパスが必要だと

いうことで、交通量に対しまして非常に事業費

がかかってしまうということで、現状としては

非常に厳しいのではないかというふうな見解を

持っております。 

それと、もう一つは、交差点の改良でござい

ますが、交差点が非常に鋭角で、なおかつ交差

点に取り付く県道の部分が非常に縦断が厳しい

ということで、これを改善するためには、周辺

家屋がかなりありますけれども、そういったも

のをかなりかけながら現道の国道をかさ上げす

るとか、そういった非常に大がかりなことが必

要になってくる可能性が高いということで、地

元からのご要望でございますけれども、逆に地

元に対して非常に大きな負担をかけてしまう可

能性もあるということで、それに関しましては、

一体どういったことができるのかということに

ついて、地元の方とこれまでも協議をさせてい

ただいて、何ができるかということを検討して

いるという状況でございます。 

【吉村(庄)委員】 結論的に申し上げて、今おっ

しゃったように何ができるかということをして

いただきたいんですよ。 

この付近は、横瀬浦公園、その他、港も含め

て、それから、上部の方、農免道路その他が物

すごく改良されているんですよ。そうすると、

そこら辺が非常に際立って厳しいという状況に

なっていますから、そういうことも十分おわか

りだと思いますので、十分頭をひねって検討し

ていただきたい。今の状態だと、なかなか危険

な状況というのは、特に交差点については私も

よく利用しますが、問題が残るというふうに思

いますから、ぜひ検討を強く求めておきたいと

思います。 

【深堀委員】 陳情の30番の長崎県身体障害者

福祉協会連合会から出ている陳情の2ページ、6

番、有料道路割引を障害者手帳の提示だけで適

用することについてという中身ですけれども、

ここにちょっと文章が書いてあるんですが、今

の実態というのをちょっと教えていただきたい

んですが。 

【ごう委員長】 しばらく休憩いたします。 
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― 午前１１時 １分 休憩 ― 

― 午前１１時 １分 再開 ― 

 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

【深堀委員】 私がここで聞いたのは、実際に県

が所管している有料道路で考えた時、全国の高

速道路だけではなくて、例えば川平有料道路で

あったり、女神大橋であったり、実際に県が所

管をしている有料道路がありますよね。こうい

ったところの実態がどうなっていますかという

ことを聞いているんですけど、そのことが福祉

なんですか。 

【ごう委員長】 休憩いたします。 

 

― 午前１１時 ２分 休憩 ― 

― 午前１１時 ３分 再開 ― 

 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

 ほかに陳情に対しての質疑はございませんで

しょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 では、陳情につきましては、承

っておくことといたします。 

 続きまして、議案外の所管事務一般に対する

質問を行うことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について質問はありませんか。 

【堀江委員】 平成29年度の1,000万円以上の契

約状況一覧表の中の委託契約の1ページ、8番の

「長崎県立・大村市立一体型図書館及び大村市

歴史資料館（仮称）の建設工事の意図伝達業務」

2,052万円ですけれども、これはどういう業務な

のか教えてください。 

【大場建築課長（参事監）】 今、一体型図書館

は、工事に着工して基礎工事等を進めていると

ころでございますが、そういう工事の監理業務

とは別に設計意図伝達業務というのがございま

して、設計図書を補完する説明とか、デザイン

色彩計画の作成及び工事材料、設備機器等の選

定に関する検討・助言を主な業務とする委託料

でございます。 

【堀江委員】 新県立図書館と略しますけれども、

新県立図書館は、東京と島原の共同企業体が設

計をして、そして、次の9番の監理業務、それ

が本当にそのようにされているかという監理業

務をこの平成29年度だけで9,500万円請け負っ

て、設計をやった同じ事業者がどういうふうに

されているかというのを監理するわけですね。 

 本来であれば、設計者と監理事業者が同じで

あれば、こうした意図伝達業務というのは要ら

ないのではないかという声もあるんですけど、

それはそうですよね、監理している側が設計を

やっているところであるわけですからね。なの

に、こういう意図伝達業務というのは必要なの

か。余りにも大きな事業だからそうなのかとい

うことで、ちょっと素人ながら、設計したとこ

ろが監理しているから、意図伝達業務というの

を実際どういうふうにされているかというのを

逐次管理するわけだから。しかも、そこは同じ

業者がやっているわけだから要らないのではな

いかというふうな思いもあるんですが、その点

はどういうふうに理解したらいいですか。 

【大場建築課長（参事監）】 設計とか監理業務

の業務報酬基準というのが国土交通省より告示

が出されておりまして、いろんなマンパワーに

人件費を掛けて算出していく方法でございます。 

まず、設計業務といたしましては、ご存じの

ように基本設計とか実施設計とかがございまし

て、それとは別に設計意図伝達業務というのも

設計業務の中に入っております。 

県の発注の場合は、大型物件につきましては、
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基本設計、実施設計をまず発注いたしまして、

意図伝達業務は、工事を発注して工事に着工し

た後の、例えば、監理業務とか設計意図伝達業

務とかをその時点で出していきますので、当初

の設計業務の中にはその意図伝達業務が入って

いなくて、今回新たに工事に着手したと同時に、

その伝達業務も発注したということでございま

す。 

【堀江委員】 建築課長として、この新県立図書

館に意図伝達業務というのは必要だという見解

なんですね。 

 長崎県の大きな事業の中で、意図伝達業務と

いうのを委託している事業がほかにあるんです

か。 

【大場建築課長（参事監）】 長崎県発注の一番

大型の建築工事である新県庁舎建設工事、これ

につきましては発注をいたしております。 

県立ろう学校の移転改築工事も出しているん

ですけれども、これは2階建ての木造でござい

まして、これは県の職員が設計者から、今申し

上げました設計図書を補完する説明とかデザイ

ン色彩計画等々について、これは地元の設計事

務所でございますが、県職員がここと詳細に打

ち合わせをして、これぐらいの規模だったら外

注しないで県の職員でやれるということで、そ

れぐらいの規模であると発注していない。非常

に大型で特殊な物件についてのみ設計意図伝達

業務を発注しているところでございます。 

【堀江委員】 私は、この1,000万円以上の契約

状況の一覧表を見て、意図伝達業務という業務

内容を初めて今回知りましたので、しかも、い

ろんな方のお話を聞きますと、設計者と工事監

理者が同じであれば、民間の場合は意図伝達業

務というのは余り置かないんだよというふうな

話を聞いたものですから、実際にどれぐらい必

要なのかというふうな思いで尋ねたところです。 

文教厚生委員会におりませんが、当初予算を

めくりますと、この意図伝達業務、それから監

理業務については、当初予算と、それから債務

負担行為で計上されておりますので、なるほど、

もう予算は決まっていたのかと思ったんですけ

ど、ただ、県民から見ますと、新県立図書館が

どれくらいかかるのかという時に、設計業務、

新築工事、電気工事、空調設備、衛生設備とい

うことで、74億3,800万円かかるんだというふ

うに県民には伝えているんだけれども、それ以

外に、この意図伝達業務、監理業務、ここに上

げているのは平成29年度分でありまして、もう

1年かかるというふうに聞きましたので。だか

ら74億円ではなくて、これに2億円プラスされ

て76億7,000万円ぐらいの県立図書館の事業に

なるのかなというふうに改めて思ったところで

す。 

そういった内容についても、私は、要するに

幾らかかるのかという時に、事業の途中で出て

くるというのは一定理解をしますけれども、そ

うしたことも県民に明らかにしてほしいなとい

う思いで今日はこの質疑をしたところです。意

図を酌んでいただきたいと思います。 

委員長、もう一つ引き続きお願いします。 

同じく1,000万円以上の契約事業の7ページ、

これは河川課、石木ダム建設事業で、石木ダム

資料作成業務委託1,500万円、どんな資料を何の

ために作成するんですか。 

【浦瀬河川課企画監】 この委託内容につきまし

ては、ダム本体工事完成後、事業が完了する時

に水を貯水池内にため込みます。それを湛水計

画といいまして、どういうふうな時期に、どう

いう雨が降って水がたまっていきますよとか、

あと、管理設備の設計です。これはダムが完成
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しますとダムの諸量データを県庁とかいろんな

ところで見られるようにします。そのためにど

ういう管理のあり方をやっていくか、データを

どういうふうに送っていくかということで、そ

の設計をこの中で整理をしていくということで

考えております。 

【堀江委員】 指名競争入札ではあるんですけれ

ども、相手方の事業者というのは、いわゆるそ

れ専門の全国組織ですよね。長崎県の石木ダム

は、平たく言えば県の事業になるんですけど、

県の職員がやるとか、そんなふうにはならない

んですか。やっぱりこれだけ県民の税金1,500

万円を使って、今まだ建設できるかどうかわか

らないんですけれども、県民の反対がある中で、

これを1,500万円ぽんと県民の税金を使って、で

き上がったらどういうふうになるのかという資

料を今つくっているということなんですかね。 

【浦瀬河川課企画監】 慣れたベテランの職員が

やろうと思えば部分的にやれることもあります

けれども、それにはかなり多くの時間がかかり

ます。これについては全国的なダムに精通した

業者を指名選定しますけど、ここについては今

現在の新たな考え方、仕様とか基準がございま

すので、それにあわせて、今回、資料作成とい

うことを委託しています。 

【溝口委員】 443ページ、路面性状調査業務委

託です。これは予定価格と最低制限価格がない

んですけれども、指名競争入札ということでど

うなっているんですか。次のページにも書いて

ないんですけれども。 

【佐々建設企画課長】 通常の業務委託、建設工

事については、予定価格と最低制限価格を公表

しておりますが、事務委託に関しては、2つの

項目について公表しない、そういう制度でござ

います。 

【溝口委員】 そしたら、例えば一番安い価格で

するということですか。上限も何もなくて、ど

ういう結果で入札をして、その人に落札する形

になってくるんですか。方法がちょっとわから

ないんですけど。 

【佐々建設企画課長】 建設工事等業務委託に関

しましては、最低制限価格を設定しております

が、事務委託の場合はそういう設定をしていな

いので、一番低い額の方が落札。ただし、3分

の2を切るような状況では、一度中断して、履

行できるかどうかの確認をした上で落札者を決

定するという方法をとっております。 

【溝口委員】 そしたら、今言う方法だったら予

定価格というのは持っていてするべきじゃない

んですか。予定価格が書いてないんですけど、

何もない中で一番安いのという形で、頭の中だ

けにあるのか、ここに示してないのかがよくわ

からないんですよね。どういうふうにして入札

を決定したのか。 

【佐々建設企画課長】 事務委託の場合は公表し

ないというルールをとっておりまして、設定は

しております。ここで最低制限価格に横バーを

入れておりますので、これについては設定をし

ていないということがございます。 

【溝口委員】 そしたら、委員会の私たちにも公

表できないということになるわけですかね。ち

ょっと納得のいかないような感じですけど。 

それと、ずっと見せていただいたんですけれ

ども、最低制限価格は、指名競争入札関係の中

で、1円も違わないで落札されている部分が数

カ所あるんですよね。 

 例えば、27ページ、45ページ、47ページ、か

なり多いんですけど、最低制限価格に1円も違

わないでできるというのが、今まで余りなかっ

たような、1カ所あったかなかったかという感
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じだったんですけど、今回は結構あるんですよ

ね。65ページもですけれども、それから、221

ページとか、数カ所にわたって1円も違わない

金額、最低制限価格で入札が行われていること

は、私たちとしてはちょっと疑問に思うんです

よね。 

1円も違わなかった、最低制限価格ときれい

に合っているというのが幾らもあるものですか

ら、今回の場合、特別に多いものですから、ち

ょっと何かあるんじゃないかなという感じがし

てならないんですけどね。 

【佐々建設企画課長】 予定価格の算出について

は、資料の中で積算できますので、ほとんどぴ

たっと積算ができるものと思っています。 

最低制限価格についても、その率、委託の場

合は75％ということを公表しておりまして、あ

とはランダムがかかるわけですが、これは事前

ランダムだけのことになりまして、憶測なんで

すが、皆さん競争された結果、75％程度のとこ

ろに皆さん入れられた。ランダムについては、

入札に参加される方はもちろんご存じない話な

ので、これはたまたまの結果だと考えます。 

【溝口委員】 たまたまの結果と言えば、たまた

まの結果なんですけど、余りにも多いんですよ

ね。今回の場合は目立つんですよね。今までも

全部見ていましたけど、そういうことは1件あ

るかないかで終わっていたんですけど、今回は

多分10カ所ぐらいあるんじゃないかと思うん

ですよね。 

 それで、幾ら積算がうまいといっても、最低

制限価格ですから、予定価格は決まっています

から、そこら辺についてきれいに1円も違わな

いで合わせるというのは、私たちから見たらち

ょっと問題があるような気がするんですよね。

そこら辺、1回ぐらいだったらいいんですが、

ちらっと見たら今回の場合はびっくりするくら

い本当に多いんですよ。今までこういうことは

なかったと思うんですよね。何かちょっと疑い

たくなるような、疑ったらいけないかもわから

ないけど、やはり疑いたくなるような、そうい

う感じなんですよね。 

その辺について、漏れるということはないか

もわかりませんけれども、やっぱり余りにも数

字が合っているということになれば、幾ら積算

がうまくても、1円も違わないというのは、や

はりちょっと今回疑問に思いました。 

だから、その辺は、業者の方々が設計、見積

もりとして近づいてきているんだという話にな

れば、それはそうかもわかりませんけれども、

やはり余りにも多いので、ちょっと注意をして

おきたいなと思って、今回立たせていただきま

したので、よろしくお願いしたいと思います。 

【深堀委員】 今、溝口委員の質疑の関連なんで

すけれども、先ほどの質疑の中で、443ページ

と444ページの最低制限価格の話で少しありま

したが、最低制限価格がないというのは理解を

しているんですけれども、結果的に、終わった

後に、先ほど課長の答弁の中で、一応自分たち

としては持っているんだというふうな発言をさ

れましたよね。それは出せないんですか。 

 というのが、行政当局が考えていた最低制限

価格はこれくらいだったんだけれども、実際に

は、例えば、多分もっと下に入ってきているん

だろうと思うんですけど、どれくらい乖離して

いるのかというのは、それが適正な価格なのか

というのを審査する上でも、公表はしてないに

しても、公表できないんですかね。どうなんで

すか。 

 要は、物すごく低く入れてとれるわけですね。

でも、県がもともと考えている最低のレベルは
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このぐらいだったんですというのは、我々議会

側も後からチェックするべきかなと思うんです。 

【佐々建設企画課長】 今の委員のご指摘、予定

価格については公表してもいいんじゃないかと

いうご意見かと思います。 

公表しない理由について私もちょっと把握し

ていないものですから、後で報告させていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【ごう委員長】 休憩いたします。 

 

― 午前１１時２１分 休憩 ― 

― 午前１１時２２分 再開 ― 

 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

 ほかに質問のある方、いらっしゃいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 ないようですね。 

では、次に、議案外所管事務一般について質

問はありませんか。 

【深堀委員】 1点だけです。契約締結の一部変

更についてということで、今朝、高田南南東部

宅地整地工事の長与町の補強盛土ということで

専決処分をしたという報告がありました。 

資料を見ながら聞いたんですけれども、変更

前の契約金額が7億2,144万円だったのが、変更

後契約金額が7億2,209万5,560円で、約50万円

の増減、プラスだったから専決処分だったんで

すという報告を受けたんです。 

 では、その中身を教えてくださいということ

で確認をしたところ、補強盛土の一部地域の試

掘というか、岩が出てきたことによって1億

5,000万円ぐらいのプラスになりました。それで、

今度は別の地区の部分で地権者とのいろんな協

議の中でうまくいかず、そこの部分を廃止して、

それが1億5,000万円ぐらいでしたという説明

を受けたんですけれども、もう一度、委員会で

確認をしたいと思いますので、この専決処分し

た内容をもう一度報告をお願いします。 

【池田都市計画課長】 高田南地区の区画整理事

業についてのお尋ねでございます。 

この案件につきましては、当初、7億2,100万

円ほどで契約をしていたものを六十数万円の増

額の変更をしたということで、これは5億円以

上の契約については議会の議決が必要でござい

ますが、5,000万円未満の増減の変更につきまし

ては専決処分ができるという規定から行ってい

るものでございます。 

その変更内容につきましては、まず増額の理

由といたしまして、現場に工事で実際に入った

ところ、当初の予定よりも硬い岩盤が出てきた

ということで、その掘削の工事費で約1億5,000

万円の増額。 

もう一つの理由は、補強土壁工という擁壁を

構築するわけですけれども、その構築する場所

で地区の住民の方々から反対がございまして、

その工事の協議に時間を要するということで、

1億5,000万円ほど減額したということでござ

います。 

【深堀委員】 そこで、ちょっと確認ですけど、

確かにプラス・マイナスの結果、60万円ぐらい

のプラスだったから専決処分ということは、あ

る意味わかるんですけど、じゃ、今、岩盤の硬

いのが出てきて1億5,000万円プラスだったと

いう事例だけなら、これは議案になったわけで

しょう。それがなくて、今度は住民の反対によ

って1億5,000万円の減額になれば、これが単体

であれば議案になったわけでしょう。どちらも

議案に足るべき大きな変更があっているんだけ

ど、それを合体したらプラス・マイナス60万円

だから、もう専決処分しましたという簡単な説

明で終わっていいんですか。 
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物すごく不思議なんですよ。プラス・マイナ

スで60万円だから、でも、内容は、当然追加契

約、減額契約になるような事象が含まれている

のに、議会に何の説明もせずに専決処分すると

いう、その考え方なんですよ。従来こういうこ

とがあったんですか。これは土木部として正当

な手続なんですか。そこをまずお伺いしたいと

思います。 

【天野監理課長】 一般論として申し上げますが、

まず、今回のような1億5,000万円の増、それか

ら、1億5,000万円の減、それを専決にするか議

案にするかにつきましては、その変更の事由が

発生した時期によるものと考えております。 

それがそれぞれ別の時期に発生しておれば、

それぞれ変更契約を締結しなければいけない、

それぞれ別に締結しなければならなくなります

ので、その時には当然議案になろうかと思いま

す。今回は、その増と減が金額的にもほぼ同額

で、たまたまほぼ同一の時期に生じたというこ

とで、今回の9月議会の前に処理できたという

ことで一緒に処理するということで処理された

ものと考えております。 

【深堀委員】 申し訳ないけど、一般論ではなく

て、土木部の見解としてもう一度答えてくださ

い。 

【天野監理課長】 一般論と申し上げましたのは、

この事案に限らずといった意味で申し上げたん

ですが、今申し上げたことが土木部の考え方で

ございます。 

基本的に、変更があったら、直ちにその分の

変更契約の手続をするということでございます。

その時期がたまたま一緒だったということでご

ざいます。 

【深堀委員】 時期を確認しますけれども、岩盤

が出てきた、硬いやつが出てきたというのがわ

かった時期、住民の方の反対の時期というのは

いつなんですか。 

【ごう委員長】 休憩いたします。 

 

― 午前１１時２９分 休憩 ― 

― 午前１１時２９分 再開 ― 

 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

【深堀委員】 それは調べてもらうとして。ただ、

そういう工事の中で岩が出てきたという部分と

住民の皆さんの反対があってということで大き

な変更があっているわけですよ。そのことをな

んで議会に丁寧に説明しないんですかというこ

とを言いたいんです。専決処分をしましたとい

うことで、委員会が始まる前にちょこっと来て

言うような話じゃないでしょう。委員長、私は

そう思うんですよ。委員長にどういうふうに説

明があったのかわかりませんけど。一つ一つは

完全に議案になるべき大きな変更ですよ。たま

たま時期が一緒だったからと報告されているけ

ど、なぜもうちょっと丁寧な対応をしないのか

ということは強く求めておきたいです。 

【池田都市計画課長】 今回の案件につきまして

は、確かに1億5,000万円の増減ということで、

相殺された形での事業費の変更ということで専

決処分のできる項目として上げております。そ

の内容につきましても、工事の進捗を図るもと

もとの目的、そういう目的から逸脱するもので

はないという考え方と、もう一つ、工事の変更

を通常行う時には、どうしても工事費の増減と

いうのは、現場、現場の状況によって出てくる

と思います。その際には、ある程度工事費がか

かる工種については増額をやって、その先の次

の年に行えるような工事というのは減額して変

更する場合というものはございます。 

それともう一つ、どうしても事業費の上限額
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が、その年度の事業費というものがございます

ので、その工事費の中でいかに工事を進捗させ

るかということ。 

それともう一つは、専決処分の規定というも

のが、できるだけスムーズに工事を進めるとい

うことから専決の処分規定があるのではないか

と考えております。 

【深堀委員】 繰り返しになりますけど、専決処

分をしたことは譲っていいとしても、じゃ、ど

ういう住民の皆さんの反対があって、もともと

計画したものが、どういう経過を経て住民の皆

さんの反対が出てきて、この事業が変わってき

たのかということは説明資料があってしかるべ

きでしょう。いただいた資料には何もないんで

すよ。ただ単に廃止としか書いてない。それじ

ゃわからないでしょう。地元の近くにいる議員

としては、これは非常に大きな問題だと思いま

すよ。何も説明しないなんて、おかしいですよ。 

【池田都市計画課長】 今回の案件につきまして

は、確かに急に今朝からご説明したという経過

がございまして、説明の内容が非常に簡素化さ

れたものであったということにつきましてはお

詫びを申し上げます。 

確かに専決処分でやっておるんですが、その

内容については、内容の項目について必要なも

のは、当然今からは詳細にご説明をするという

ことに努めてまいりたいと思います。 

【深堀委員】 お願いしておきます。 

【ごう委員長】 では、先ほどの詳しい内容につ

いては、後ほどしっかりと説明をお願いいたし

ます。 

【吉村(庄)委員】 関連ですが、今の分です。 

専決処分というのは、地方自治法でどういうあ

れをするというのは決まっているんでょう。軽

易なもの、7億2,000万円のうち1億5,000万円も

どうだとか、増減がそれぞれあっているんです

が、こんなものが軽易と言えますか。結果的に

ウン十万円だから軽易というふうな判断をした

ということじゃないですか。そこら辺を含めて

統一見解を後できちっと出してください。 

それから、この件について、一方で1億5,000

万円云々を減額しているでしょう。そして、そ

れは住民の反対という話がありました。説明の

時には反対というのはなかったんですが、要す

るに問題があったと。こういうことの中でそう

いう状態があったと。 

だから、結局は、この説明の中でも廃止とい

う話がありましたね。大体予算をとって契約し

て予算執行していく時に、地元の住民の同意が

要るものについて、ないままにやってしまった

という結果になっているんじゃないですか。だ

から1億5,000万円は廃止という状態になった。

今から改めてやり直さなければいけない。 

なんであなたたちはこの計画をきちっと予算

執行までいって、それから契約までして議会に

諮ったんですか。同意が前提であったんでしょ

う。今さら、なかったから廃止ですよと。しか

も1億5,000万円減額して、一方では1億5,000万

円増額しているのを軽易なものとして扱って、

自分たちのところのミスはどうなっているのか

わかりませんけれども、専決処分したと。こん

な話というのは通用しませんよ。見解を聞かせ

てください。 

【池田都市計画課長】 擁壁工事についての減額

の件でございますが、これについては、地元へ

の説明というのは、一番最初に都市計画決定し

た時は当然皆様方にご説明をいたします。それ

から、工事のある程度詳細な設計をやっていく

段階での説明というものもやっております。そ

れから、入札後、工事に着手する時も説明会を
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やっておりますが、その工事の説明会の時に住

民の方々から、再度この件については計画の変

更について要望がございまして、一部変更する

形でその段階では承認をいただいたと聞いてお

ります。 

 それで、いざ、もう一度工事を行おうとした

ところ、地元の方々から、またその点について

反対があったということから、我々としては、

ちゃんと段階を踏んでご説明をしている、了解

を得た上で工事をやっているという認識のもと

に工事に着手していたわけですけれども、結果

的には、再度住民の方々から反対の意見があっ

たということでございます。 

【吉村(庄)委員】 だから、結果的に言ったら、

そこのところが十分なところまでいかなくて、

いっていたと思ったけれども、廃止したんでし

ょう。だから、当初の契約案件で、議案だとか、

それから予算の執行について、そっちが先なん

だけど、そういうものを諮ってきたことについ

て、結果的に瑕疵があったんでしょうが、ミス

が。結果としてはそういう結果になっているん

です。そうじゃないと思ったけれども。 

そして、その中で1億5,000万円減額して、そ

ういう状況の中で、ここのところはもっと本当

はしっかり確認しておかないといけないんだけ

ど、途中で出てきたと。こういうことの中で、

前段でどういうところが足りなかったのかどう

かいろいろあるかもしれないけれども、一生懸

命やってきたと思ったけれども、そういう結果

になったということについては、これ自体だけ

でいわゆる専決処分する理由になりませんよ。

ここのところの案件で、当時の契約案件から違

う状況になった。基本的に大きな変更があった。

1億5,000万円は、7億2,000万円からいったら2

割ぐらいになりはしないですか。予算執行から

契約から何からすると2割ぐらい変わっている

んですよ。 

一方では、増える分、これはやってみたら岩

盤がたくさん出てきたということの中で、そこ

までの調査を、これもボーリングとか何とかど

うしていたのか知りませんけれども、これだっ

て1億5,000万円からしたら2割増えているでし

ょう、7億2,000万円からいったら。そういうと

ころについて、きちっとやってきたつもりだけ

れども、こういう結果になってというところを

きちっと説明をしながら、議案を議会に通して

きて、県民の税金その他の予算も当然入ってい

るんだけれども、そういう大事なところをやっ

ていこうということでやってきたところの責任

というのは一体どうなるんですか。次長、きち

っと答弁してください。 

【吉田土木部次長】 深堀委員も含めまして、委

員のご指摘はごもっともでございますので、今

後、工事の適切な執行に努めることはもちろん

のこと、議会への報告につきましても、十分な

説明をした上でしっかりとした報告に努めてま

いりたいと思います。 

【吉村(庄)委員】 そして、それだけの理由があ

るんだったら、今度の9月議会に専決で出すと

いうのは、専決でしてしまっているから、それ

は出すなとは言いませんけれども、少なくとも

委員長、副委員長あたりには全部きちっと説明

する必要がありますよ。 

そういう意味を含めて、土木部長、よく聞い

ておいてください。この間の田中委員の北部地

区と南部地区の予算の使い方とか、そういう話

についても本人は納得されていないですけれど

も、どうもあなたたちの姿勢というのは私は理

解できない。だから、そういう点について善処

されるように求めておきますが。 
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 先ほどのこともありますよ。もう少し土木

部はしっかりしてくださいよ。自分たちがやっ

たことについて、予定価格をどうだこうだとい

うことについては、統一的になっているだろう

とか、こんな話があるもんですか。自分たちは

何に基づいてそういう取り扱いをしてきたかと

いうことは、担当課でちゃんとわかっているん

ですか。 

そして、今まであったでしょう、改革委員会

の中で入札制度の改革その他を含めて、どうい

うやり方でやるのか、最低制限価格はどうする

のか。そんなことをずっとやってきて、例えば、

工事の契約だとか何だとかというところと物品

購入だとか、あるいは委託だとか何だとか等い

ろいろあるわけだから、そういうものについて

どういう考えでいくのかというのはずっと議論

してきたじゃないですか。そういう中で今のよ

うなことについても議論があったかどうか私は

知りませんけれども、県としては統一的にして

いるかわからんけど、統一的にしていても自分

たちのところについてはしっかり認識をしてお

かないと。それは公表できないんです、それは

どういう理由ですよと。それは納得するかどう

かは別にしても、そういうことで私たちはやっ

ていますよ。そういうことをきちっと説明でき

るような体制をとっていただかなくちゃいけな

いです。まず、姿勢について、土木部長、見解

を聞かせてください。 

【岩見土木部長】 土木部所管の事務の適正な推

進につきましては、私が責任を持っております

けれども、委員おっしゃるとおり、県のルール

がこうなっているから、それに従っているとい

うだけでなくて、その意義がどういうことから

そういうふうに決められているのかということ

も含めて、きちっと把握した上で適正な執行に

努めてまいりたいと考えております。 

【吉村(庄)委員】 当然そうでなかったらいけな

いですよ。 

それで、先ほど急傾斜防止のところがあった

でしょう。それから、私も災害のところで聞い

たんですけれども、災害のところでも、いわゆ

る公共災害と言われる部分、単独災害と言われ

る部分、いろいろ取り扱いをする中で、最近は

単独の部分が、ほかのところでもそうなんです

けれども、ずっと削られてきているんですよ、

あなたたちのところでね。 

その中で、例えば急傾斜防止のところでも、

マイナスシーリングがやっぱり適用されている。

こんな話というのはないですよ。なぜかという

と、当面の対策ということで事業採択をすれば、

市とか県とか事業が分かれてきますけれども、

採択をされれば当面の最低の危険を防止するた

めに仮設防護柵なんかをつくる例もあるんです。

ぼろぼろ崩れてくるようなところが、豪雨でダ

ーンと崩れる時もある。その仮設防護柵の事業

の予算がつくのを待っている人でも、仮設防護

柵があっても、いわゆる山側からいうと外側に

普通は寝所をつくるとか、ベッドを置くとか、

そういう状況をやっているし、そして、天気予

報がこの頃のように集中的に云々だとか何だと

かということになったら、公民館に避難してと

いうのは待っている間にあるんですよ。そうい

うのと、例えば事務費の備品とか紙代とか電話

代とか、こういうところのマイナスと、こうい

うふうなところと一緒にするような考え方をあ

なたたち自身が受け入れたらだめですよ。さっ

き言ったでしょう、優先度合いからと。優先度

合いは全部一緒ぐらいに考えておかないと、私

はこういうふうに申し上げておきたいと思いま

す。 
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あと、幾つかお尋ねいたします。さっき言っ

たように、いわゆる専決処分というのは、本来

しなければいけないけれども、地方自治法に認

められている軽易なものについてはやってよろ

しいと、いろいろな部分についてね。そういう

ことにしかなってないんですから、しっかり認

識しておいてください。 

一つは、幹線道路の整備の問題ですが、幾つ

かお尋ねしますからポイントを答えてください。 

まず、板山トンネルについて、どういう進捗

状況ですか。 

【大塚道路建設課長】 板山トンネルにつきまし

ては、今年度、用地買収交渉を行っております。

佐世保側の用地につきましては、事前説明を行

いましたところ、地元の方から、トンネルを掘

ることによって、実際地元で使われている水が

どういった形になるか調査してくださいという

ことを言われましたので、それに対してご回答

した上で用地交渉を行いたいと考えております。 

 世知原側につきましては、現在、用地交渉を

進めておりまして、坑口の取付道路部分の用地

が終わりましたら、坑口予定地までの工事を行

うように計画をいたしております。 

【吉村(庄)委員】 ぜひ地元との関係については、

先ほどのようなことがないように、ずっと予算

執行していたら、いや、ここはトンネルですか

ら、道路ですから、改築するわけですから、こ

こは廃止と、そういうわけにはいかんし、ある

いはルートを変更するなんていうことにもなか

なかならないわけですから、もうルートを予定

してやっている状況の中で。ちゃんと地元との

関係を十分してください。基本的な問題点につ

いては、私の方から地元の意見は担当のところ

に言ってありますから、それでいいと思います。 

それから、東彼杵道路です。ここに関係の中

島( )委員もおられますけれども、これは進ま

ないですね。何か知恵を働かせて、例えば部分

的に迂回するバイパスみたいなものをやってい

くというような話もございましたが、一向に計

画路線から先に進まない状況になって、もう相

当年数がたっているんですね。 

これは陳情がありましてからどのくらいたっ

ているんですか。そういう中でどういう知恵を

県当局としては働かせて、そして、必要なとこ

ろ、いわゆる国あたりとの関係で折衝をしてい

るか。どういうところまでいっているか教えて

ください。 

【大塚道路建設課長】 委員ご指摘のとおり、東

彼杵道路に関しましては、建設促進期成会、こ

れは平成10年度に立ち上げられまして、これま

で要望活動などを続けてこられております。県

といたしましても、地元の声を受けまして、国

に対してもこれまで要望しているところですけ

れども、残念ながら、その事業化に至っていな

いところでございます。 

進め方といたしましては、これまでどおりに

なりますけれども、地元佐世保市、それから川

棚町、東彼杵町と一緒になって、どうすれば道

路の必要性とか事業化に結びつけられるか。並

行道路が一般国道205号、国直轄で管理してい

る道路でございますので、県といたしましては、

国の方に何とか事業化をお願いしたいと考えて

おります。それに向けていろんな知恵を絞って、

ストック効果ですとか、どういったことを訴え

ていけば事業化になるか。あるいは先ほど委員

がおっしゃったとおり、全線バイパスという形

では余りにも大きな事業になってしまいますの

で、部分的に着手できるものはないかとか、そ

ういった議論を重ねておるところでございます。 

昨今の新しい動きとしては、浦頭にクルーズ
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船が着くということもございますし、それから、

地元がＩＲを要望しているといったこともござ

いますので、そういったものも盛り込みながら

必要性を引き続き訴えていきたいと考えており

ます。 

【吉村(庄)委員】 この道路の問題は、私はＩＲ

というのは余り賛成できませんから、それはあ

れですけれども、現状で今のような状況、交通

量、それから、事故が起こった時の非常に問題

ある形になっているんですよ。全線がというこ

とよりも、重要な部分でそういう状態が起こっ

ていますから、そういう意味で、いわゆる幹線

道路という言い方からいうと、例えば都市から

都市まで結ぶと、こういうふうな受け取り方に

なるかもしれませんけれども、これは生活道路

の一部になっているんですよ。そして、一定の

距離を動かれる方もですけれども、そこで生活

していらっしゃる皆さん方が普通の近距離とい

うようなところについても、通勤、その他仕事、

それから、自分の事業、そのほか家庭生活、こ

ういうところとの関係において、とにかく問題

なんです。 

私も蔵本郷で事故に遭った時に、片方通行で

したけれども、上りの方向でものすごく待たせ

られた。そして、議会の開会日でしたから回っ

て遅れかかったんですけど、少し早く出ていた

からよかったようなもので、こういう状況の中

で、私の場合は、例えば佐世保から長崎までと

いう形です。それだけじゃなくて生活道路にな

っているというところがありますから、そこの

ところを強調していただかないと、期成会があ

って要求とか要望をし出してからもう20年近

くたっているんですから、それが具体的にやる

計画路線まで上がっていない。こんな状態とい

うのは全国にたくさんあるんですよと、それは

そうかもしれないけれども、しっかり頑張って

いただきたいと思いますが、部長見解を聞かせ

てください。 

【岩見土木部長】 東彼杵道路につきましては、

地元自治体と今後どのように熟度を高めていけ

ばいいかということを、意見交換を何度か行っ

ております。直轄国道を新規事業化するために

は、まず計画段階評価というのに乗せていかな

いといけません。大村－諫早についてはご存じ

のとおり進めている。そのような形でやってい

かないといけない。 

 そこで、いかにそういう場に上げていくかと

いうことが課題でございます。この東彼杵道路

の熟度を高めるためには、今までもいろいろ議

論をしてきておりますが、委員ご指摘のとおり、

知恵を出していかないといけないと考えており

ます。 

すなわち、この道路ができることによって、

地元がどのようにメリットを受けていくのかと

いうところのビジョンを明確にしていく必要が

あると思います。確かに事故が起こったりとか、

速度低下が起こったりとか部分的にはしており

ますけれども、それ以上にそういう計画段階評

価に乗せていくためにはいろんな工夫が必要だ

と思っております。 

一つ、先ほど道路建設課長が言いましたＩＲ

といいますのは、ＩＲができますと当然そこに

人が集まってきます。例えばですけれども、長

崎空港に来た人がどうやって佐世保方面に移動

するかという時には、東彼杵道路のような道路

を使うことになるわけです。そうすると、ます

ますそこが混雑してきます。そういったことを

どう解決するか。スムーズに移動するにはどう

したらいいかということも、一つの今後考えて

いくべき知恵の部分だと思います。 
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 また、先ほど、地域のビジョンというふうに

言いましたけれども、沿線の川棚町、東彼杵町

を含めて、この道路によって地元がどのように

活性化していくかということをもう少し明確に

していきたいと考えております。 

 そういったことで、早く次の段階に行けるよ

うに努力してまいりたいと考えております。 

【吉村(庄)委員】 その中で、ＩＲの問題は、カ

ジノについていえば、今一生懸命やっておられ

るけれども、見通しはないですからね。そうい

うことを理由にしても問題だと私は思います。 

それから、公共事業の再評価及び事後評価対

象事業の対応方針で報告もあっていますように、

何か一つ中止されているんですね。佐世保市の

西郷地区、傾斜崩壊対策事業、社会経済等の変

化、中止、この事情についてお示し願いたい。 

【田中砂防課長】 今おっしゃられた西郷地区の

急傾斜事業でございます。 

佐世保市の小佐々地区で行っております。こ

こは平成22年度から県の事業として事業を始

めたんですけれども、同年、詳細設計が終わり

まして、地元の方々に説明を行いました。2名

の方から土地の寄附等に対して同意を得られな

い状況が続いておりました。平成23年度から平

成27年度まで5年間、説得を繰り返してきたん

ですけれども、同意が得られない状況でした。 

それで、平成28年、昨年4月の段階で地元の

方々から、その同意を得られない箇所を除いて、

やはり早くやってもらいたいという要望が出て

おりました。このため、県の事業を、同意を得

られないところを外して、市の事業としてやる

ことに決めております。 

こういう状況の中で、県の事業を中止すると

いうことに至ったことでございます。 

【吉村(庄)委員】 何部か知らんけれども、都市

計画課かな、具体的にそういう状況が出たら、

そういう部分について今のような変更というの

は当然あり得るわけでしょう。縮小して市の事

業にしたから、ここからは除いたということで

市の事業としてやられるということについては

チェックはしますけれども、そういう方向にな

っていくような可能性があるのに予算をつくっ

てずっとやっていって、全部の費用にしていた

けれども、結果的に言ったらあれだったと、そ

れは専決でやったと、こんな話というのはない

ですよ。 

 だから、この点については重ねて善処される

よう申し上げて私の質問を終わります。 

【大塚道路建設課長】 先ほどは大変失礼いたし

ました。 

陳情番号30番、身体障害者福祉の充実に関す

る要望書の中で、6番目の有料道路割引を障害

者手帳の提示だけで適用することについてとい

うご要望がございました。これに関しまして、

長崎県道路公社の対応につきまして確認をさせ

ていただきました。 

障害者割引に関しましては、通常料金の半額

という形で適用させていただいておりますが、

このご要望にございますとおり、道路公社にお

きましても、障害者手帳等については事前の登

録が必要で、登録車両についても登録していた

だいて、登録車両をご本人が運転をされている

場合、または同乗されている場合のみ障害者割

引を適用するという形でやっております。 

【深堀委員】 ということは、陳情で要望が上が

っているのは、手帳保持本人が運転している場

合は登録車以外でも割引ができるような制度に

してほしいということを言っているわけですね。 

書いているように、車検とかでその登録して

いる車両が代車になって、それを運転している
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障害者の方が使えないということになるわけで

すよね。これは高速道路のことをもちろん言っ

ているんだけど、少なくとも県の道路公社が管

理している有料道路については、こういった要

望、陳情に対して前向きに答えていいんじゃな

いかなと思ったものだから聞いているんですけ

ど、そのあたりの考え方をお知らせください。 

【大塚道路建設課長】 もちろんご要望に対して

は真摯に受け止めていきたいと考えておるんで

すけれども、基本的には、やはり割引をすると

いう仕組みの中できちんと事前にご登録いただ

いた内容を確認させていただくという形で割引

をさせていただくというシステムになっており

ますので、そういうふうにさせていただいてい

るわけです。 

 確かに、車検などで代替車を利用した時は適

用されないということに関しては、車検等で例

えば違う車を使う機会というのがそれほど多く

はないのではないだろうかということも含めて、

こういった適用をしていると考えております。 

【深堀委員】 前向きに考えていきませんか。実

際に本人が運転しているわけですよね。いろん

な事情で登録していない車を運転することは、

今、代表事例として車検の話があったけれども、

そうじゃない事例はあり得るじゃないですか。

例えば、旅先でレンタカーを使う可能性もある

かもしれないですね。旅先というか、レンタカ

ーを使う可能性だってありますよね。 

だから、何かそういったことの検討の余地は

あるんじゃないかなと。 

【大塚道路建設課長】 具体的にそれをすること

によってどういった問題が出てくるかとか、あ

るいはどれぐらいのニーズといいますか、必要

性があるのかということについて、ちょっと勉

強してみたいと思います。 

【池田都市計画課長】 先ほど深堀委員からの区

画整理事業における変更が判明した時期という

お話でございます。 

まず、擁壁の変更についての地元の説明の手

続でございますが、先ほど申しましたとおり、

都市計画決定の段階から何回か説明しているん

ですが、工事の説明としましては、昨年の8月

に説明会を開催しております。その折に変更の

要望があっております。その後、設計変更につ

いて地元と協議をしておるんですが、そこが最

終的に協議がまとまらず、時期的にこの工事契

約の工期が間に合わないと判断したのが大体今

年度に入ってからということでございます。 

また、硬い岩盤がどれぐらいのボリュームで

入っているかということが判明したのも、やは

り今年度に入ってからということで、その変更

契約について、7月の時点で起工を行ったとい

うことでございます。 

【深堀委員】 概要はわかったけれども、今説明

された内容を少し時系列にまとめていただいて、

それぞれ項目がありますよね、岩の分と住民の

皆さんとの対応の分、それぞれ時系列に資料を

まとめて説明をいただけませんか。それを見な

いと判断がつかないというか、疑義を感じてい

ますので、それをお願いしたいと思います。 

【ごう委員長】 では、それをよろしくお願いい

たします。 

では、午前中の審査はこれにてとどめまして、

午後1時30分から委員会を再開したいと思いま

す。 

 

― 午後 零時 １分 休憩 ― 

― 午後 １時３３分 再開 ― 

 

【ごう委員長】 それでは、時間となりましたの

で、これより午後の審査を再開したいと思いま
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す。 

まずは、午前中の深堀委員の質問に対する答

弁を求めたいと思います。 

【佐々建設企画課長】 午前中、事務委託に関す

る予定価格の公表の可否について、私の勉強不

足でお答えできなかったことをまずお詫びして、

反省した上でご説明をさせていただきます。 

この事務委託に関する予定価格の公表に関し

ましては、出納局から発出されております長崎

県財務規則の施行についてという文書に定めら

れておりまして、「別に定めるものを除き予定

価格はその性格上公表してはならない」とされ

ております。 

その理由としては、事務委託が継続的に発注

されるものが多く、予定価格を公表してしまう

と、今後、入札する際にその価格を類推すると

か、そういった影響が出てくることから公表を

差し控えるということになっております。 

今回、上がっております委託に関しましても、

具体的には路面性状の調査とか橋梁の調査にな

りますが、これは継続して調査を行うものでし

て、同じように非公表とさせていただいている

ところであります。 

なお、建設工事、それと建設関連の委託に関

しましては、歩がかりや単価がほぼ公表されて

おりまして、予定価格の計算は可能ということ。

それと、工事については特に全く同じものを出

すということは考えられませんので、別に定め

を設けて予定価格を公表しているということで

ございます。 

申し訳ありませんでした。 

【深堀委員】 わかりました。ありがとうござい

ました。今後の入札にもいろんな支障があるの

で、そこは公表しないということはわかりまし

た。 

 1点だけ、例えば、今回の事例は、あくまで

も将来的にそういった可能性があるからという

ことは理解できたんですが、今後ないような、

1回だけの事務委託とかがもしあった時には公

表できるんですか。 

【佐々建設企画課長】 明確なお答えをしかねる

と思うんですが、それが金輪際ないということ

を確証するには至らないと考えられますので、

来年はないかもしれないという状況かもしれま

せんが、それについてはルールにのっとって非

公表とさせていただきたいというふうに考えま

す。 

【深堀委員】 わかりました。どちらにしてもそ

こでいろいろ聞いたのは、労務費が中心になる

委託の分で、最低制限価格がなくて極端に安い

入札になって、その中身が、例えば最低賃金を

ちゃんと確保できるのかとか、そういったこと

を少しチェックしたいという意味合いでの質疑、

私はそういう意味の質疑だったので、そのあた

りのチェックはされているということでしたか

ら、そこは了としたいと思います。 

【ごう委員長】 では、引き続き質問をお受けし

たいと思いますが、休憩いたします。 

 

― 午後１時３６分 休憩 ― 

― 午後１時３６分 再開 ― 

 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

【宮本委員】 それでは、議案外所管事務の質問

をさせていただきます。確認の意味も含めて質

問させていただきます。 

まず、資料の3ページですが、幹線道路の整

備についてという形でありまして、これの確認

です。西九州自動車道の暫定2車線、大塔イン

ターから佐々インターまで、交通量が特に多い、

事故も多発しているという形で、事故が起これ
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ば本当に渋滞する道路であります。 

この中で認識しておりますけれども、現在、

無料区間である佐々インターから大塔インター

までを有料事業にしようという形で事業を進め

ていきますということがありました。これにつ

きましては有料にすることによって進捗速度と

いいましょうか、進み具合というのは、認識と

しては早くなるということでよろしいでしょう

か。 

【大塚道路建設課長】 西九州自動車道の暫定2

車線区間につきましては、委員ご存じのとおり、

従前から非常に交通量が多く、渋滞をしている

状況の中で、県といたしましても、早期の4車

線化というものを要望してまいった経緯がござ

います。 

しかしながら、暫定2車線の4車線化というの

は、全国にもたくさんの箇所がございまして、

非常にハードルが高いということで、ご存じの

とおり、これまで全く進んでこなかった。 

そういった中で、今回、無料区間を有料化す

ることによって、それを実現しようという取組

につきましては、現在、国の方でいろいろ議論

をなさっている最中でございます。西九州自動

車道のその区間が全国でも上位に位置するよう

な交通量の多い区間でございますし、そのよう

な2車線区間がたくさんある中で、本県が部会

に呼ばれて、そういったご提案をさせていただ

いたということを考えると、国としてもこれは

優先的に解決しなきゃいけないと考えている事

案ではないのかなと考えております。 

ということで、これまでのただ要望するだけ

という状況と比べると、幾らかは早く実現する

のではないかということで、今回こういったご

提案をさせていただいたものでございます。 

【宮本委員】 わかりました。 

ところで、有料になることによって地元から

の声といいましょうか、実際私のところには

多々、道が拡幅できるのはいいんだけれども、

有料になるということに対してのいろんな声が

来るんですが、地元の方の反応といいますか、

有料になることについての意見というのは何か

ありますか。 

【大塚道路建設課長】 もともと地元の方から、

このお話が上がってくる際にも、無料区間を有

料化することについて、佐世保市、佐々町、こ

ちらの方が議会、それから地元の自治会等と事

前にこういったことで取り組んでいきたいとい

うご協議をされて、その結果、一定の合意形成

が得られたというふうに判断をされたものが県

にお話があったという状況でございますので、

県といたしましては、ある一定の合意形成はな

されているものと判断しております。 

当然のことながら、委員ご指摘のとおり、現

在の無料区間が有料道路になるということで、

料金抵抗というものは当然発生するわけですけ

れども、ただ、県としても、こういったご提案

をする中で、できるだけ料金についての配慮を

お願いしたいということも地元から聞いており

ますので、そういった声は国の部会の中でお伝

えしたところでございます。 

【宮本委員】 わかりました。 

料金設定とか、今の段階で幾らというような

試算はあるんでしょうか。 

【大塚道路建設課長】 この提案を受けて国とし

ては、道路を賢く使う、それから暫定2車線を

いかにして早く4車線化するか、そんなたくさ

んのスキームをまずはご検討されています。 

その中のこれは一つですけれども、スケジュ

ール上、方針が夏頃に出るということは聞いて

おるんですけれども、まだ現段階ではそれは出
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てない。それが出て、その中に無料区間に有料

道路を導入するというふうな仕組みを導入して

いこうというものが位置付けられれば、その後

に制度設計が行われていくということになると

思うので、その中でどの段階で具体的に料金の

設定とか、そういったものが決められるかとい

うのは、今のところちょっとわからない状況で

ございます。それは国の動きをしっかりと見据

えながら、必要なことは要望としてお伝えしな

がらやっていきたいと思っております。 

【宮本委員】 わかりました。 

また、進捗状況等がわかれば、いち早く教え

ていただければと思います。有料になることに

よって、どういう形で動いていくかということ

はしっかりと見ていかなければならないなと。

4車線になるのは大賛成でありますから、引き

続き要望の方を強くしていきたいと考えており

ます。 

もう1点、道路整備について、都市計画道路

についてですが、佐世保縦貫線、国道35号の早

期事業化についてお尋ねいたします。 

これは、佐世保市からも重点項目として要望

が県にも上げられてきておりますけれども、こ

れも一つ確認という意味で質問をさせていただ

きます。 

この問題は、佐世保縦貫線、国道35号未着手

区間、潮見交差点から福石町交差点までの約

710メートルの道路整備事業と土地区画整理事

業ということの同時施工、そしてもう一つは、

何といっても土地区画整理の推進ということで、

佐世保市からも要望は上がってきておりますが、

いろいろ勉強するにつけて非常に長くかかって

いる懸案事項だなというのを感じます。 

これまでも多くの議員が質問をしておられま

すけれども、この都市計画道路、国道35号につ

いて、昭和21年にたしか計画がなされたと。約

70年たった今でも進捗がないという状況の中、

国、県、市、踏まえていろんな見直しがあり、

ガイドラインもつくり、そういった中で直轄国

道35号なので、その決定権者は県にあるという

ことも認識はしておるんですけれども、この都

市計画の決定権者が県であるということを考え

た時に、果たして県の役割、県の役目、県がな

すべきことというのは、決定権者としてどうい

ったことがあるのかということを最初に確認さ

せてください。 

【池田都市計画課長】 35号の未着手区間につ

いてのお尋ねでございます。この区間につきま

しては、先ほど、委員の方からもご説明があり

ましたとおり、昭和21年に計画決定をしていま

す。その間、今までの間に戦災復興事業である

とか、区画整理事業で事業をやっておりますが、

国道の整備もそれにあわせてやってきておるわ

けですけれども、今の区間だけが残っていると

いう状況でございます。 

この点につきましては、長期未着手区間につ

いて、平成27年に見直しを行っております。そ

の折に、国、県、市とも協議をいたしまして、

長期的、将来的にも拡幅が必要な道路というこ

とで位置づけを行いまして、都市計画道路とし

ての存続を決めたところでございます。 

 また、最近の動きですが、先ほどもご質問が

ありましたとおり、西九州自動車道の4車線化

でありますとか、そういう要望も上がっており

ます。そういう将来的な道路の整備のあり方も

検討しながら、今後、本来は事業化をする国の

判断があるわけですけれども、事業化をすると

なれば、国、県、市、一体となって実現に向け

て努めてまいりたいと思っております。 

【宮本委員】 この計画については、市との連携
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というか、どうやっていきましょうみたいな、

そういった協議というのはなされていますか。 

【池田都市計画課長】 正式に佐世保市の方から

要望があったのが去年からということでござい

まして、その前段から議会の方でもいろいろな

ご質問があったりしております。 

昨年度、区画整理と、それから道路事業をあ

わせた整備ということで、佐世保市からもご提

案があっております。その件については区画整

理の可能性の調査を行っておりまして、今年度

はその交通量の詳細な分析でありますとか、そ

れから、その実現性について検討を進めるとい

うことになっておりまして、その内容について

もうちの方からいろいろとお話をお伺いしなが

ら、助言なり、あるいはともに考えるというこ

とで、国に協議すべきことについても一緒にな

って協議をしておるような状況でございます。 

【宮本委員】 約70年にわたり、本当におっし

ゃったとおり、佐世保駅前は広いんですけど、

この区間だけ狭まります。そしてまた広くなる

という、本当にいびつな構造で、それによって

渋滞も起こっているというところですよね。 

そこの周辺の方にとっては、建築制限なんか

もかかっており、いろんなものができないとい

うもどかしさも非常に長年持っていらっしゃい

ます。先ほどからおっしゃるように、国と県と

市との話し合いというのが基本になってくるの

でありましょうけれども、昨年から市でも重点

要望として上がってきたとはいえ、ずっと今ま

で解決できなかった計画道路ですので、進捗具

合を早めるといいますか、そういった話をもう

ちょっと具体化したりとか、回数を多くしたり

とか、もう一歩実現に向けて目に見える形で、

今年度、また進んでいただきたいと私自身は非

常に強く思っておりますけれども、これについ

て見解をお聞かせください。 

【池田都市計画課長】 現在の動きとして、先ほ

ど申しましたとおり、佐世保市の方で区画整理

の可能性の調査というものをやっております。

区画整理の手法がもしとれない場合にも、例え

ば交差点の改良であるとか、バスベイを設ける

とかいう複数案の検討を行っております。それ

はそれぞれに課題があるんですけれども、そう

いった内容について、今年は佐世保市とも協議

をしながら、どういった方向がいいのかという

ことを検討してまいりたいと考えております。 

【宮本委員】 できるだけ、この要望に対しては

最重点課題で上げられていますので、進捗をち

ょっと早めるというか、しっかり協議を進めて、

早期実現に向けて、まずは大きな一歩を踏み出

していただきたいということを強く要望させて

いただきます。 

次に、もう1点ですけれども、午前中もちょ

っと議論があっていましたけれども、これも今

後、佐世保の主要幹線道路になろうとか思いま

すが、佐世保市が国際クルーズ拠点に選ばれま

した。2020年に浦頭に完成いたします。そうな

れば、あそこの周辺が非常に渋滞になります。

もう目に見えていると思います。浦頭からぐっ

と上がったところのぶち当たりのところは非常

に危険な箇所で、この前もたしか夏頃だったと

思いますが、点検があっていたと思います。 

そういったことを踏まえて、浦頭岸壁を踏ま

えて、そこの周辺地域の道路の一体化事業を進

めていく必要があるというふうに、これはもち

ろん認識はされていると思いますけれども、

2020年にクルーズ拠点ができる。そうなれば道

の渋滞は必至だと考えますけれども、その周辺

一帯の道路整備と岸壁整備の整合性といいます

か、つり合い状況といいますか、今後こうして
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いきたいという計画をお聞かせいただければと

思います。 

【大塚道路建設課長】 浦頭港周辺の道路整備に

関してのご質問でございますけれども、まず、

浦頭港から国道202号線の浦頭交差点までの区

間につきましては、一部2車線区間がございま

して、こちらについては市の方で整備をされる

と聞いております。 

国道についてでございますけれども、本年1

月に浦頭が国際クルーズ拠点に選定されたとい

うことを踏まえまして、その後、佐世保市と協

議を行っております。 

具体的には、クルーズ船入港時のバスの動向、

それから、バスツアーのコース、乗客が観光に

向かう際に必要なバスの台数ですとか、または

関係する交差点付近の交通量、こういったこと

を佐世保市にお問い合わせをして、それを確認

いたしまして、どのような道路整備が必要かと

いうことについても意見交換を行うとともに、

それらをもとに県としてもクルーズ船入港時に

どのような混雑が発生する可能性があるかなど

の調査、検討を行っております。 

当面、交差点改良など、平成32年度と聞いて

おりますけれども、浦頭港の供用までに何がで

きるのかということを早急に検討して事業化に

結びつけていきたいと考えております。 

【宮本委員】 これについては、ハウステンボス

が近くにありますし、そういった面で言うと観

光客の方々に対して、しっかりとおもてなしと

いう感じもあろうかと思いますが、道路整備は

なかなかすぐにはいかないというのは承知して

おります。まずはしっかり計画し、そして、先

ほどの国道35号と同様に、しっかりと市と協議

をまた進めていただきたいというふうに強く要

望しておきます。 

それと、もう1点ですけれども、住宅行政に

ついてちょっとお尋ねいたします。県営住宅の

あり方といいますか、今後の計画といいますか、

これは私のところにもよくある相談です。県営

住宅に住まわれている方々、自治会があります

けれども、自治会の方々が高齢化しているとい

う現状があろうかと思います。 

これは、全般的に言ってどうなのかという詳

細はわかりませんけれども、そういった高齢化

に伴って県営住宅の自治会の方々がさまざまな、

例えば草刈りであったりとか、公園の整備であ

ったりとか、そういったことに関して年齢が上

がってきているものだから非常に厳しいという

声がよくあるんですね。例えば、どこか別の業

者に頼んで草を刈ってもらう、そういった時に

もなかなか補助というのがない状況の中、町内

会の財政も厳しい。今後、県営住宅も高齢化が

進んでいくのではなかろうかという皆さんの疑

問もあるんですけれども、県営住宅における年

齢の比率といいますか、難しいかと思いますけ

れども、そういったものは統計か何かあります

か。 

【三原住宅課長】 県営住宅の入居者の中で、名

義人でございますけれども、60歳以上の高齢者

の方は、平成29年8月現在で全体の52.6％にな

っております。5年前の平成24年8月では43.6％

でしたので、9％程度高くなっておりますので、

今後、ますます上がっていくのではないかなと

考えております。 

【宮本委員】 半数ですよね。そんな感じかなと

いう気もするんですけど、その中で町内会の活

動に今後影響が出てくると思います。現在でも

声があるぐらいだからですね。 

 だから、ほかの県というのはなんでしょうけ

れども、午前中もちょっと議論があっていまし
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たが、今、県営住宅1万2,500戸ある、そのうち

空き家が1,064戸、そのうちの政策空き家が373

戸、よって単純な空き家は691戸という答弁が

あっていたかと思います。 

この単純空き家691戸に対して、午前中もち

ょっとあっていましたけれども、これは滋賀県

の取組なんですけど、滋賀県は若い方々に低価

格で貸し出しをして、その若い方々は町内会の

行事に参加をするというのを必須条件として貸

し出しているという取組も他県ではあっている

みたいなんですね。 

今後、こういったことが可能じゃないのかな

という思いがあって、若い方々、学生であった

りとか、もうちょっと垣根を低くしていただい

て若い方に入っていただいて、町内会の活動が

必須条件ですよというようなことをすると、そ

ういった長期的に起こる問題も解決できるので

はなかろうかという私自身の単純な考えですが、

今後、この単純空き家は増えてくる可能性もあ

ると思うんです、今、691戸という形なので。

これを有効に活用するためにも、そういった考

えというか、計画というか、そういったものは

考えられないかなと思うんですけれども、これ

についての見解をお聞かせください。 

【三原住宅課長】 公営住宅につきましては、公

営住宅法によりまして、住宅に真に困窮された

同居親族のいる低額所得者のための施設でござ

いまして、例えばそれ以外の方を入れるとなる

と、特定入居ということになってしまいます。

公営住宅法をまず遵守して、規定されたとおり

のところで求めていく。その中で、例えば新婚

世帯であったりとか、ひとり親世帯であったり

とか、そういう特定入居については認めていき

たいと考えております。 

【ごう委員長】 ほかに。 

【堀江委員】それでは、石木ダムについてお尋

ねしたいと思います。 

まず、2017年8月、長崎県建設企画課が発行

元になっておりますけれども、「ＤＯＶＯＣ通

信ながさき」、これは裏表紙に土木部長の新任

紹介がされている8月号ですけれども、年3回発

行と聞いておりますが、1回の発行で県民の税

金は幾ら使いますか。 

【佐々建設企画課長】 申し訳ありません。手元

に資料がありませんので、取り寄せてお答えし

たいと思います。 

【堀江委員】事前にお尋ねしましたら、1回の

発行で22万8,120円使いますという話を聞いて

おりました。 

そうしますと、同じく「つたえる県ながさき」

で、これは9月号ですけれども、毎月発行して

おりますけれども、これは52万部発行しますよ

ね。では、この予算についてもご存じないです

か。 

【浦瀬河川課企画監】 1号当たり約800万円と

聞いております。 

ちなみに、総務部の広報課が窓口になってい

るかと思います。 

【堀江委員】 ありがとうございました。1回に

800万円かかるということです。 

 今回、石木ダムについて、いずれも早期完成

をという形の編集を「ＤＯＶＯＣ通信ながさき」、

それから「つたえる県ながさき」の両方でして

いますが、私のところに、県民の世論には賛成、

反対の両方があるこうした事業について、一方

の見解だけに県民の税金を使うのは納得できな

いという声が寄せられておりますが、こうした

県民の思いに対しての見解をまず求めます。 

【浦瀬河川課企画監】 広報誌につきましては、

県民の皆様にご理解が深まりますように、わか
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りやすい内容で作成し、今回も両広報誌に掲載

させていただきました。 

この広報誌の内容につきましては、土木部、

技術だけじゃなくて、事務の方から見て、なる

べく端的に理解しやすいようにということで、

内容についてはかなり検討した結果、県としま

しては今の案で掲載させていただいたというこ

とでございます。 

【堀江委員】 この説明文の中で、理解を深める

ことが県民ができるようにということと、十分

に文言の内容についても検討して記載をしまし

たという答弁でした。 

そこでお尋ねしますが、この説明文の中で、

「現在、この工事現場においては妨害が繰り返

されています」というふうにあるんですけれど

も、この妨害というのはなぜ妨害となるのか説

明を求めます。 

【浦瀬河川課企画監】 現場におきまして、まず

私たちが妨害行為と言っている行為につきまし

てちょっと説明をさせていただきます。 

以前から、Aゲートといいますけど、現場に

立ち入る場所につきまして、そこについては県

道敷と県が買収した国の用地のところにござい

まして、そこを工事車両が通行できるようにな

っているんですけど、そこのゲートの前で妨害

をされています。 

ここについては、以前、通行妨害の仮処分と

いうことで裁判所の方に委ねましたけど、その

結果については、16名の方がそれに当たるとい

うことで仮処分の決定を受けております。 

ということで、県としましては、よく抗議活

動と言われますけど、そこについては県の認識

としましては妨害行為と思っております。 

さらに、8月からまた工事を再開しているん

ですけど、最近は中に早朝から入り込まれまし

て、それで重機の周りに座ったりとか重機の下

に潜り込んだりといった非常に危険な行為をさ

れています。 

これについても、工事の続行禁止の仮処分と

いうのが、以前、相手方から起こされた裁判で

も却下になっていますので、この2つの裁判の

結果からも、県としましては妨害行為、これは

抗議とは違うんじゃないかと思っていまして、

現場でも妨害行為に当たりますので、この場で

はなくて外でやってください、そういうことで

丁寧にご説明をさせていただいたと思っており

ます。 

【堀江委員】 裁判所のお墨つきがあるから、仮

処分の決定が出たので妨害行為と呼ぶんだとい

うふうな答弁でしたけれども、現場では、結局、

県が取得した土地で県は工事をやっているから、

そこでいわゆる抗議行動をすることは妨害だと

いうことをこれまで言ってきましたけど、そう

いう理屈はないわけですか。 

【浦瀬河川課企画監】 当然、工事現場について

は、ほかの工事についても立ち入りを規制して

いますので、議員が言われるとおりだと思って

います。それも含まれていると思っています。 

【堀江委員】 付替道路は、県が取得した土地の

部分から工事を行うと理解しているんですけれ

ども、いわゆる抗議行動をする県民の皆さんの

思いとしては、付替道路というのは、私が申し

上げるまでもなく、1工区、2工区ということで

ずっと距離がありますよね。道路というのは、

最終的につながらないと使えないわけで、ここ

で道路をつくっても、これがつながらなければ

道路になりませんよね。 

反対をされている、抗議行動をしている皆さ

んは、確かにここは県が取得した土地だろう。

しかし、それが続くのかと、続かないでしょう
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と、途中で反対地権者の土地があるじゃないで

すかと。その人たちは売らないと言っているわ

けだから、結局、その工事は、ここでやったに

しても、これは続きませんよ、つながりません

よと。だから、今の時点でそういう無駄な工事

はやめてほしいということで抗議をしていると

いうふうに地権者の皆さんは、反対をされてい

る皆さんを含めて言っているんですけれども、

つながらない道路をつくっている県こそ、これ

はおかしいんじゃないのという意見についての

見解を示してください。 

【浦瀬河川課企画監】 今行っている工事につき

ましては、石木ダム事業のために行っている事

業で、県としましては、非常に重要な事業と思

っていまして、治水、利水の面からぜひつくら

ないといけない工事だと思っています。 

ただ、この件につきましても、工事続行禁止

の仮処分というのが出ていまして、その結果が

却下となっていますので、県としましては、そ

れをやめる理由というのがまずないかと思って

おります。 

【堀江委員】 県がやめる理由がないというのは、

それはそれ、私が言った質問ですよ。私が言っ

たのは、同じ道路でも、これはつながらないと

道路じゃないでしょうと。だから、確かに今や

っているところは県が取得した土地でしょう。

でも、付替道路にかかる用地には地権者が反対

している用地もあるでしょうと。だからつなが

らないじゃないの。つながらない道路をつくる

こと自体が、これはおかしいんじゃないのと。

だから抗議行動をしているという県民の見解に

対してどうですかというのを質問したので、そ

のことについて答弁してください。 

【浦瀬河川課企画監】 石木ダムは、防災上、行

政の責務上、必要不可欠な事業でございまして、

近年の豪雨災害、関東の方の渇水被害から見て

も必要な事業ですので、（発言する者あり）県

としましては、この事業はやめることなく進め

ていく事業だと思っております。 

これについては、残る地権者はおられますけ

ど、ぜひご理解をいただいて事業を推進したい

と思っています。 

【堀江委員】 私が言っていることに答えてない

じゃないの。ダムが必要だということはわかり

ますよ。そのために税金を使ってやっているん

でしょう。私が言っているのはそういうことじ

ゃないの。ダムが必要か否かの問題じゃなくて、

道路というのはつながらないと道路じゃないで

しょう。今やっている工事は、確かに県が取得

している土地でしょう。だけど、この道路は全

部つながりますか。途中で反対地権者の土地が

あるでしょう。この人たちはずっと反対してい

るのよ。それなのに、できない道路をつくると

いうことが、これはおかしいんじゃないのとい

う県民の声がある。そのことについてどう思う

か。3度も質問しているんですから、そのこと

だけ答えてくださいよ。要は、できない道路で

もやるということを言っているの。答弁してく

ださい。 

【吉田土木部次長】 反対地権者の方のお気持ち、

また、今の堀江委員のお気持ちとしては理解で

きますけれども、しかし、事業に反対の意思表

明をするのに、県が平穏に取得をして、今現に

工事を現場を進めている中に立ち入ってまでの

妨害をするというのは、やっぱりこれは工事を

進めるに当たって、反対されている地権者の方

についても危険が及びますし、工事を進捗する

県あるいは工事の作業員にとっても危険が及び

ます。工事現場の外で抗議活動をされるのは自

由だと思いますし、これは止めることはできな
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いと思います。しかし、その作業の現場に立ち

入って、重機のショベルカーのショベルの中に

座り込んだりとか、そういう形で実力行使をし

た形での抗議活動はいかがなものかと考えてお

ります。 

【ごう委員長】 堀江委員の質問に対する答えで

はないと思いますので、道路のことについての

お答えを。 

【堀江委員】 次長、私が質問しているのは、私

が言っていることは間違いですか。つまり、こ

こは県が取得した土地ですよ。付替道路はここ

だけじゃないでしょうと。距離数はいろいろあ

るから言いませんけど、でも、付替道路は全部

つながらないと付替道路じゃないでしょう。付

替道路の中には反対地権者の土地もあるでしょ

う。反対地権者は反対しているんですよ。そし

たら道路はできないでしょう。だから反対地権

者の方は、最初から抗議行動、やめてください

と言っているんですよという、この問題につい

て答えてくださいよ。 

いやいや、堀江委員、違いますと。もうこれ

は全てつながりますよということを言っている

の、全部取得できますということを言っての、

そこからまず言ってくださいよ。どこで何をど

ういう行動をするか、そういう見解を求めてい

るんじゃないの。付替道路はつながるんですか。 

【吉田土木部次長】 建設工事というのは順を追

ってやってまいります。その順を追ってやって

いく中で、隣の敷地の方が反対をされている。

しかし、今の建設現場というのはA工区で、今

現に工事を進めているわけですが、隣の敷地の

工事が反対だからといって現工区のところに入

って妨害活動をするのはいかがなものかと申し

上げています。 

【堀江委員】 つまり隣の敷地は反対している、

隣の敷地があるということですね、付替道路の

中に。付替道路の中に今でも取得ができない、

反対地権者の土地があるということでいいんで

すか。そこを答弁してください。 

【吉田土木部次長】 それはおっしゃるとおりで

ございますが、まさに裁判所の方が、現在の工

事の差し止めを仮処分で認めなかったというの

は、そこに理由があると思います。 

【堀江委員】 仮処分のことを私は言っているん

じゃないんです。要は、お墨つきと言いたいん

だろうけど。私はそういうことを言ってなくて、

要は、この道路はできないでしょうと、反対地

権者の皆さんはね。だから、できもしない道路

は最初からやめるべきではないのかという、こ

れは指摘なんですよ。 

結局、私が言ったように、道路はできて道路

ですよ、ずっとつながらなければ。けれども、

その付替道路の中には反対地権者の土地もある

んでしょう。できないわけですよ。それを、さ

もこの道路が、ここが反対していることによっ

て妨害だと言いますけど、反対地権者の皆さん

にしてみれば、確かに反対地権者の土地には入

っていないけれども、そこに入るまでにそれは

もうやめてほしいという思いで反対行動をする

というのは、私は率直な思いではないかと思い

ます。 

例えば、同じではないかもしれませんが、沖

縄の辺野古の新基地建設だって、国が認めても

沖縄の人たちは基地はつくらせない、そういう

人たちが反対をしています。もちろんこれが同

じ事例とは思いません。 

しかし、私は、反対地権者の皆さんの思いを

聞く時に、ここまでできてしまえば道路がつく

られるということになるので、先が見えている。

できないでしょう。だから反対をするんですよ。
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私はその地権者の皆さんを、次長は一理あると

いうふうな思いも言われましたけれども、明ら

かに県民にも正しく伝えるべきですよ、そこら

辺は。いかにも全部県が所有して、この辺の全

部が県有地で付替道路もできるのに反対地権者

の抗議行動でできないみたいな、違うでしょう。

この道路はできないでしょう。できるようにす

るかもしれませんけど、地権者の皆さんが反対

しているんですから。そういう認識でいいです

か。要するに、付替道路は反対地権者の皆さん

の土地があって、ここについては、これからま

た協議というか、反対地権者の皆さんとかかわ

っていくという認識でいいですか。 

【浦瀬河川課企画監】 今行っている付替道路工

事につきましては、県としましては、ダム本体

工事をつくるための1期工事として現道にタッ

チするまでの間の道路と思っています。その間

について、町道に隣接しますけど、そこの間ま

では全て取得した土地、その2工区、その上流

側については、ダムの完成までに行う工事なん

ですけど、そこについては、まだ委員が言われ

るように反対されている方がおられます。 

 ただ、何度も言っていますけれども、県とし

ましては、石木ダム事業については必ずつくら

ないといけない事業でございまして、そこにつ

いては何とかできるように努力してまいりたい

と思っています。 

【堀江委員】 要は、この県道工事、付替道路に

つきましては、もちろん今、長崎県が自ら取得

した用地について工事をしているということに

ついては理解いたしますけれども、反対地権者

を含めまして、工事をやめてほしいという皆さ

んにとっては、先の、まだ県が取得できていな

い部分についても、これは付替道路の用地であ

りますから、その用地が取得をされない状況の

中で無駄な工事はするなということでの抗議行

動を行っているということを理解していただき

たいと思います。 

もう一つですが、「8割の人に合意をいただ

いた」とこの中でも書いていますね。でも、逆

に2割の人は合意が得られていないでしょう。

中村知事は、先の本会議の一般質問の中で、公

平公正な県政、人を大切にすること、思いや痛

みに敏感に応え、少数を無視することではなく

ということで、県政運営に当たっての思いを答

弁いたしました。その中村知事の答弁からも、

この2割の人たちということを土木部はどのよ

うに思っているのか。ダムは要らない、ふるさ

とに住み続けたいだけという反対地権者の思い

や痛みを見捨てるということですか。 

【浦瀬河川課企画監】 2割の方につきましては、

どういう理由でというのは、私どもも現場の方

に出向いて、なるべく一人一人と、どういう考

えを持っているかというのは、特に最近現場に

出向いて話を聞かせていただいています。その

中で議員が言われたように、本当にここに住み

たいんだということを強く言われていますけど、

やはり県としましては、行政の責務としてぜひ

つくらないといけない事業ということで、そこ

については何とかお願いをしたい。理解してい

ただくというのは難しいんですけど、協力して

いただきたいということを考えています。 

それと、日本の国家というのは法治国家です

けど、公共の利益の増進と私有財産とのバラン

スによってどう進めるかという考えもございま

すし、やはりここは何とかご理解をいただきた

いと思っております。 

【堀江委員】 何とかご理解をいただきたいとい

うことであれば、川棚町も知らない間に、県道

の拡幅工事と言いながら詰め所をつくったり、
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夜中であったり、明け方であったり、そういう

時に重機を運んだりとか、そういう姿勢という

のはご理解をいただくとはとても思えませんけ

ど、それはどうですか。 

【浦瀬河川課企画監】 工事につきましては、平

成26年に入った時から地元の総代等を通じて、

こういうふうに入りますということはお知らせ

等で、チラシ等でも周知させてもらっています

けれども、もともとAゲートというところから

入るということで、そのチラシも書かせてもら

いました。 

ただ、そこで、私たちは妨害と思っています

けれども、抗議活動、妨害活動がある中で、な

かなか安全に配慮して入ることができないとい

うことで、やむを得ず入っているということで

ございます。 

前回の質問でも、この議会でもございました

が、町の方は事前に聞いていないという話もご

ざいましたけど、夜中に入ると言ったら、また

妨害に来られる可能性があるということで、そ

こについては現場に入った後に町の方にはちゃ

んと報告をさせてもらっていまして、そこにつ

いてもご理解をいただいています。そういう状

況でございます。 

【堀江委員】 時間になりましたので、この文章、

つまり、「つたえる県ながさき」の中でも、「昭

和50年以降、たびたび渇水の危機に見舞われて

います」というふうな文言がありますけれども、

佐世保市民の皆さんと私もこれまでの資料を見

せていただきましたけれども、深刻な渇水、い

わゆる断水については、この40年間に2回だけ

ですし、平成6年度の大渇水以降、この20年間

断水は一度もありませんし、平成19年度以降、

この10年間、減圧給水制限もないということを

考えた場合に、私は、今後も漏水減少に力を入

れて、雨水や再生水の利用を促進することが重

要であると思っています。 

いずれにしても、川棚川における過去の洪水

被害は、河川改修により対応することができま

すし、人口減少が進む中、佐世保に新たな水源

は必要ではなくて、石木ダムは不要であるとい

うことを、改めて私の見解を申し上げて終わり

たいと思います。 

【中島( )委員】 堀江委員からこれだけ言われ

たら私も言わなきゃいかんから。 

 取付道路の今の進捗状況はどのくらいですか。 

【浦瀬河川課企画監】 新聞等でも出ていますけ

ど、1工区に対して1割から2割程度だと思いま

す。 

【中島( )委員】 あれだけ期間をかけて取付道

路をやっているのに、まだそれだけですか。そ

れはやはり地権者の方々の妨害が原因ですね。 

【浦瀬河川課企画監】 県としましては順調に進

めていきたい事業でございますけど、先ほどか

ら言っていますとおり、現場の中に入ったりし

ての妨害行為がございまして、最近は警察通報

等も行っているんですけど、進捗的には順調と

は言えませんけど、一歩一歩進めている状況で

ございます。 

【中島( )委員】 先ほどの堀江委員の発言の中

で、どうせできない道路になぜやるかと。どう

せできないなら地権者の方々は妨害とかせずに

傍観しておけばいいんですよ。県有地の工事を

やる、どうせできないんなら、そういう思いな

ら妨害なんかしたらいかんですよ。傍観をして

おいてください。 

それと、一つは、県有地の取得した中に、工

事を進めようとする重機の中に反対者の方が座

り込んだり、警察は何も言わないんですか。ど

うしているんですか、警察には。 
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【浦瀬河川課企画監】 県としましては妨害行為

と思っていまして、これについては110番通報

をさせていただいています。今日まで20回ほど

警察の方にお願いしまして、現場に来られて、

非常に危険な行為については説得をしていただ

いています。 

それと、県としましても、とにかくここは危

ないですから、重機の周り、近くは危ないとい

うことで、場合によっては動いている重機に近

づいたりするんですね。そこは本当に職員の数

を今増やしていまして、立ち入らないようにと

いうことで、妨害を止めるような行為もとって

いるんですけど、どうしてもそれをやめないと

いうことで、弁護士等にも相談の上、県としま

しても、非常に危険な行為については、県の職

員の方で重機から横に移動させたりとか、そう

いうこともさせていただいています。警察にも

かなり説得はしていただいていますし、以前に

カメラ等を壊された時は被害届も受理していた

だいて捜査等もしていただいているものと思っ

ています。 

【中島( )委員】 そういう県の取得した土地に、

他人の土地に入り込んでやるということは本当

にだめですから、警察にももう少し強く注意を

与えていだたくようにやることです。 

それと、本当にそういう危険な妨害行為をさ

れるなら、さっきから言われるように、区域外

で傍観をしておいてくださいと。県有地分まで

はちゃんと仕事はやりますよ。そうしなければ

もう何年ですか、1割、2割とは。水は必要なん

です。人口が幾ら減ろうと、水はあり余ってよ

かと。それがなければ町は発展しません。何回

も言います。企業も来ません。だから水は必要

です。あり余るだけの水を確保することが今か

ら本当に大事です。 

それと、ここにも書いてあるように、今回の

大雨で壱岐が石木ダムの計画雨量を上回ったと。

本当にあの時、もし川棚で虚空蔵の近くでああ

いう雨が降ったら大変なことですよ。ですから、

しっかりと石木ダムの推進はやってください。 

そして、そういう妨害行動は、ぜひ堀江委員

にお願いしたいのが、地権者の方々に、県有地

に入り込まないで、重機の中に入らないで傍観

をしておってくださいと。どうせ道はできない

んでしょうと。今、堀江委員が言われたことを

そのまま地権者に、傍観をしておきなさいと、

そういうお願いをしてください。しっかりと県

有地の中の工事は進めてください。決意を。 

【浦瀬河川課企画監】 警察には、まず法令に基

づき適正に対処していただくようにお願いした

いと思っています。 

それと、今現在、職員についても、石木ダム

事務所で職員が足りませんので、本課とか地方

機関から応援を頼んで体制を整えて、とにかく

工事を進めるということを第一に現場は頑張っ

ていますので、引き続きこの体制で頑張ってい

きたいと思っています。 

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【髙比良委員】 それでは、海砂ばっかりやって

いるようだけれども、今回、大変な事故が起き

たので、葵新建設の砂利採取運搬船の沈没事故

について質問をいたします。 

 まず、県で現時点で把握をしている事実関係

について、説明をお願いします。 

【天野監理課長】 事実関係でございますが、ま

ず、海砂の採取でございますが、沈没の前日、

8月21日早朝からお昼過ぎまで、壱岐の石田町

印通寺沖で、採取予定数量2,600立米を採取いた

しております。 

 採取後、当日の夕方、除塩作業のために田平
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の方に行きまして、除塩のための真水を積み込

みまして、それから当日夜に事故現場の平戸市

沖の横島というところで、翌朝まで待機をする

といったことをしております。 

 その中で翌朝、早朝といいますか、深夜午前

3時過ぎですが、当日に向けての出港準備を行

っていた中で、突然船が傾き始めて、排水を行

おうということでエンジンを始動しましたが、

間に合わずに右に傾いて沈没をしたということ

でございます。 

 沈没は、それから速やかな時間で沈没してお

りまして、結果的に乗組員6名のうち3名は救助

されましたが、3名がお亡くなりになったとい

ったことでございます。 

事実関係は以上でございます。 

【髙比良委員】 造船関係の技術者に言わせると、

バージ船の構造上、二重底になっていると、転

覆はあっても通常は沈まないというふうに言わ

れているんですが、沈没原因については、いつ

はっきりわかるんですか。 

【天野監理課長】 沈没原因につきましては、国

土交通省の運輸安全委員会の方でも調査がなさ

れておりますが、現時点では、まだ原因が判明

しておりません。どの時点で判明できるかとい

う見通しもちょっとまだということでございま

すが、私どもも会社の方から聞き取り調査をい

たしました。髙比良委員ご指摘のとおり、船底

にバラストという船のバランスをとるための船

倉があるわけですが、バラスト付近、バラスト

から浸水をした、例えば底に穴が開いたという

だけでは沈むことはない構造になっているとい

ったところは私たちも確認をいたしております。 

 それから、船体の腐食等を防止する対策など

としまして亜鉛版を設置しているということも

ございまして、一部の報道等では、そういった

船底に穴が開いてといった報道もあったようで

ございますが、現時点では、原因もはっきりな

っておりませんし、会社の方でもまだ、そこの

ところはつかみかねているといった状況でござ

います。 

【髙比良委員】 海上保安部と運輸安全委員会の

調査結果というのを待たれるところであります

が、さりながら、沈没原因の追究というのは、

県は一切やらないんですかね。海砂採取業の許

認可官庁としての対応をどうするのかというこ

とをお尋ねしたいわけですが。 

 今回の沈没事故というのは、今説明があった

けれども、別に海が荒れていたわけでもなく、

波が高かったわけでもないんだよな。それなの

になんで、何もしない真夜中に大きな船が沈ん

でしまうのか、よくわからんわけですよ。これ

はわかるように説明をしてもらわんといかんと

思っている。 

 私はこれまで言ってきたけれども、海砂の過

積載とか、要するに積み過ぎが原因じゃないか、

そんなふうに言われたりもしている。普通、何

もしないで勝手に一人で大きな船が突然沈むわ

けでもないわけであって、原因追究はやっぱり

許認可官庁としての県としても行うべきだと思

いますけれども、再度答弁を求めます。 

【天野監理課長】 船舶の安全運航に関しまして

は、基本的に船舶安全法の規定での縛りがあろ

うかと思います。これにつきましては、国の運

輸支局によりまして5年に1度の定期検査、これ

は精密検査ですが、その中間年に中間検査、簡

易検査を受けることとなっております。 

 それらの手続につきましては、今回の葵新建

設の沈没船は、きちんと直前まで検査を行われ

ていたということを確認いたしております。 

 それから、安全運航に関しましての県の役割、
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確認でございますが、私たちもそういったとこ

ろで事情をいろいろ聞いてみました。ただ、県

の砂利採取法では、砂利採取計画の認可、採取

行為の許可といったところでございまして、聞

き取り内容におきましては、採取計画の違反は

今のところ何ら確認できておりません。 

 そういった面で、例えば、県で行政処分の対

象にはできないと思っておりますし、また、県

は安全運航のために何ができるかというところ

でございますが、例えば、長崎の海上保安部、

それから佐世保の海上保安部、長崎の運輸支局、

こういった関係機関ともいろいろ意見交換、情

報交換等も行っておりまして、そういった中で、

例えばそれぞれの機関が業界と意見交換をした

り、いろんな広報、周知活動を行ったり、それ

から長崎の運輸支局は立入調査も直後に行った

と聞いております。 

 そういった中で、県も今週末から、葵新建設

に限らず、全ての採取業者に対して、順次、立

入調査をしまして、安全対策がどのように行わ

れているか、そういったところの確認調査を行

いたいと考えているところでございます。 

【髙比良委員】 事情聴取をやって、採取計画の

違反は確認されなかったというような話。それ

で、船舶の検査も受けていたという話。それと、

今回の事故を教訓として立入調査をほかの船舶

に対しても行っていろいろ現状を把握すると、

そういう話が今ありました。 

 問題は、検査を受けていたというけれども、

プッシャーバージ船は、現在、船舶検査対象外

になっているんですね。海事検定協会の検査対

象船であれば、今回のような事故は起きなかっ

たんじゃないかという指摘も行われているわけ

ですよ。それで、ほかのバージ船というのも、

基本的には、建造の年月というか、時期が大体

同じぐらいなんです。 

 だから、今回の沈没原因が明確になって、そ

の原因追究をして改善をするというような措置

がとられない限り、そのままであれば、他のバ

ージ船だって今回のような事故を起こす可能性

も十分あるわけです。 

 それで、例えば、土木とか建設あたりの入札

で落札をした請負業者というのは、従業員を作

業中に死亡させたりとか、大きなけがをさせた

りとか、そういうふうなことがあった場合には

一定期間、入札には参加できないというか、あ

るいは業務停止命令とか、そういうふうな措置

が講じられるわけですね。そういったところと

比較をしてみると、今回、原因がまだ明らかで

はないと言いつつも、こういった重大事故を発

生させてしまったというようなことを、採取の

許可を与えている監督官庁として、そのままで

いいのか。採取の、操業の違反はなかったと、

そのことだけで済ませるということで、それで

よしとするのか。そこら辺の問題だと思ってい

るんです。やっぱりそこは、県としても責任あ

る対応をすべきではないか。 

 例えば、今回の事故の重大性に鑑みながら一

定期間、操業停止をさせる、あるいは事故の顛

末書をしっかり出させる、あるいは今後の安全

管理についての計画書をしっかり出させるとか、

そういうふうな何らかの行政措置をきちんと講

じるべきではないかというふうに考えているん

ですが、この辺についてはどう考えますか。 

【天野監理課長】 先ほどちょっと申し上げまし

たが、砂利採取法の観点からは、現時点でござ

いますが、安全管理に関する瑕疵は確認できて

いない。それから、採取計画の違反も今の段階

では確認できていないということで、現時点で

は行政処分の対象、1週間の操業停止等もこれ
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は行政処分に当たりますので、今の段階ではそ

こまでは至らないかなと思います。 

 それから、バージ船の検査のことに関してで

ございますが、委員ご指摘のとおり、今回、押

し船が第6あおい丸、バージ船、台船の方が第8

あをい丸ということで、台船につきましては法

定義務はございませんが、当該葵新建設におか

れましては、押し船とあわせて自主的に整備を

行っていたということを伺っております。 

 それから、車で言えば車検に当たります運輸

支局の法定検査が平成26年にあっております

が、その直後にも台船も含めて県の方でも船舶

の現地調査も行っております。その段階では、

何ら問題となるような点はわかっておりません

が、それは現時点でございますので、現に3名

の方がお亡くなりになっているわけでございま

すから、砂利採取法の第41条というものがござ

いまして、その中でも砂利採取業者に対する指

導といったものはございます。 

 そういった中で、現在はまず事故防止に対す

る取組の周知徹底、それから、事故が発生した

場合を想定した避難訓練など、そういったこと

に関しまして、海上保安部など関係機関と連携

して意識の高揚を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 また、今後、国の運輸安全委員会等の調査に

おきまして、何らかの業者の責任に帰すような

原因が発見された場合は、改めて行政処分の検

討もしなければならないというふうに考えてお

ります。現時点では以上のとおりでございます。 

【髙比良委員】 今の答弁の中で、運航管理者、

会社の瑕疵がなかったという断定の仕方をして

いるね、現時点で。瑕疵があったかどうかとい

うのはわからない。 

 過失による注意義務違反があって、あるいは

その他の何らかの人為的な取り組み方の間違い

があって、そういうことを原因として今回のよ

うな重大事故につながったというふうなことが、

果たして本当になかったのかどうかというのは

確認できていないわけです。そういう意味で、

「瑕疵がなかった」というふうな言い方をする

というのは、私はいかがなものかというふうに

思うんですよ。 

 そこで、その辺を原因追及してしっかり検証

していくためには、船体の引き揚げというのは

どうしても不可欠だと思っているんですが、葵

新建設は、当初は船体引き揚げしますというふ

うな話をしていたんですね。ところが、どうも

最近はそうではないという話も聞いているんだ

けれども、この辺についてはどう把握していま

すか。 

【天野監理課長】 葵新建設に対しましては、8

月30日に、同社の代表取締役社長、それから船

舶課長をお呼びしまして、いろいろ事情調査を

いたしました。 

 その中で、先ほど、瑕疵がなかったという表

現に関してのこともちょっとご指摘いただきま

したが、そのヒアリング結果を踏まえて、現時

点では瑕疵は確認されていないということでご

ざいまして、今後また、先ほど申し上げました

会社の立入調査を行っていく中で、本当に瑕疵

があったのか、なかったのか、その点の確認は

また再度、調査をしてまいりたいと考えており

ます。 

 それから、そのヒアリング調査の際に、船体

の引き揚げにつきましてもお尋ねをいたしまし

た。引き揚げについてどういう内容で行うかに

つきまして、サルベージ会社、保険会社と検討

しているというところでございます。 

 海上保安部の方からは、引き揚げてもらいた
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いという希望はあるようでございますが、明確

にそこまで引き揚げてくれといった依頼があっ

たわけではございません。少なくともそういっ

たところで、具体的に引き揚げ時期等は未定で

ございますが、引き揚げに向けて具体的に検討

しているということを伺っているところでござ

います。 

【髙比良委員】 現時点においてはまだ調査が未

了であるから、瑕疵があったとまでは確認をし

ていないという話なんですね。 

 だから、要は、何が原因でこういった重大事

故が起きたかというのはまだわかっていない。

そうであれば、さっき言ったみたいに安全操業

を確保すると、要するに海域関連条例だとか、

海砂採取事務取扱要領とか、そういったものを

運用する責任ある行政官庁として、不測の事態

が生じないように、そこをきちんと検証し、改

善措置をとるというまでの間、一定期間、そこ

はしようがない、ペナルティと言われても。だ

から、そういうふうな操業を自粛させる、ある

いは止める、あるいは海上保安庁や運輸安全委

員会の調査に委ねることだけではなくて、自ら

積極的に調査をして必要な措置を講じさせると

いうふうな、そういうことが、そもそもは許可

から始まっているわけですから、必要なことで

はないかなと私は思うんですよね。どうも率直

に言って甘いような気がしてならないんですよ。 

 繰り返しになるけれども、今回の事故はただ

の沈没事故とは到底思えないわけですよ。そも

そも、いい天気の日に突然、船体がなぜ傾き出

したのか。なぜ停泊中の真夜中に突然沈んだの

か。なぜ岸壁ではなくて沖合に停泊する必要が

あったのか。真夜中にもかかわらず船員が起き

ていたというのは、なぜ起きていたのか。そも

そも犠牲となった船員も寝ていなかったという

ふうに聞いているわけです。全く不可解なこと

が非常に多い事例なんですよね。 

 だから、そういった疑念というか、全く不明

なことに対して、いずれにしてもやっぱり沈ん

だ船体を引き揚げなければ、沈没した本当の原

因がわからないんじゃないかと思うんです。 

 これは、漁協も、新松浦漁協ですけれども、

油の流出等があって、引き揚げてくれといった

ことを強く要請しているわけだね。 

 そういったことも手伝って、当然事故を起こ

した業者は引き揚げるべきだと思うんだけれど

も、引き揚げなくても、それは業者がすること

だからということで一任しておっていいんです

かね。これは必ず引き揚げろということを強く

申し入れをすべきじゃないかと思うんだけれど

も、その辺はどうですか。 

【天野監理課長】 先ほど申し上げましたとおり、

8月末の代表取締役からのヒアリングでは、現

在、具体的にサルベージ会社等と検討を進めて

いるというお話を伺っておりますが、それはま

あ、その時点での話でございまして、今後、会

社がどういう判断をなさるのか。先ほど申しま

したとおり、具体的に立入調査もすることにし

ておりますので、もう一切しなくていいと決め

つけるわけではなくて、また今後の状況を見な

がら、そこは考えてまいりたいと思います。 

ただ、私たちも、もし引き揚げろということ

を指示するのであれば、そう言うための法的な

裏づけ、根拠法令が必要ですので、そういった

ところも含めて、どこまで県が言えるのか。 

 それから、安全運航は、やはり船舶安全法を

所管している運輸支局、海上保安部等が主でも

ございますので、そういったところとの意見交

換を踏まえながら、予断を持たずに、決めつけ

ずに、また検討してまいりたいと考えておりま
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す。 

【髙比良委員】 法的根拠という話になったけど、

法的根拠があれば当然にそれに基づいた措置を

講じるべきだけれども、そうじゃなくても海砂

採取許可を出した責任ある立場として、二度と

こうした不幸な重大事故を生じさせないように、

行政指導として原因追及のために積極的に対応

するということを指導したらどうかということ

を言っているわけです。 

 これはだから、さっき言った漁協あたりから

の要請もある。同じく海上保安庁とか、そっち

の方からもそういう要請はあっているはずだと

思うんだけど。 

 もう事故が起きて1カ月以上たつわけです、1

カ月以上。3人も死者を出しているわけです。

それを、言ってみれば会社側の曖昧な対応とい

うか、表面的なことだけで終わる。これを終わ

らせるようなことがあったら絶対にいけない。 

 さっき言った、船舶検査の対象外にもなって

いるようなことについても、同じような船舶ば

かりだというのであれば、事故が起きる可能性

があるんだから、そこはやっぱりきちんと、海

事検定協会でやっているような検査をやらせる

というのを条例化していくとか、あるいは原因

がはっきりするまでは一定期間、操業を自粛さ

せるというようなやり方を行政指導するとか、

あるいは安全管理対策についての現時点での今

後の措置についてどうするのか、そういうふう

な計画書をしっかり出させるとか。県としても

行政指導をしながら、二度とこんな重大事故を

起こさないような取り組みを、これでもか、こ

れでもかというぐらいにやっていくということ

とあわせて、業者の方ももっと責任ある取り組

み方を、これは砂利協会も一緒だと私は思いま

す。配分とかいろいろな問題がある中で。そこ

もやっぱりきちんと責任を、襟をただして今回

の問題について正面から向き合うというような

ことが必要だと思っています。 

 そうしないと、このことが何かうやむや、曖

昧なままに、事故が起きてからその後、何の報

道もない、何らアクションもないという中でう

やむやなままになったら、これはもう大変な問

題だと思っているんです。 

 どうぞこの辺は、法的根拠という話もあるけ

れども、そうではなくて、さっきから言ってい

るように、やっぱり許可権者として操業の安全

を守る、適正な運用を確保する、そういうこと

を担っている立場として、もう少し積極的な取

り組みをしていく必要があるのではないかなと。

県としても責任ある対応をより明確にしていく

というか、この辺が求められているのではない

かなと思いますが、押し問答になったらいかん

ので、基本的な立ち方について、部長の方でま

とめて答弁してください。 

【岩見土木部長】 海砂採取に関して、県の役割

といいますか、責任といいますか、それは砂利

採取の許可を行うと。その中で、安全について

もきっちり指導していくというのはあると思い

ます。 

 ただ、この件につきましては、先ほど監理課

長が説明していますとおり、運輸支局あるいは

海保だとかと十分連携してやっていかないとい

けないことであると思っております。その中で、

それぞれの行政で果たすべき役割というものが

あって、それぞれが関係しているわけでござい

ますので、十分情報交換をしながら、そして、

こういった事故が二度と起こらないように、今

のところは原因がまだはっきりしていませんが、

こういった原因をはっきりさせないと、今後も

どう対応していったらいいかというふうにつな
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がっていかないので、ここにつきましては、ま

だ引き続きの事項でございますけれども、しっ

かりと連携をとるのが基本でございます。その

中で県としても、今後の安全確保のために、前

向きに積極的に意見交換していきたいと考えて

おります。 

【髙比良委員】 とにかく、非常に不可解な、そ

ういう進み方ですよ。ですから、ここはやっぱ

りしっかり関係機関と連携して、検証、把握を

する、原因究明をするといったことを抜かりな

くやっていくと。その上で、今後必要な措置に

ついては、二度と起こさないように積極的に対

応をとるといったことについて、ぜひ取り組み

を強くお願いしたいというふうに思いますから、

そのことを皆さんがそういう責任ある立ち方を

してやっていくということを信じて今後の対応

を委ねたいと思うので、よろしくお願いをした

いと思います。 

ここまでにしておきます。 

【ごう委員長】 ほかに質問のある方はいらっし

ゃいますでしょうか。 

【池田都市計画課長】 午前中の宿題がございま

した深堀委員の質問に対しますご説明をいたし

ます。 

今から資料を配らせてください。（資料配付） 

まずもって、事前に詳しい説明をしなかった

ということについてお詫びを申し上げます。 

それでは、資料に基づきましてご説明をいた

します。 

まず、一番上のところがスケジュール的なと

ころの経過でございます。主には工事契約と、

変更の内容が大きかった補強擁壁工、これにつ

きましては地元説明が絡んでいる事項でござい

ます。 

それから、土工につきましては、岩盤の判明

がどんなふうにできたかというところの説明で

ございます。 

ちょっと工事の内容について、2ページ以降、

ご説明をさせてください。 

2ページ目に平面図が載ってございます。全

体の工事延長としては241メートルの区間で、

主に赤の区間につきましては土工で掘削工事を

行うと。それから、黄色と赤の一部の区間です

けれども、そこについては盛土に伴う補強土工

の工事を行う範囲でございまして、この工事に

ついては一連の工事ということで、密接不可分

の要素がございます。 

次のページをごらんください。これが盛土部

の工事でございます。赤の斜線で示しておりま

すのが、盛土を行いまして、緑の下に道路の絵

がございますが、そこに補強土壁という擁壁を

つくりまして工事を行うわけですけれども、そ

このまず計画の折に反対があったというところ

が、左側の家の絵が描いてありますが、道を挟

んだ工事区間外のところでございます。 

この内容については、非常に谷間の工事でご

ざいまして、そこにまた盛土を行うことによっ

てその谷間が狭くなってくる、道路の幅だけし

か確保できないような工事はちょっと考えてく

れということでございました。基本的には、こ

の辺の工事につきましては、当初説明をした上

でのご理解をいただいているのかなというとこ

ろもあったんですが、もちろん工事の前には再

度ご説明をして、具体的にどういう形で工事を

するかということをご説明したという経過がご

ざいます。 

ご要望の内容については、この矢印で書いて

おりますが、緑の線を赤の点線の区間までセッ

トバックして、少しでもこの谷間の幅を広げて

くれないかというご要望でございました。 
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もう一つの次のページでございますが、ちょ

っと見にくい色になっておりますが、土工事の

ものでございます。これは土工事で土を切って

いくという作業でございますが、左の方のレベ

ル、平行になっているところの線が一応掘り下

げの位置ということでございまして、ここが宅

地になってくるというところでございます。 

当初の計画でございますが、岩盤線をこの区

域でボーリング調査をして、推定はやっておる

んですが、その黄色の線の位置で推定をしてご

ざいました。 

これが実際に工事をやっていきますと、上の

方から工事をやって掘り下げていきますと赤の

線で岩盤が出てきたということでございます。

この岩盤につきましては、この山自体が、この

岩盤線が非常に複雑な形にもなっているという

ことから、その推定がなかなか難しかったとい

う点もあるんじゃないかと思っております。 

今のような理由で変更が行われたわけですけ

れども、そのスケジュールについてのご説明が

一番上の表でございます。 

まず、この本工事の契約につきましては、当

初、平成28年の4月から積算を開始いたしまし

て、5月の時点で起工しております。これは当

然一番最初の計画に基づく設計ということでご

ざいます。契約については、議会の承認を9月

議会でいただいて、10月に本契約をしていると

いうことでございますが、その工事に基づく説

明会を、事前に説明を地元の方に行ったという

のが中段の方に工事説明会ということでござい

ます。 

この時点で盛土の工事につきましては、もう

少し線形を考えてもらえないか、盛土の位置を

考えてもらえないかという要望があったところ

でございます。 

我々としましても、可能な限り工事の本質的

なところを変更しないということであれば、設

計変更はできる範囲で行うことを検討しており

ました。 

当然、この事業主体が長与町でございますの

で、長与町の方とも説明をしながら、4名の方々

の地権者の反対があったわけですけれども、そ

の方々とのご説明を、ここで2回ほどの日付と

いうか、10月下旬、1月初旬と書いております

が、もう一度この間に1回やったということで、

3回ほどの説明をやりながら、設計変更をいろ

いろと検討しながらやってきたという経過がご

ざいます。 

一方、土工事についてでございますが、この

契約について平成28年の秋頃に契約をしてお

りますので、本工事に着手をして、掘削作業に

かかわっていったということでございます。 

結果として、この工事について、まず補強土

壁につきましては、2枚目の図面をもう一度ご

らんになっていただけますか。黄色で示してお

りますところが今回の盛土工事で住民の方とお

話し合いをしているところなんですが、そこの

位置が今回の廃止区間ということでございます

が、それに係る右側の一連の工事、これについ

ては一連の工事でやっていくということで判断

をしておりましたが、工期的な問題であります

とか、全体の工事費の問題もございまして、ス

ケジュールの方に戻っていただきますと、こう

いう検討をして、とりあえず今年度の年度当初、

4月の段階で、当初の契約の内容での工事を断

念するという方針に変えております。 

その時点で、時を大体同じくして、この土工

のボリュームを大体つかめたものですから、そ

れと一緒に変更したということでございまして、

その変更については、5月から積算変更の開始
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をいたしまして、7月に起工、それから、8月に

専決通知、本契約をいたしまして、9月にこの

議会で専決報告をさせていただいたという経過

でございます。 

【ごう委員長】 都市計画課長の説明が終わりま

した。 

この件につきまして質疑のある方はいらっし

ゃいますでしょうか。 

【深堀委員】 説明は理解したんですけれども、

そもそも工事説明会が平成28年8月にあってい

ますよね。その時には当然設計は起工していて、

その後の9月から3月まで設計変更検討という

ことで長与町と協議、地権者への説明というこ

とで半年以上かかっているわけですね。 

このあたりは事前に、工事説明会が8月29日

なんだけれども、全体工事説明会は平成12年の

話なんですよね。実際これは全然想定されなか

ったことが平成28年の8月以降に起こったとい

うことですか。 

【池田都市計画課長】 まず、この平成12年の

説明会というのは全体の説明でございまして、

再度、平面図を見ていただきますと、ここに区

画がございます。これを非常に長い期間かけて

工事をやっていくということで、全体の説明を

まずやった上で、その工事の進め方についてご

説明をしているわけですけれども、ここの工区

は最近かかったということで、詳細な設計につ

いては、その段階で再度やり直してご説明をす

るということでございます。 

基本的に、例えば大きな構造物でありますと

か、この辺の擁壁がこういうふうに高くなりま

すよみたいな説明というのは当然やっていくわ

けですけれども、ある程度詳細な設計というの

は、そこの部分に着工する直前に詳細設計をや

っていくという経過がございますので、次の説

明は工事前の説明になったと。 

その説明会の折には、詳細の説明を現地で行

った上でご理解をいただけなかったということ

でございますが、その間、3枚目の図面にござ

いますとおり、非常に高い盛土の設計、特殊な

擁壁の工事ということでございまして、いろい

ろと設計が必要になってきます。その設計変更

をいろいろ検討するに当たって時間を要したこ

と。それともう一つは、年が明けて地権者の方々

に少し不幸がございまして、そういうことで地

元に入れなかった時期もあったように聞いてお

ります。 

【深堀委員】 詳細について、いろいろ今さらと

いう部分もあるので、一言だけ、結局、当初契

約での工事断念方針を決定したのは4月ですよ

ね。ということは、前回の6月定例会の委員会

ももちろんあったわけであって、そういった大

きな、実際に当初契約工事での断念方針決定と

いうことになれば、恐らくそれは減額の、結局

1億5,000万円、その金額は出てないんだろうけ

れども、その金額が出たのが7月になるんです

か。プラス1億5,000万円、マイナスの1億5,000

万円も、双方とも出たのが7月だったんですか。

ということは6月定例会ではわからなかったん

ですね、額は。そのあたりはどうなんですか。 

【池田都市計画課長】 ある程度の数量を把握し

まして5月に設計変更の積算開始ということを

書いておりますが、これだけの大規模な工事に

なりますので、それなりの積算の期間も必要だ

ったということで、6月定例会にはご説明が間

に合わなかったということでございます。 

【深堀委員】 状況はわかりました。ただ、午前

中も言いましたように、やはり大きな変更の中

身を、例えば専決でもう終わりましたからとい

うことで委員会の始まる直前に説明されても、
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しかも、そういった中身も全くないままに、プ

ラス60万円ですというような説明というのは

いただけないと思いますので、その点は今後そ

ういうことがないように十分注意をいただきた

いなということは申し上げておきたいと思いま

す。 

【ごう委員長】 では、他に議案外での質問はあ

りませんか。 

【髙比良委員】 港湾の方で、松が枝地区の再開

発検討ということで、佐々建設企画課長から詳

細説明がありましたが、確認の意味も含めて質

問します。 

まず、どういうメンバーで今やっているのか、

会議は公開なのかどうか、専門家が入っている

のかいないのか、次回の開催予定はどうなのか、

そこら辺についてまず説明してください。 

【佐々建設企画課長】 松が枝の検討会議のメン

バーについてのお尋ねですが、まず、大きく分

けて、県と長崎市で構成してございます。県サ

イドとしては、私たちと港湾課、都市計画課、

まちづくり推進室、それと世界遺産関係と観光

関係で構成しております。市も同じようなメン

バーで進めておりまして、それに加えて、国の

港湾空港事務所の所長がアドバイザーとして加

わっております。2回目につきましては、都市

再生機構からもオブザーバーとして参加してい

ただいているという状況です。 

それと、会議についてですが、これは行政内

部で今進めておりまして、特に公開という状況

ではございません。 

今後の予定についてですが、今、3回目を11

月にやりたいと考えているんですが、補足説明

でもちょっと触れさせていただきましたが、港

湾地区の高さの規制の問題がありまして、国と

の協議等がありますので、11月については未定

と。なるべく早くやりたいと思っていますが、

はっきり11月とは言えない状況でございます。 

【髙比良委員】 その都市再生機構の職員という

のはアドバイザーで入っているということです

が、それはこの関係におけるプロフェッショナ

ルというか、ノウハウとか専門的な知識を持っ

た人間ですか。 

【佐々建設企画課長】 都市の再開発等に携わる

組織ということで、今回、再開発ということな

ものですから、民間の事業を取り込んでやりた

いという気持ちがありまして、そういうことに

も詳しいという判断からオブザーバーとして参

加していただいているという状況でございます。 

【髙比良委員】 そうすると、そのほかは基本的

に県庁の職員、それから長崎市の職員、国の職

員が入っている、言ってみれば基本的には職員

でやっているという話でしたね。 

そうすると、今後、開発コンセプト、導入す

べき機能の整理というふうに、次は未定ではあ

るけれども、11月、そこら辺をにらみながら次

回そういうふうなことを議論していきたいとい

うことで今上がっているわけね。 

これはとっても大事なことで、要するにコン

セプトをどうするか、あるいはそこに導入すべ

き機能、ビジョンをどうするかということは、

とっても大事なことなんだけれども、これいか

んでその先が決まるというか、計画のよしあし

が、言ってみれば判断できるというかつながっ

ていく。本当に根本の非常に大事なことなんだ

けれども、これはどういう手続で、誰が具体的

に議論の場における検討俎上に上げるんですか。

誰が、どういう作業をしていくんですか、こう

いうコンセプトとか担うべき機能を整理して出

す、たたき台として出すのは。 

【佐々建設企画課長】 コンセプト等についての
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お尋ねですが、現段階では行政内部で検討した

上で決めていきたいと考えております。 

【髙比良委員】 純粋に計画をつくった後で、こ

れで承認してよという話になると、だからそこ

は作業をする人たちの力量がどうかということ

は別として、結構不満が出るんですね、県民、

市民というか、あるいはそれらしいデマンド側

とか。 

だから、たたき台も、そこのところでしっか

りある意味オープンにして、プロセスとしては

議論をしていくというのがとても大事だと思う。

一定、庁内でもコンプリートしましたからとい

うので、いやいや、それは後でパブリックコメ

ントをやりますよと、そんなのは実際上、意味

がほとんどないかもしれない。意味がないと言

ったら言い過ぎかもわからないけど、ほとんど

内部でコンプリートして外部に出す時には、そ

こを変えるというか、言ってみれば基本的なビ

ジョンのところを変えていく、あるいは機能で

付加すべきものについて充足すべきものをさら

にプラスする、オンするというような、そうい

った作業というのはほとんど実際やれないんで

すよ。 

だから、計画の立案段階、言ってみればスキ

ームの段階で我々も含めていろんなところでオ

ープンに議論するということが私は非常に大事

だと思っているんだけれども、この辺はどうい

うふうに考えていますか。 

たたき台を出すことについて、今考えている

ようなメンバーの中でやっていくということを

否定するわけではないんですよ。そういうもの

を出して、俎上に上げた上で一定オープンにし

た議論をするというのが大切だろうと思うんだ

けれども、その辺どうですか。 

【佐々建設企画課長】 現段階で構想のもっと手

前のところを議論しているところでありまして、

前回の委員会でも触れましたが、2カ年をかけ

て構想をつくっていきたいと考えております。

今年度は、行政でもんだ上で、関係するような

団体等にはヒアリングも後半の方で計画してお

りまして、来年度、パブリックコメントとか、

そういったことを踏まえて構想というものに上

がっていくというようなことを考えております

ので、まだ今年度、行政でかちっと固めるとい

うところまではもちろんいけないと考えており

ます。 

【髙比良委員】 いやそうじゃなくて、やっぱり

素案として今年度末までにまとめようという話

なんですね。だから、素案というのはどこまで

ブレイクダウンしているのかということにもよ

るけれども、一定そこはベースがあって肉づけ

をするというのが来年の作業だと思っています。

これはもっと短縮してやれるんじゃないかとい

う話をこの間もしたと思うけれども、それは置

いておくとしても、少なくとも素案というもの

が、県市の間で一定調整ができて、基本的にこ

ういうふうな枠組みでいこうということができ

た時には、もうその時点ではまずやっぱり、い

ろいろ皆さんの意見を聞く。県民に広くそのこ

とを周知して、県民からわーっと声をもらう。

パブリックコメントだからお構いなしにやれと

いう話じゃなくてもいいから、とりあえず気の

きいた人たちにいろいろ意見を聞いてみるとか、

それは当然議会にも出してもらわなければいけ

ないけれども、そういったことを少し幅広にや

った方がいいのではないかなというふうに思っ

ています。 

だから、11月とは言いませんよ。少なくとも

年度内にまとめようとする素案の取りまめとの

前に、そういう作業はぜひやるべきじゃないか
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なと私は思っています。この辺は十分に検討し

てもらいたいと思っています。 

結構、長崎でも一等地と呼んでもおかしくな

いような土地で、これだけ広範な土地ですから、

ここは全体のコンセンサスをとれるようにして

いかないと、後々、何のためにやったのかと。

私自身に言わせると、長崎は港町長崎というけ

れども、実は親水空間が非常に少ない。そうす

ると、親水性を感じられるような空間構成とい

うのは、全部とは言わないけれども、やっぱり

一部からはそういったことが確保できるように、

こういったこともぜひ盛り込んでもらいたいと

思っております。 

そういうふうにいろんな要望があると思うん

ですね。そういう意味からも、加えて何らかの

外部の意見を聞くというような機会をぜひ設け

てもらいたいと思っていますが、どうですか。 

【佐々建設企画課長】 今、委員からいろんなア

ドバイスをいただきましたので、そういうこと

も踏まえて、まずはヒアリングをする相手方と

か、そういったものについて工夫をしてみたい

と思います。 

【髙比良委員】 もっと言えば、南山手の浪の平

あるいは東区でいえば東琴平、そういったとこ

ろでまちづくり協議会があって、いろいろ計画

づくりを進めているんですよ。 

長崎も斜面都市の代表的なものとしてどうあ

ったらいいのかということをしっかり議論して

いるんですね。私もそこに入っていろいろ話を

したりしているんだけれども、皆さんこれに関

しては非常に関心を持っています。 

だから、そういう意味で、一方ですぐ隣接す

るというか、あるいは一体になる区域ですよ。

そういったところで進んでいる作業であれば、

そういったことも勉強させるというようなこと

については、ぜひしっかり踏まえてもらいたい

というふうに思っています。 

それと要望ですけれども、これは道路建設課

にですが、国道499号が走っているんだけど、

せっかくこれだけの都市機能予定用地というか、

大きな空間ができるとするのであれば、ここは

少し拡幅ということをあわせて検討してもらい

たいと思っているんです。 

これは片側2車線でやっているんだけれども、

産業用道路にもなっていて、三菱に行く大型の

トレーナーでも大きなのがいっぱい走っている

んですね。その中で片側2車線と言いながら、

真ん中は中央分離帯は当然ないんだけど、ゼブ

ラ帯もない、非常に危ないです。それが1つ。 

それから、南山手に上る入口の交差点のとこ

ろでは右折車が多いんだけれども、そこが右折

帯がないものだから渋滞が発生する、あるいは

バスベイがないからそこも渋滞する。これだけ

広がるわけだから、このところはこの埋め立て

というか、あるいは今考えている都市機能を予

定しているところだけの埋め込みをどうするか

という話じゃなくて、国道499号の改良という

ことについても、あわせて計画の俎上に上げて

もらいたいと思っています。その辺の考え方は

どうですか。 

【大塚道路建設課長】 道路建設課といたしまし

ても、その会議の中に入らせていただきまして、

どのような形でそこが進められていくのか、そ

の中で道路管理者としてどういったことができ

るのかということは一緒になって議論している

ところでございます。 

街なかでございますし、どのような区域が設

定されるのか。その中で道路の役割はどういう

ふうになるのか、そのあたりは現時点でまだよ

くわかりませんが、事業として成り立つような
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ものであれば、率先して事業を進めていくよう

な気持ちはもちろん持っておりますけれども、

現時点としては、まだどういったものになるの

かというのがよく見えませんので、何ともお約

束できるような話ではございませんが、そこは

一緒になって議論していきたいと思います。 

【髙比良委員】 どういったことができるかとい

うスタンスではなくて、やるべきフィールドが

ある、なすべきフィールドがある、ちょっと幾

つか具体的な指摘をしましたが、そういう立ち

方を持って積極的にかかわっていってもらいた

い。そこら辺は強く要望します。 

【吉村(庄)委員】 2巡目になりましたので、ち

ょっと簡単に。 

 先ほど高田南南東住宅のところで、ちょっと

これを見ていたら、あなたたちは少しいろいろ

と考えながら専決処分したなというふうに、非

常にうがった見方になるかもしれないけど、思

っているんですよ。 

平成28年10月に本契約を議会議決したんで

しょう。それと、平成28年9月から平成29年3

月まで、設計変更検討、長与町と協議、地権者

への説明、こんなことが書いてある。これは一

つ一つ別のことかもしれないけれども、設計変

更検討はそうだと、いろいろ出てきたから。長

与町と協議、これは変更のことを協議したのか

どうかわかりませんがね。地権者にも変更のこ

とをしたのかどうかよくわからないような書き

方になっているんですけど、先ほど深堀委員か

らもお話がありましたが、4月には当初契約の

工事断念方針決定としているんです。平成28年

10月に議会議決をして本契約をやって、7億幾

らでしょう、一番最初の契約金額としてはね、

それでやった、議決をもらった。こういうふう

にしながら、そこあたりのところでは内容の中

身は別としても、4月に当初契約での工事断念

方針を決定というふうにしている。それから、

5月に変更設計積算開始と。 

だから、中身が幾らどうだとか、こういうの

は深堀委員からも話があったんだけれども、少

なくとも10月議会の議会議決で本契約をやっ

ておいて、その途中で設計変更検討をやり、4

月に工事断念方針の、全部じゃないですよ、重

要な部分については断念方針を決定したという

なら、普通なら6月定例会に、我々の委員会に

対しては、それは本会議でやるかどうか知りま

せんけれども、少なくともこの環境生活委員会

では、こういう状況になっておりますぐらいの

報告があってしかるべきというふうに考えるん

です。 

しかし、これは地権者への説明の中で反対し

てこられた皆さん方の事情とか、あるいは長与

町の協議の中で、外に出したらだめだと、何か

不都合があるからと、こういうようなことがあ

ったのかどうかわからないけれども、報告して

ない。普通なら報告ですよ、ここは、常識的に。

そういう感じがします。 

だから、結論的には専決処分してやったんだ

から、それで先ほども話があったように、1億

5,000万円という数字が変更になっているんだ

から、両方でいうと、一つは上がり、一つは下

がり、結果的に十万単位のところで専決はやっ

てきているんですから、それをどうだとは言い

ませんけれども、どうもあなた方の姿勢という

のがわかりにくいんです。普通なら断念何とか

かんとかというのを4月にやって、いろいろや

り方を検討していたならば、昨年10月に本契約

をした7億2,000万円相当の事業について、こう

いう状況が起こっていますよ、結果的にどうな

るかわかりません、進めなければいけないから、
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議会ごとの議決を求める、こういうことには間

に合わないから、場合によっては専決もあり得

ますよと、そのくらいの議会との関係を考えて

いくというのを。あなたたちが10月に本契約し

ているんだから、その中で変更の問題がずっと

出てきているというふうに思うんです。これは

意見だけにしておきます。今さら言ったって始

まらない。 

その次に、議案外の説明のところで、3世代

同居・近居促進事業についてということですけ

れども、昨年は、結果的に言うと7月末の交付

件数が49件、昨年度同時期2件、これが上回っ

ているから効果を期待しようというふうな話が

あっております。 

では、昨年は、昨年の方式による予算は幾ら

とっといて、結果的に年度末までを含めて幾ら

の執行になったという形になっているんですか。

補正はしたんだろうと思うけど。 

【三原住宅課長】 昨年度の3世代同居・近居促

進事業の予算ですけれども、5,000万円ほど予算

を確保しておりましたが、実際執行いたしまし

たのは約600万円程度です。 

【吉村(庄)委員】 昨年は同期で2件だったと書

いてあるんです。昨年の年度末は何件で600万

円ばかり使ったか。600万円の端数はいいです

から。 

【三原住宅課長】 失礼いたしました。昨年度は

32件です。 

【吉村(庄)委員】 5,000万円とっていて600万円

でしょう。10分の1とは言わないけど。今年は

幾らとっているんですか。そして、こうしたの

が49件で幾らこうしているんですか。予算執行

の実績はどうなんですか。 

【三原住宅課長】 今年度の予算も5,000万円確

保しておりまして、7月末現在で49件の交付が

決定されております。金額につきましては849

万8,000円になっております。 

【吉村(庄)委員】 7月末の合計が49件でどうだ

と非常に期待したような書き方をしていますけ

れども、5,000万円のうち、7月末というのは前

期のまだまだという時期でしょうけど、今現在

どうなんですか。例えば8月末とか、今は9月で

すが、現時点でどうですか。 

【三原住宅課長】 8月末現在で66件の交付決定

がされております。 

【吉村(庄)委員】 金額は。 

【三原住宅課長】 金額につきましては、1,200

万円程度でございます。 

【吉村(庄)委員】 私は、この事業が悪いとは言

いませんよ。しかし、狙いは3世代同居とか近

居も一定の基準で認めているということは承知

しております。リフォームということの関係に

おいて、県の方では一定の仕方をずっとやって

きた経過がありまして、従来の単独でやってい

た部分がそういうふうに変わってきたというこ

とがあって、私から言わせると年間非常に少な

い金額の5,000万円ということで、これは使い切

りますか。これだけ聞きます。 

そして、その中の効果を認めないわけじゃな

いけれども、そう物すごく効果があるというふ

うには、だから1億円にしたから1億円全部使え

るだろうか。こういう感じもいたしますが、そ

このところについての考え方を聞かせてくださ

い。 

【三原住宅課長】 なかなか3世代同居・近居と

いうのは厳しい状況であると考えております。

5,000万円ほど予算計上しておりますが、これを

全て使い切るかと言われると、ちょっと厳しい

のかなというふうに考えております。 

ただ、3世代同居の成果といたしましては、
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子育ての支援をしていただくということがまず

ありますので、親御さんにとっては子どもを親

に預けて安心して育てることができるし、親御

さんは働くこともできるし、そして、預かった

おじいさん、おばあさんについては生きがいと

いいますか、そういうのがあるということで、

相乗効果的にはいいのかなと考えております。 

【吉村(庄)委員】 どうかなというふうな、使い

切るかどうかという意味だと思うけれども、使

い切るように努力してくださいよ、ＰＲして。 

そして、意味は私はわかっているんですよ、

いろいろこれについても予算の時に議論させて

いただきましたから。ですから、完全に予算消

化をしていただくようにお願いします。 

石木ダムのことで先ほどから意見がありまし

たが、私も一般質問で行いましたけれども、ち

ょっと具体的なことというか、大きいことでは

ありますが、事業認定の取消訴訟があっている

でしょう。どういう状態になっているか把握し

ている限りにおいて教えてください。 

【浦瀬河川課企画監】 事業認定の取消訴訟につ

きましては、平成27年11月に地権者らが国を相

手どって提訴されております。 

 新聞報道にも出ていますけれども、現在、9

月4日に第8回目の口頭弁論が行われまして、そ

の後、証人喚問の対応ということで、県も関係

しますことから関係機関と今調整を図っている

ところでございます。相手方から証人喚問の要

望があっております。 

【吉村(庄)委員】 先ほどから海のことが出てき

てみたり、付替道路のことが出てきていますが、

私は本会議の中でこういうことを言ったんです

よね。1980年、高田知事が、当時、土地収用法

に基づく地域調査か山林調査か、普通は測量と

いうことについて機動隊投入やったから強制測

量という形にしているんですがね。 

それで、今年の6月に地元新聞のある欄に、

こういう負の歴史は二度とするな、こういうこ

とを書いてあったんですよ。これは記者の、新

聞社の意見ですが、そういう中にあった。 

それで、そういう状態を繰り返しちゃいかん

ですよということを言って、行政代執行に行く

道ばかり歩んでいるじゃないかと、こういうこ

とを言いました。それはやめてもらいたい、こ

ういうことを言っておりました。 

そして、全体的な知事の方針の中に、いわゆ

る少数意見というものを大事にしていくのか、

いかないのか、こういう話をしたら、それはや

っぱりいろいろ意見を聞いて判断していきます

よと、簡単に言えばそういう答弁もあっていま

すから、やっぱりそういう姿勢を貫いて知事は

やっていただかないといけないと思うんです。 

それで、あなたたちはご存じかどうか知りま

せんけれども、私は1999年、平成11年に県議に

ならせていただいたんですが、この時はまだ委

員会が6つあったんです。土木委員会というの

があって、私は1期目の1年じゃなかったと思い

ますが、その後に土木委員会に所属しまして、

こんなことを言った覚えがあるんですね。佐世

保で大きな断水の状況があった。2回あった。1

回はかなり長い期間だった、2回目はそんなに

長い期間ではなかった。ところが、その短いと

ころの期間については、佐世保市がいつからい

つまでと書いてある。佐世保市は南部水系と北

部水系があって、北部水系だけしか断水をやっ

てないんですよ、時間の短いのは。そしたら、

あなた方のＰＲ文書とか説明文書には、そんな

説明は一切ない。何月何日から何月何日まで佐

世保市断水、もう一回長いのを書いて、それは

全市です。 
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そして、その説明内容はただし書きが必要じ

ゃないか、こういうふうに言ったら、すぐぱっ

ぱぱっぱ答えなかったんだけれども、あなたた

ちが事実はそうなんだからと。南部水系は断水

2回目に入ってないんだから。明日からという

時に雨が降って、入ってない。だから、日数に

すると半分にならなければいけない。半分にな

るということはないけどもね。 

だから、そういうことを含めて、あなたたち

は、自分たちがしなければいけないということ

について自分たちの理屈をずっと言ってきたと

いう部分があるんですよ。そして、こういう状

態になるということをわかっていながら、そう

いう宣伝材料というか、文書あるいはＰＲ、説

明書、そういうものをあなたたちはつくってき

たんです。私は猛反省をしていただきたいと同

時に、今だってそんなことについて触れない。

2回ありました、こういうふうなことについて

あんまり説明がない、そういうふうになっても。

そういう姿勢を貫いているような状況の中で、

この事業はいわゆる強制収用から強行突破、行

政代執行というふうなことになっていく以外に

道がないという状況になりつつあるものについ

て私は意見として申し上げておきたいと思いま

す。 

【山口副委員長】 私の地元である長与町の高田

南の区画整理事業について、お二人の委員さん

から心配をいただいておりますので、ちょっと

確認をしたいと思います。 

2ページに示してあります黄色の部分です。

今回、2カ年で切土、盛土工事の進捗を早めよ

うという形で、昨年度の本議会で契約の承認を

したという形になりますけれども、3ページ目

の擁壁の部分で、区域外の方たち4軒から、全

く谷間になってしまうからちょっと考えてくれ

という形での反対というか、そういうご意見が

あって現状になっているということですけれど

も、擁壁をもっと低くという時点になった時に、

換地計画について変更があるのかないのか、そ

こまでのセットバックをするのかということを

確認したいと思います。 

【池田都市計画課長】 計画区域の中の面積にか

かわる部分になれば、換地計画の変更もあり得

ると考えます。 

【山口副委員長】 換地計画の見直しまでするだ

けの大きなセットバックをしなければならない

ということになれば、切土、盛土で盛土の方が

大きく変わってくるわけで、今まで地権者の

方々に換地計画の説明をずっとしてきています

ので、今度はそこについての全体の説明という

のがまた必要になってきますよね。そういう手

続をどんどん、どんどん大きく踏んでいかなけ

ればいけないことになります。 

そういうことになってくれば、やっぱり工事

がまた滞っていって、進捗が結局早まっていか

ないということになりますから、そういう換地

計画の変更まで終えるような設計、そういった

ことまでならないようにお願いしたいと思うん

ですけれども、いかがですか。 

【池田都市計画課長】 今、山口副委員長がおっ

しゃいましたとおり、当初の計画の中で変更で

きるような内容というのがベストだと考えてお

りますので、できるだけそういう計画を地元の

方にもご理解いただきながら事業を進めてまい

りたいと思います。 

【山口副委員長】 そういうふうに進めていただ

きたいと思うんですけれども、十分な地元の説

明会を頻繁に行っていただいて理解を得るとい

うのが、まずはその方法だと思いますので、そ

ういう点はよろしくお願いしたいと思います。 
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【池田都市計画課長】 事業の進め方あるいはそ

の変更の内容が生じる場合には、事前に地元の

方に町と一緒になって説明をしていきたいと思

います。 

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 では、質問がないようですので、

質疑はこれにて終わります。 

 次に、今回、自由民主党・県民会議として、

「道路整備事業に必要な予算確保に関する意見

書」の提案があっております。 

 ここで、改めて野本委員より、道路整備事業

に必要な予算確保に関する意見書について、意

見書提出についての趣旨説明等をお願いいたし

ます。 

【野本委員】 今、委員長からご説明がありまし

たけれども、自由民主党・県民会議の委員の皆

さんのお許しを得て、私からその趣旨説明をさ

せていただきます。 

「道路整備事業に必要な予算確保に関する意

見書」について。 

本県は、国土の最西端に位置し、その大部分

が離島・半島で構成されていることから、物流

の効率化や交流人口の拡大を図る道路整備が極

めて重要なものでありますが、その整備はまだ

道半ばの状況であり、構造物の老朽化対策も喫

緊の課題となっております。 

こうした中、現在の道路事業においては、道

路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関す

る法律の規定により、補助率等のかさ上げがな

されておりますが、この特別措置は、平成29年

度末までの時限措置となっております。この特

別措置が廃止されると、地方の財政は圧迫され、

仮に本年度の本県の道路事業費で試算すると、

約36億円もの事業費が減少となるということ

であります。 

こうしたことから、県当局におかれても、今

年度の政府施策要望において、道路予算の確保

や補助率等のかさ上げ措置の継続を国へ要望し

ているところでありますが、公共事業を取り巻

く環境の厳しい中で国の対応も予断を許さない

ものとなっております。 

このため、県議会としても、県当局と一体と

なって国に訴えていく必要があると考えている

ことから、今回、計画的かつ着実な道路整備の

推進並びに道路インフラの老朽化対策のために

必要な当初予算を十分確保するとともに、補正

予算についても積極的に実施すること及び補助

率等のかさ上げを平成30年度以降も継続し、地

方創生に大きく寄与する高規格幹線道路の新設

事業や、安全・安心な暮らしにつながる修繕事

業などにも特別措置を拡充することについて、

地方自治法第99条の規定により提出するもの

であります。 

どうぞ委員各位の皆様のご賛同を賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

【ごう委員長】 ただいま野本委員から説明があ

りました「道路整備事業に必要な予算確保に関

する意見書」について、ご質問、ご意見はござ

いませんか。 

【下条委員】 賛同するものでありますが、ちょ

っと理事者側の見解をお尋ねしたいと思います。 

平成29年度末ということですから、もう目の

前のことなんですよね。この間において、国の

方の動きというのを皆さん方はどうのように捉

えておられるのか。今、野本委員の説明による

と、この財特法が終了すれば県事業で36億円ぐ

らいの事業が減じるというふうな、私たちの県

にとっては、まだまだ長崎県のインフラという

のはこれからもっともっと必要で、時間短縮と
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いうのがいかに長崎県内の産業構造を活発にし

ていくかということは証明がされているわけで

すので、そういったことについて、直近のこと

ですけれども、どのように掌握されているか教

えてください。 

【大塚道路建設課長】 先ほどご説明いただきま

したとおり、この財特法が平成29年度末で切れ

ます。先ほどお話もありましたとおり、これが

なくなりますと、事業費ベースで当初予算に対

して36億円事業が減ってしまいます。こうなり

ますと、当然のことながら、我々が進めており

ます道路整備が確実に遅れてしまうということ

もございますので、県といたしましても、今年

度の当初から、これに対して6月13日に政府施

策要望を行いまして、その中でも知事に財務省

まで直接この項目だけの要望のために行ってい

ただきまして要望をいたしております。 

それから、今後も引き続き、道路要望、いろ

んな要望がございますけれども、その中でも、

とにかく来年の予算ができ上がるまでの期間、

この項目を要望していきたいと考えております。 

あわせまして、市町にも同じような形でお願

いをしておりまして、市町でも県と同じように

足並みをそろえて同じような形で議会でも意見

を出していただいているということでございま

す。 

【下条委員】 そこまではわかっていると言って

いるわけですよ。それから先のことを、あなた

たちも、もちろん議会も、特に政府与党的な立

場の国会議員の先生たちへの働きかけとか、そ

ういったことをやっていかなければならないわ

けですけれども、あなたたちも複数回、知事を

トップとして、そういったお願いがあっている

とするならば、今の感触はどうなのかと聞いて

いるんです。お願いはしていますというのは当

たり前のことです。その時の感触はどうなのか

と私は聞いているんです。 

【岩見土木部長】 この財特法は非常に重要でご

ざいまして、これは国土交通省を含め、あと財

務省にも要望を県としても行っております。国

土交通省の方は、ぜひ実現したいというふうに

は聞いておりますが、財務省も関係がございま

すので、財務省に方針を決定していただくとい

うのが一番重要でございます。そのためには、

長崎県もそうですけれども、ほかの県あるいは

長崎県の県内でも市町の方で声を出していく、

そういった声を出していくのが方針決定を確実

にしていくものだと、重要なものだと考えてお

りますので、みんながこれは絶対不可欠である

ということを言って、それを表明していくこと、

その動きが現在も広まっていっていると思いま

すが、そういったことで確信度を高めていきた

いと考えております。私どもはそういったこと

を疑わずに取り組んでいきたいというふうに考

えております。 

【下条委員】 なかなか答えが、私のお尋ねに対

しての答えが出てこないものだから、ちょっと

私ももどかしいような状況です。 

これは全国的な問題ですから、全国の知事会

とか九州の知事会とかがあるわけですから、そ

ういったテーブルでもって心を一つにして、あ

るいは全国の議長会等も一体となって政府に対

しての要請活動のための決起大会のようなもの

もやっていって、それがもう既に終わっている

と、後は政府の判断待ちだというところでどう

いう感触だというのが今ぐらいはもう出てこな

いと、平成29年度末でということですから、も

う間もなくのことですから、ちょっと手ぬるい

んじゃないですかと言いたいから、そういった

ことがあっているのかなという感じがいたして
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いますけど、そういったことを含めて全都道府

県で取り組んでいくことだと思います。また、

議会もそうあるべきだと思いますので、一緒に

なって頑張っていきたいと思いますので、お願

いしたい。 

【堀江委員】 委員長、この後、反対討論を希望

します。 

【ごう委員長】 ほかにご質問、ご意見あります

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 では、討論に入ります。 

討論のある方、いらっしゃいますか。 

【堀江委員】 ただいま提出されました「道路整

備事業に必要な予算確保に関する意見書」につ

きましては、交通渋滞の緩和や暮らしの安全・

安心の視点から生活道路の整備が必要であるこ

とは言うまでもありません。そのための予算確

保はもちろん必要です。 

しかし、本意見書は、平たく言えば、高規格

道路予算確保が目的です。限られた予算の中、

優先順位であれば生活道路の整備予算が優先さ

れるべきと考えますので、意見書には賛成でき

ません。 

【下条委員】 反対の討論がありましたので、賛

成の立場から意見を申し上げたいと思います。 

内容については言わなくてもわかっていると

思いますが、これまで一時遅れた高規格道路等

が今また随分と進んでまいりました。県民の皆

さん方、長崎県も北から南まで長い県でありま

して、いかに交通1時間圏というものを一日で

も早く確立していく。こういうことは私たちに

とっても、また、理事者側にとっても、県民に

対する大きな使命だ、また産業の発展のために

も欠かせないことだと思っております。 

そういう中におきまして、今定例会でも審査

の対象になりましたけれども、東彼道路、ある

いは西彼道路もそうですが、島原道路の方でも

そうですけれども、また、長崎においては北伸

道路もこれからぜひテーブルに上げてほしい。

そしてまた、私たちの長崎でも、茂木バイパス

もそういった期成会ができ上がって、何とか私

たちがまだ目が黒いうちに着工あるいはまた供

用ができるような状況をつくっていってもらい

たい、そういう運動がやっと緒に就いたところ

です。 

そういったことでメジロ押しに高規格道路に

対する期待というものは大きなものがございま

す。ぜひ理事者も私たちの議会も一体となった

ような状況で、この事業が今年度末で終わると

いうことになると大変なことになるわけですの

で、ぜひ継続して長崎県の産業発展、あるいは

また交通の利便性のために貢献ができるような

道路行政をぜひやっていただきたい。 

そういうことも含めて、この意見書に賛成の

意見とさせていただきたいと思います。 

【ごう委員長】 ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 討論を終了いたします。 

しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ３時４２分 休憩 ― 

― 午後 ３時４２分 再開 ― 

 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

意見書の提出について、採決を行います。 

本提案のとおり、意見書を提出することに賛

成の委員の起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

【ごう委員長】 起立多数。 

よって、「道路整備事業に必要な予算確保に

関する意見書」については、提出することに決
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定されました。 

なお、文案の作成等については、いかがいた

しましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 それでは、正副委員長にご一任

願います。 

しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ３時４３分 休憩 ― 

― 午後 ３時４３分 再開 ― 

 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。 

本日の審査は、これにて終了でございます。 

明日は、午前10時から委員会を再開いたしま

す。 

環境部の審査となりますので、よろしくお願

いいたします。 

お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時４４分 散会 ― 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 日 目 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年 ９月２７日 

自   午前１０時 ０分 

至   午後 ３時２５分 

於   本館５－Ａ会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) ごうまなみ 君 

副委員長(副会長) 山口 経正 君 

委 員 野本 三雄 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   溝口芙美雄 君 

 〃   中島 義 君 

 〃   下条ふみまさ 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   堀江ひとみ 君 

 〃   深堀  浩 君 

 〃   宮本 法広 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

環 境 部 長 太田 彰幸 君 

環 境 部 次 長 
兼環境政策課長 

山口 正広 君  

地 域 環 境 課 長 吉原 直樹 君  

水環境対策課長 田口 陽一 君 

廃棄物対策課長 重野  哲 君 

自 然 環 境 課 長 田中 荘一 君 

 
 

県 民 生 活 部 長 木村伸次郎 君 

県民生活部次長兼 
県 民 協 働 課 長 

松尾 和子 君 

男女参画・女性 
活 躍 推 進 室 長 

中尾美恵子 君 

人権・同和対策課長 宮崎  誠 君  

交通・地域安全課長 宮下 直樹 君 

統 計 課 長 笠山 浩昭 君 

生 活 衛 生 課 長 加藤 佳寛 君 

食 品 安 全 ・ 
消 費 生 活 課 長 永橋 法昭 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【ごう委員長】 おはようございます。 

 委員会を再開いたします。 

 これより環境部の審査を行います。 

 環境部は、分科会付託議案及び委員会付託議

案がないことから、委員会による審査とし、所

管事項についての説明及び提出資料に関する説

明を受けた後、陳情審査、所管事項についての

質問を行います。 

 環境部長より、所管事項説明をお願いいたし

ます。 

【太田環境部長】 おはようございます。 

 環境生活委員会関係議案説明資料の環境部の

1ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いする議案はございませ

んので、議案以外の主な所管事項につきまして

ご説明いたします。 

 資料の2ページをお開きください。 

 諫早湾干拓調整池の環境保全対策について。 

 県では、諫早湾干拓調整池の水質について、

水質改善等のための第2期行動計画に基づき、

国などと農地等への面源対策や下水道整備等を

実施してきたところであり、平成28年度、水質

のＣＯＤ75％値が7.4㎎／Ｌとなるなど、近年改
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善傾向にあります。 

 また、農林水産省においては、本年4月に、

潮受堤防を開門しない方針を明らかにするとと

もに、これまで滞っていた次期行動計画の策定

について積極的に県に協力するとの考えが示さ

れ、それを前提に、現在、県においては、国等

と連携し、次期行動計画の策定に向けた準備を

進めているところであります。 

 今後は、これまでの各対策の効果等について

検証を行い、新たな対策等を国などと協議しな

がら、次期行動計画を早急に策定し、水質改善

や地域に親しまれる環境保全を推進してまいり

ます。 

 次に、資料の4ページをお開きください。 

 ヒアリへの対応について。 

 強毒を持ち、人体への影響等が懸念されてい

る外来生物のヒアリが、去る6月9日、国内では

初めて兵庫県尼崎市のコンテナ保管場所で確認

され、以後、福岡県、大分県などでも確認され

ております。 

 本県においては、ヒアリが定着している中国

からの定期貨物航路のある長崎港において、8

月18日から国による調査が行われましたが、ヒ

アリは確認されておりません。 

 また、国内での確認状況を受け、県において

は、市町等関係機関への情報提供やホームペー

ジ等で県民への注意喚起を行うとともに、去る

7月25日に「長崎県危険な外来生物対策協議会」

を開催し、国、県の関係機関及び市町とヒアリ

の確認状況や判別の方法等の情報を共有すると

ともに、今後の対応について協議を行ったとこ

ろです。 

 今後も引き続き、侵入の監視と市町等関係機

関及び県民への情報提供に努めてまいります。 

 このほか、ご報告いたしますのは、中国福建

省との環境技術交流事業について、平成28年度

の各種環境調査の結果について、汚水処理の状

況について、食品ロス削減対策の推進について、

廃棄物不適正処理対策について、生物多様性保

全の推進についてであり、内容は記載のとおり

でございます。 

 以上で環境部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【ごう委員長】 次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料につい

て、説明を求めます。 

【山口次長兼環境政策課長】 私からは、「政策

等決定過程の透明性等の確保及び県議会・議員

との協議等の拡充に関する決議」に基づき、本

委員会に提出いたしました環境部関係の資料に

ついて、ご説明いたします。 

 なお、今回の報告対象期間につきましては、

本年6月から8月までに実施したものとなって

おります。 

 初めに1ページをご覧ください。 

 県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金でござい

ます。 

 直接補助金の実績につきましては、資料1ペ

ージ記載のとおり、緑といきもの賑わい事業補

助金の4件であり、間接補助金につきましては、

今回該当はございません。 

 次に、資料2ページをご覧ください。 

 1,000万円以上の契約状況についてでござい

ますが、2ページ記載のとおり1件となっており

ます。 

 また、3ページに入札結果一覧を添付してお

ります。 

 次に、資料4ページをご覧ください。 
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 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

につきましては、長崎県町村会からの要望など

4件であり、それに対する県の取り扱いは、資

料4ページから7ページに記載のとおりでござ

います。 

 次に、8ページをご覧ください。 

 附属機関等会議結果報告につきましては、附

属機関が長崎県環境審議会鳥獣部会の1回、私

的諮問機関等が緑といきもの賑わい事業検討委

員会など2回開催しております。その内容につ

きましては、資料9ページ以降に記載している

とおりでございます。 

 説明は以上となります。ご審議のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 

【ごう委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、陳情審査を

行います。 

 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。対象の陳情番号は14番、24番、25番、26

番の計4件となっております。 

 陳情書について、ご質問はございませんでし

ょうか。 

【吉村(庄)委員】 離島関係で、14番になるのか

な、離島の場合の生活用水等の確保についてと

ありますね。これ、私も不勉強なんですが、離

島の簡易水道整備から、上水道に移管された場

合はどうだとか、それについての海底送水云々、

こういうのがずっと書いてあるんですが、どう

いう内容のものかということと、離島における

水確保というのは非常に大事ですね。もちろん

島にもよるんですけどね。大きな島、一定の島、

それぞれあると思うんですがね。この陳情の内

容と、この陳情に対する県側の対応はどういう

ふうにしているのか。 

【田口水環境対策課長】 まず、水道事業の種別

といたしまして、簡易水道事業と上水道事業が

ございます。これは給水人口によって分かれて

おりまして、給水人口が5,000人以下につきまし

ては簡易水道事業でやっていくと、それ以上は

上水道事業でやっていくということでございま

す。離島の多くは給水人口が小さいということ

で、その大半は、これまで簡易水道事業でやっ

てきたところでございます。 

 しかしながら簡易水道自体が、人口減少の中

でなかなか経営状況が厳しくなってくるという

こともございましたものですから、国の指導等

もありまして、簡易水道事業を統合して上水道

にもっていくことで経営安定化を図ろうという

国の施策に基づいて進めているものでございま

す。 

 ご要望の趣旨につきましては、そういう形で

簡易水道が上水道にいった場合、簡易水道で整

備されたもの、ここでいいますと海底送水管の

老朽化があって更新の場合はどうなるのかとい

うご要望でございます。これにつきましては、

例えば生活基盤近代化事業というものがござい

ますので、その補助対象になるようであれば、

従来どおり、この予算を使って更新が可能とい

うふうになっております。 

 もう1点の水源の確保につきましては、一般

的にはダムをつくるとか、井戸をつくるとか、

そういった形で水源を確保するという手法がご

ざいます。これにつきましても国の補助制度が

ございますので、その制度を活用しながら水源

確保に取り組むよう、県としても市町に対して

指導しているところでございます。 

【吉村(庄)委員】 次のページの11の下水道の整

備のところも、市町村合併云々、当該自治体の
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財政負担の軽減とありますね。9の海底送水管

の改良の場合に、今、事業の名前をおっしゃっ

たんですが、私は結果だけ聞いていいんですけ

ど、今も国の制度がちゃんと適用されるんです

か、というのが一つ。 

 それからもう一つ、右のものも国の制度が、

事業の名前はいいですけれども、軽減措置に役

立つ制度があって、可能なのか、実際にどうい

うふうにやられているのか、国の補助事業の適

用があるのかどうか、そこだけ結論的なところ

を聞かせてください、現在はどういうふうにな

っているか。それが不十分だからというので陳

情なのか、全然ないから陳情なのか、そういう

ところを聞かせてください。 

【田口水環境対策課長】 今回の要望書自体が、

そこに書いてありますとおり全国離島振興協議

会ということでございまして、本県の状況だけ

ではなく全国各地の状況を踏まえてのことでご

ざいますので、これが全て本県の状況であると

いうことではございません。 

 今回の海底送水管についてどうなのかという

ことにつきましては、先ほどご説明しました生

活基盤近代化事業というものがございます。こ

れは、20年を経過した離島の海底送水管につき

ましては補助の対象となっております。しかし

ながら、補助の対象ですので、当然要件がござ

いますから、その要件を満たしたものが可能だ

という形になっております。 

 また、水道の水源につきましても、補助制度

の要件がございますので、補助制度の要件に合

うか合わないかというところで補助メニューが

使えるかどうかという判断はあるかと思います。

しかしながら、さまざまな補助メニューが用意

されておりますので、市町がやりたい事業内容

に応じて、県としては、こういうメニューがあ

りますがという形で指導等をしていきたいとい

うふうに考えております。 

【吉村(庄)委員】 わかりました。 

 いずれにしても、特に離島においては、こう

いう陳情が出るように、あるいは政府に対する

要望もそれぞれの立場で出してあると思います

が、そういうところについての課題は非常に重

要なものがありますから、県としても対処をし

ていただきたい。 

 全般的なところで、下水道の普及率かれこれ

については、後でお尋ねいたします。 

【ごう委員長】 ほかに質問はございませんでし

ょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 では、ほかに質問がないようで

すので、陳情につきましては承っておくことと

いたします。 

 続きまして、議案外の所管事務一般に対する

質問を行うことといたします。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はございませんで

しょうか。 

【吉村(庄)委員】 入札結果の一覧、3ページに

ありますが、壱岐島おこし応援隊"チーム防人"

について、代表者これこれと書いてある。これ

は、例えば法人的なものを持っている団体なの

か、いわゆるＮＰＯの資格を持っているのか、

それとも全くの任意なのか、そこら辺の団体の

中身について参考までに教えてください。 

【重野廃棄物対策課長】 委員ご質問の、壱岐島

おこし応援隊"チーム防人"については、法人格

は持っておりません。 

 壱岐で今現在、「壱岐ボランツーリズム」と

いう海ごみと観光を兼ねた行事を行っているん

ですけれども、7回ぐらいの実績があり、こう
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いう事業を行うには適しているということで、

今回入札に参加していただいております。 

【吉村(庄)委員】 何というか、法人的な資格と

いうか中身は持たないけれども、具体的に運動

をずっとやってきて、具体的な成果も上がって

いるようなことも含めて入札に参加させている

と、こういうふうに理解しておけばいいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんでしょ

うか。 

【髙比良委員】 自然環境課の分で、補助金の小

さいものが上がっているんだけど、これ、財源

は何ですかね、補助金の財源。 

【田中自然環境課長】 この財源といたしまして

は、環境美化基金を使っております。 

【髙比良委員】 環境美化基金は、昔の緑化基金

だったりを統合して膨らませたものか。そうし

たらメニューが幾つかあるわけだね。そこの中

で緑化事業の推進という項目があって、その果

実をいただいて、配分をしながら、こういうと

ころに進んでいると、そういう構図でやってい

るんだな。 

 どう思うか、やっていることについて。17万

円とか23万円、事業費の何パーセントの補助か、

よくわからないけれども、広域的というか、高

度というか、総合というか、県の役割から見た

時の緑化事業の進め方についての話さね。 

 特に、こども園とか保育園は、園庭の芝はり

緑化とか、そういった補助メニューがこども未

来課の方でもあるんですよね。それはそれでや

ってもらえばいいので、ビオトープは少し違う

のかもしれないけれども、これは芝はりなども

入っているだろう。 

 そうすれば、県の緑化事業、緑化の推進とい

う取り組み方としてどうなのかなというふうな

思いがするんですよね。例えば、県で整備をし

た県有施設について市町に委託をする、交付金

で手当てをしましょうと、その辺については非

常に金額が小さくてもわからないではないです

よね、県が事業主体になっているわけだから。

しかも公園施設だ。公園の、言ってみれば利用

促進ということにもつながっていくという話な

んだけど。 

 緑化というのは、ちょっと言葉は悪いかもし

れないけれども、環境部じゃなくても、どこで

も取り組んでいこうというような、そういうふ

うなものでもあるたいね。それは、例えばモデ

ル事業で県で、緑化を進めるにはこういうふう

なやり方よねとか、あるいは、こういうつくり

方は、生物の多様性の保全というような観点か

らも優れたやり方よねとか、そういうものを示

すというんだったらよくわかるんだけれども、

何か小さい点でばらばら、ばらばらやっていく

というのは、本当に事業効果が出るのかなとい

う思いがあるんだけど、この辺をどう考えてい

るのかという話なんだけど、どうですか。 

【田中自然環境課長】 先ほど委員からお話があ

りましたとおり、環境美化基金は、昔の緑の基

金と環境保全基金を合併させたものでございま

す。 

 緑の基金の時には、多くの県民の方から寄付

金という形でいただきまして、それを原資にし

まして基金という形にしております。一つは、

そういう形の寄付金に対しまして、県がある程

度還元するという気持ちがあります。当然緑の

基金ですので、緑化事業をやってほしいという

多くの方々の気持ちに対して、こういった形で

補助金で還元するという考え方がございます。 

 またもう一つは、こういった学校法人、ある

いは社会福祉法人等における緑化につきまして
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は、ほかのところで対象になっていない、補助

金がないというお話も聞いておりまして、緑化

の支援ということでは意義があるのかと思って

おります。 

 また、子どもたちが小さいころから、生物多

様性保全の一環となりますようなビオトープ等

を子どもたちにつくってもらう、あるいはそう

いった中で生き物と触れ合うことができるとい

うことは環境教育にもつながるというふうに考

えておりますので、点的なものではございます

が、将来的には、こういったところがたくさん

増えていけば線になるというふうに考えており

ます。 

【髙比良委員】 緑化基金がつくられた経緯は私

も承知している。だから、そういうものに応え

て、しかも自然環境課として、緑化の推進とい

ったことについて先頭を切ってやっていくと、

そういう役割を担っているだろうと、そのこと

については全く異議がない、そのとおりだと思

っている。 

 要は、事業の執行の仕方のことについて議論

をしたいと思って提案をしているんですよね。

点を幾つかやっていけば線になっていくという

話なんだけど、えらい気の長い話になってしま

うね。 

 全体の件数そのものも少ないんだから、何と

いうかな、わざわざ県がやる意義というものを

具体的に体現をすると言ったらおかしいけれど

も、何かしっかりお示しする手法というものを

ここで考えられないかな。ある意味、特化する

というか、あるいは戦略的に何カ年計画で、ど

ういうふうにそこはやっていくとかね、その辺

は少し議論の余地があるんじゃないかな。はっ

きり言えば、市や町で取り組む話だよね、この

手のものについては。県がなんでわざわざとい

う気もするんだよな。 

 いきなりの話なものですから、よかったら、

庁内でちょっと議論をしてもらうのがいいのか

なというふうに思っていますので、少し問題提

起だけさせてもらいます。 

 それから、さっきのごみの業務委託だけど、

これは海岸漂着物の処理推進法に基づく措置な

んですか。そうではなくて単独なんですか。財

源は何ですか。 

【重野廃棄物対策課長】 委員ご質問の件ですけ

れども、海岸漂着物の補助金に基づく予算で今

回の事業を行っております。 

【髙比良委員】 そうですか。わかりました。特

定財源が確保できたので、それに基づいた先行

事例と、そういう認識だということだね。そう

すると、この手のものが今から幾つか出てくる

という話だろう、県管理の分については。 

 それは、基本的にエリアとしては、国境離島

というか、そういうところに限定されているん

ですか。もう少し内海というか、そういったと

ころはどうなのか、対象は。 

【重野廃棄物対策課長】 海ごみ交流事業につき

ましては、昨年度から対馬、壱岐、五島、上五

島の4離島を中心に、4離島を回ってＮＰＯ法人

を育成するというふうな形で海ごみの交流事業

を始めております。一応、4離島をまずは中心

にやっていくというふうな形で考えております。 

【髙比良委員】 そうすると、例えば、流木被害

等による海岸漂着物、港湾とか漁港とかに入っ

てくるごみの撤去は該当しないということです

か。 

【重野廃棄物対策課長】 はい、そのように考え

ております。あくまで海ごみ交流事業というこ

とで、国外から流れてくる海ごみの発生抑制対

策をどのようにするかというふうなところで考
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えております。 

【髙比良委員】 道路や河川でやっているアダプ

ト制度というのがありますね。ああいうふうな

ものは、海岸とか海浜といったところに育てて

いくというか、そういう主体をつくっていく取

組は促進をしていないんですか。 

【重野廃棄物対策課長】 今ご質問の件で、ボラ

ンティアの推進ということでの海ごみの撤去と

いうふうな活動は行っていただきたいと。国の

基金もそこまで長く続くわけではないので、ボ

ランティアを育成するというふうなところで、

アダプト制度を利用して海ごみの対策をとって

いくという形にはなっております。基本的には

国の基金、補助金を使っておりますので、海外

から流れてくる海ごみとか、河川の上流から流

れてくる海ごみとか、そういうのを中心にやる

というふうな形になっております。 

【髙比良委員】 早計かもわからないけれども、

金がついた時だから事業としてやるということ

だけじゃなくて、やっぱり普段から一定、そこ

の清掃活動というか、あるいは監視活動という

か、そこを守る地元の人たちのネットワークが

あって、かつかつやりながら、大きな清掃作業

というか重機等も入れてやらなきゃいかんとい

うのを例えば年に1回、こういう補助メニュー

を使ってやると、そういうふうなものが望まし

いんじゃないかと思うんです。だから、金がつ

いて事業として何か執行してくださいという話

ではなくて、要するに自分たちのものとしてや

るという意識づけを育ててやるという話だと思

うんだけど。できれば通年、年間を通じてそう

いう活動を育成するということも併せてやりな

がら、そういう事業を展開していくといったこ

とを今後検討してもらえればいいかと思います。 

【ごう委員長】 ほかに質問はございませんでし

ょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 では、次に、議案外所管事務一

般について、ご質問はありませんか。 

【宮本委員】 説明資料の3ページ、食品ロス削

減対策の推進について、確認の意味も含めまし

て質問いたします。 

 県でも、6月定例会でもありましたとおり、

「九州食べ切り協力店」などでさまざまされて

いますけれども、さらに食品ロス削減を進める

にあたりということで、フードバンク事業者と

か子ども食堂事業者、そして行政機関等9団体

が参集していろんな意見交換を行ったとありま

す。 

 まず一つ、フードバンク事業者ですけど、知

る限り、長崎にそうないような気がするんです

が、実際のところ今、県内にどれぐらいあるの

か、確認させてください。 

【重野廃棄物対策課長】 委員ご質問の件ですけ

れども、県内に2業者ございます。長崎市に長

崎フードバンクシステムズ、それから佐世保に

協和商工がやっているフードバンク協和がござ

います。 

【宮本委員】 そうですね。あまり聞かないなと

いう思いがしました。 

 私の地元の佐世保で、いろいろ意見交換を私

自身もしてきまして、すばらしい取組をされて

いるなというのが実感でした。こういうのをさ

れているんだなというのを改めて勉強させてい

ただいたんですけど、それについて行政がどう

関わっていけばいいのかというのを私なりに考

えはしたんです。 

 ここに遠隔地の需要に応えるためにというふ

うに書いてありますけど、確かに離島からの要

請もあるというふうに聞いています。今のとこ
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ろは市内だけだけれども、やはり要請としては

離島からもあるんですよということ。ただ、取

りに来てもらうので、そういった運賃、費用が

難しいんですよねということでした。 

 長崎市のフードバンク事業者においても、そ

ういったのは多分あると思うんです。そういっ

たところに行政が関与して、もうちょっと展開

していくことができないのかなというふうに思

ったんですけど、そこの面は今後、何か考えと

か、こういったものをやっていこうとかという

取組とか計画とかありますか。 

【重野廃棄物対策課長】 今年度につきましては

協議会を立ち上げたいと考えております。11月

に立ち上げる予定なんですけれども、フードバ

ンク関係の協議をする場ということでワーキン

ググループとか、そういうものをつくりまして、

現在、県南地域は長崎市のフードバンクシステ

ムズさんがある程度賄っているんですけれども、

県北地区についてはなかなか進んでいないとい

うこともありますので、そちらの部分でフード

バンクの事業がうまくできるように、システム

づくりにまず取り組んでいきたいと今のところ

は考えております。 

【宮本委員】 今から協議会を立ち上げてという

ことですね。わかりました。 

 ただ、一つ私が思ったのは、この事業は、あ

る程度の規模があるところじゃないとできない

なと実感をいたしました。ある程度の規模とい

うか、多く取引を行っている事業所が主体とな

ってやっていかないとなかなか、ちょっと小さ

いようなところでは難しいのかなという気もし

ました。 

 こういったフードバンク事業者が県内にでき

ることによって、子ども食堂とか、今よく耳に

しますので、そういったところと連携をとって

食品ロス、そして困窮者対策というのでしょう

か、申し訳ないかもしれませんけれども、そう

いったことにもつながるんだなと改めて実感し

たところでした。 

 長崎県食品ロス削減推進協議会について、今

後の設置スケジュールといいましょうか、いつ

までに立ち上げて、いつ初会合を開いて、そし

てまた、ここにはどういったものが参画してく

るんですよというのがあればお聞かせください。 

【重野廃棄物対策課長】 こちらの資料にも載せ

ていますけれども、8月に第1回の準備会を開き

ました。9月の末に第2回準備会を開きまして、

11月に協議会を立ち上げるよう現在進めてお

ります。 

 協議会の参加者につきましては、学識経験者、

小売業者とか製造業者等を含めた事業者、それ

から、先ほどのフードバンクシステムズとかな

がさき子ども食堂ネットワーク等のＮＰＯ等、

消費者団体の代表、それと行政を含めた形で、

この協議会を進めていきたいと考えております。 

 基本的には食品ロス削減対策というところで、

食品ロス削減に関する取組の検討及び推進、情

報交換とか情報提供、それと普及啓発に関する

ことを中心にやっていきたいと考えております。 

【宮本委員】 わかりました。 

 事業者の方もさまざまなご意見、そしてこう

いった現状ですよというのを持っていらっしゃ

いますから、こういった協議会でどんどんと意

見交換、情報交換して、県としても何か推進、

支援できるところがあれば、しっかりとサポー

トしていただきたいと強く要望させていただき

ます。 

 それともう一つ思ったのが、各自治体に備蓄

食というんですか、災害時に備えての備蓄食が

あるかと思うんですけど、これは勉強不足で申
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し訳ありません。備蓄食について、期限がある

と思うんです。例えば期限切れになったものは

どうしているのかというのがちょっと気になっ

たんですけど、その点ちょっと教えてください。 

【重野廃棄物対策課長】 多分、県でもそうです

し、市町村でも災害時の備蓄用の食糧とかは保

存していると聞いております。 

 ただ、それをどうやってフードバンクとか子

ども食堂に流していくかというところについて

は、まだ今、検討中のところでございます。明

確にはその辺、どうやって流していくかという

ところは、今から検討していくという形になり

ます。 

【宮本委員】 ということは、期限切れになった

ら、今までは廃棄処分していたということでし

ょうか。 

【重野廃棄物対策課長】 すみません。その辺は

まだ詳細に私も把握しておりませんで、明確に

言える資料は持ち合わせておりません。 

【宮本委員】 了解しました。 

 こういったものに使うのは難しいかもしれな

いですね。フードバンク事業者も言われていま

した。お互いに取り決めをしているんですよと。

渡して、もしも何かあった場合については、健

康被害が出るといけないから、提携書を取り交

わしているんですよということでした。だから、

こういった備蓄食を分配するというのはどうか

なという思いもあるんですけど、期限切れにな

る前に利用できればですね。ものすごい数のも

のが備蓄してあって、期限が3年とか5年とか多

分あると思うんですけど、それをどうされてい

るのかなとちょっと気になったものですから、

それをこういったところに有効活用できると食

品ロスの削減につながっていく。各自治体が積

極的に備蓄食の食品ロス削減対策ができるんじ

ゃなかろうかなと思っていますから、これにつ

いては、よくよく環境部でも協議なされて、備

蓄食についての取り決めとか対策とかは推進し

ていただきたいと思いますけれども、部長、こ

れに関してどうですか。 

【太田環境部長】 行政で備蓄しております食品

等については、所管は福祉保健部になっており

ます。 

 特に福祉保健部は、貧困家庭とか、そういう

需要側の立場で関わっていただきたいと思って

おりますし、そういう備蓄が市町にもあるでし

ょうから、そういうところをどういうふうに有

効活用できるかというのは、今後話をしていき

たいと思っております。 

【宮本委員】 わかりました。そうですね、いろ

んな問題は出てくると思うんですけど、非常に

大事なところかなと思ったものですから、横ぐ

しではないですけれども、しっかり連携をとっ

ていただいて、一つの大きな対策になろうかと

思いますから、今後協議をしていただきたいと

思います。 

 それともう1点、5ページの生物多様性保全の

推進についてです。 

 カワウソが発見されたと、確認されたと、実

に38年ぶり。私もテレビで見てびっくりしたん

ですけど、これについては全国的にニュースに、

話題になりまして、いたんだなと。私も38年前

はまだ小さかったのであれですけれども、非常

に大事なものであるというふうに思っています。 

 ここに書いてあるのは、環境省が行っている

調査結果を待っているということですけど、そ

れも大事なんでしょうけど、長崎県として。 

 こういった全国的にもものすごい、カワウソ

が発見された。生物多様性保全ということであ

るならば、県として対策本部を設置して、そこ
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で研究を進めていくというのも大事じゃなかろ

うかなと思うんですけど、やっぱりこれは先に

国が行っているのを待ってからの立ち上げとな

るんですか。そこの確認だけさせてください。 

【田中自然環境課長】 委員からご質問がありま

したカワウソについては、国が所管しておりま

す種の保存法に関連して、環境省では2012年に

レッドリストで絶滅種という形にしておったも

のが、今回、38年ぶりに琉球大学の撮影により

まして確認されたということですので、基本的

には国がしっかりとやっていくことが重要かと

思っています。 

 県といたしましてはこれまでも、ツシマヤマ

ネコについても同様ですが、国が行います調査、

分析結果等、あるいは対策につきましては、県、

対馬市と連携しまして、そういった協力、ある

いは対策を行っていくということを進めてまい

りたいと思っております。 

 今回のカワウソの発見につきましては、全国

的に非常に反響も大きくて、また、地元市も非

常に関心を持っておりますので、環境省が今月

行いました調査結果の分析に基づきまして、ど

ういった対策が必要なのか、国と話をしてまい

りたいと思っております。 

 今回のカワウソ発見で、対馬市の自然環境が

非常にいい状態で保たれているという証拠にも

なったと思っておりますので、県としましては、

引き続き自然環境の保全に力を注いでまいりた

いと思っております。 

【宮本委員】 わかりました。 

 今からカワウソの生態とかがどんどん解明さ

れていくんじゃなかろうかなと思います。38年

どうやって生きていたんだろうかとか、どうい

った行動をしていたんだろうかと、非常にこれ

は学術的にも貴重な資料となるのは間違いない

と思いますから、しっかりと国と連携をとって、

県も主体となって取り組んでいただきたいとい

うことを申しておきます。以上です。 

【堀江委員】 水道施設の耐震化、老朽化につい

て質問したいと思います。 

 県内では更新時期を迎えた水道施設が多いと

仄聞していますが、長崎市内でもここ数年、水

道管の破裂で市民生活への支障が出る事態も起

きています。 

 そこで、県内自治体の水道施設の耐震化状況、

あるいは老朽化状況というのか、そこら辺を教

えていただけますか。 

【田口水環境対策課長】 上水道事業のうち、基

幹管路の耐震適合率は県全体で28.4％になって

おります。全国が37.2％となっていますので、

全国よりも約9％程度低い数値となっています。 

【堀江委員】 それ、もう一度言ってください。

基幹管路の何と言いましたか。 

【田口水環境対策課長】 基幹管路というのは主

要な管ということでございまして、それの耐震

適合率と。 

 実は、耐震化率と耐震適合率と使い分けをし

ておりまして、管自体が耐震管、構造自体が耐

震管になっているものの割合を耐震化率といっ

ています。 

 それに対しまして耐震適合率といいますのは、

構造自体は従来の管ではあるんですが、敷設し

ている場所が強固な基盤であるので、地震時に

おいても損傷はしないという場合について耐震

適合率と定めております。この割合が28.4％と

いうことでございます。 

【堀江委員】 つまりそれは、日ごろ日常生活で

いうところの耐震化率となるんですか。 

 一方で、水道管そのものを替えなきゃいけな

いということについては別の指標があるんです
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か。 

【田口水環境対策課長】 少なくとも耐震適合率、

地盤が強固なある部分につきましては、地震時

においても損傷する確率が低いということ、あ

る程度の耐震能力は持っているということにな

っておりますので、いわゆる耐震化されたもの

と見なしている状況でございます。 

【堀江委員】 耐震適合率について質問しますが、

県全体としては28.4％、全国の37.2％に比べた

ら低いということですけど、それは自治体別に

は出ないんですか。 

【田口水環境対策課長】 申し訳ありません。今、

市町村別の資料は持ち合わせておりませんが、

例えば長崎市で申し上げますと、約14％程度で

あったかと記憶をしております。 

【堀江委員】 わかりました。 

 私がいきなり通告もしないでこの質問をして

いるので、そうであれば後ほど、その資料をい

ただきたいんですが。 

 私がここで質問したいのは、県内の自治体の、

もちろん市町が実施主体になるんですが、長崎

県としては指導監督をするという立場もありま

すし、県民の安全・安心な生活を守るという立

場から、国の補助も含めて予算の確保で対応す

ると理解をしているので、要は、その水道管の

状況がどういうふうになっているのかというこ

とを明らかにしてほしいと思って質問している

んですが。 

 そうしますと、28％を100％にしないといけ

ないですよね。ここはどんなふうにするという

のがあるんですか。 

【田口水環境対策課長】 まず、管の状況を正確

に把握することが必要だと思います。それに基

づきまして、まずどこから手をつけていくべき

か。管の重要度、例えばその管が破断した時の

影響度の大きさであるとか老朽化の度合い、緊

急度、そういったものを総合的に判断しまして

整備順位をつけるという形で整備の順番をつけ

ると思います。 

 あとは財源をどうしていくかという部分でご

ざいます。国の方も、生活基盤施設耐震化等交

付金を平成27年度に創設いたしまして耐震化

に向けた支援を行っているところでございます

が、残念ながら全国的に同じような耐震化に向

けての取組がなされていますので、予算の内示

率も7割程度にとどまっているということでご

ざいますので、なかなか私ども地方が考えてい

るとおりに耐震化が進んでいかないという状況

はございます。 

 しかしながら、先ほどみたいな優先順位、緊

急度、そういうものを踏まえながら計画的にや

っていく必要があるというふうに考えておりま

す。 

【堀江委員】 そうしますと、その計画は、長崎

県生活基盤施設耐震化等事業計画のことをいう

んですか。 

【田口水環境対策課長】 生活基盤施設耐震化等

交付金の事業計画を立てておりますが、それは

あくまでも予算の計画でございまして、実際は

ストックマネージメント、いわゆる施設自体を

どこから、どこをいつやっていくかといったも

のがベースにありまして、その中から、今年は

ここをやりましょうということで先ほどの事業

計画に落としていくという流れになっておりま

す。 

 したがいまして各市町は、まずはベースにな

りますストックマネージメント計画というもの

を策定する必要があります。 

【堀江委員】 私が知りたいのは、基幹管路の耐

震適合率が28％という中で、それぞれの自治体
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によってその率は違うけれども、その自治体が

どのような計画をもって、もちろん予算の確保

という問題もありますけれども、どういう計画

で耐震化をいわゆる100％にしていくのかとい

うことを、県民なり自治体のそれぞれの市民な

りはやっぱり知っておくべきだと思うし、それ

を明らかにしなきゃいけないと思うんですけれ

ども、そこら辺はどうやったら知ることができ

るんですか。 

【田口水環境対策課長】 先ほどのストックマネ

ージメント計画につきましては、既に計画を策

定している市町もございますし、現在策定中と

いうところもございます。策定された市町にお

かれましては、ホームページで公表されている

ところもございます。そういう形で、市町とし

ましては市民の皆様方に周知を図っているもの

と考えております。 

【堀江委員】 長崎県のホームページで、それを

見ることはできますか。 

【田口水環境対策課長】 県ではなく、各水道事

業者のホームページになるかと思います。 

【堀江委員】 わかりました。じゃあ、各自治体

でないと、それぞれの今後の状況についてはわ

からないということですね。 

 でも、少なくとも県としては、ストックマネ

ージメント計画は把握していますか。 

【田口水環境対策課長】 策定状況については把

握しておりますし、策定中のところにつきまし

ては、早急に策定するよう指導しているところ

でございます。 

【堀江委員】 じゃあ、後ほどでいいので、スト

ックマネージメント計画を、県内市町別にある

と思いますので、それもいただけますか。 

 そこで最後にしますが、予算の確保です。国

の内示もなかなか確保が困難と。 

 私どもも、日本共産党長崎県委員会として政

府要望を行っておりまして、その中でそれぞれ

の自治体、地方議員から出されるのが、安全・

安心の水道水の供給のための財政措置の拡充と

いうことで予算をお願いしたいと要望するんで

すが、言われるように政府、国側の回答は、例

えば要望額の5割、6割しか交付されないんだと。

先ほど課長は7割の交付というふうに言われま

したけれども。 

 来年度に向けて、これからさまざまな予算編

成の交渉があると思うんですが、そういう予算

の確保の状況というのは、また来年度について

もこのように少ないんでしょうか。要するに満

額といいますか、なかなか困難な状況はこれか

らも続くんですかね。 

【田口水環境対策課長】 来年度の予算につきま

しては、今、国が予算編成をしているところで

ございます。その状況を聞きますと、昨年度を

上回る予算要求はしているというお話は聞いて

おりますが、実際どの程度が地方に配分される

かというのは、現時点においては不透明でござ

います。 

【堀江委員】 もちろんいろんな国の動きもあり

ますので、簡単にどうこうということにはなら

ないと思いますが、水道施設の耐震化の問題は、

私が申し上げるまでもなく、本当に安全・安心

の暮らしを支える意味でも大事なことだという

ふうに思っておりますので、長崎県ももちろん

行っておりますけれども、予算の確保、それか

ら市町へのそうした指導、計画の作成を含めて

お願いをしたいということも、この機会に申し

上げておきたいと思います。終わります。 

【深堀委員】 昨日の農水経済委員会でも議論が

あっていると聞いているんですが、長崎市の琴

海戸根町のメガソーラー建設工事現場で起きた
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土砂で濁った水が、8月中旬以降、長崎市内の

戸根川と、同じく外海地区の神浦川上流に流れ

込んでいるという大きな報道が9月にあってい

るわけです。 

 もちろんこれの開発許可に関連しているのは

農林部で、河川を管理するのは土木部で、開発

に関係するところで言うならば産業労働部も関

係してくるのかなと。これは環境に影響を与え

ることなので、環境部にも当然関係することだ

と思うんですけれども、この事象についての環

境部の把握状況をまずお尋ねをしたいと思いま

す。 

【吉原地域環境課長】 太陽光発電所での土砂の

流出の事故の件ですけれども、太陽光発電所の

施設の開発の部分に関しましては環境アセスの

対象にはならないと、開発面積で対象規模に該

当しないということで、アセスの届出等はあっ

ておりませんでした。 

 土砂の流出事故につきましては、新聞情報で

私どもは認知したというところでございます。 

【深堀委員】 新聞情報で第1報を把握したんだ

ろうけれども、その後、その他の情報は入って

いないんですか。 

【吉原地域環境課長】 入っておりません。 

【深堀委員】 それは情報を収集するべきじゃな

いんですか。 

 というのが、なんで環境部でこういう話をし

ているかというと、8月に通常よりも濁った水

がどんどん、どんどん流れこんできたことによ

って神浦ダム湖面の広範囲を濁水が占めたと。

これは長崎市の話ですけれども、戸根浄水場で

は、流入する濁水が処理能力を超えたため、約

700世帯の上水道が約1日濁り、市上下水道局が

給水車を出して対応したと報道があっているん

ですよ。 

 皆さんは、その状況とかも把握していなかっ

たのか。 

【田口水環境対策課長】 水源の情報につきまし

ては、当日、長崎市から連絡が入りまして状況

把握をしております。その内容は、国にも報告

をしております。 

【深堀委員】 じゃあ、やっぱり把握していたん

だね。もちろんこのことに関連してはですよ。 

 環境部の関わり方として、直接事業者に対す

る関わりはないにしても、環境に影響を与えて

いる事象が、当然大村湾にも影響があっている

わけですよね。それを考えた時に、これに対す

る見解を、環境部としてどういうふうに考えて

いるのかと、私はこういう議案外の時に報告が

あるのかなと思っていたんですけど、何もなか

ったので、そのあたりはどうですか。 

【ごう委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午前１０時５２分 休憩 ― 

― 午前１０時５３分 再開 ― 
 

【ごう委員長】 再開いたします。 

【山口環境部次長兼環境政策課長】 この件につ

きましては、水道水の水源ということで、状況

については水環境対策課が把握を一義的にはや

っております。 

 環境という面につきましては、神浦川の部分

ということで、一義的には長崎市の環境部局が

担当して対応しているというふうな状況です。 

 ただ、今、委員がおっしゃいますように、大

村湾に濁りが一部流れているということでござ

いますので、その辺は大村湾の公共用水域の測

定等もやっておりますので、その中でも把握を

していきたいというふうに思っております。 

 これについては、県の環境部と長崎市の環境

部、長崎市の水道部局、あと、林地開発をした
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ところの県央振興局の部分もありますので、そ

の辺も情報を取りながらやっていきたいという

ふうに思っております。 

【深堀委員】 私が問題を提起したのは、しっか

り環境部としてもこの事象を把握しておくべき

だと。さっき冒頭に言いましたけど、農林部も

土木部も産業労働部も、ある意味関係している

事象なので、環境部としては、そういう状況を

いろいろ長崎市の上下水道局から情報を収集し

て、状況を把握しておくべきだというふうに思

います。 

 特に長崎市では、薬品の増量とか職員の時間

外出勤など想定外の対応を迫られ、濁水の原因

をつくった業者に対して補償を請求することを

協議中だとかというような状況も、ある報道で

はあるんですよね。 

 だから、県としては、そういった情報をしっ

かりつかんでおいて、何かあった時には対応で

きるような態勢が必要だと思って、この問題を

聞いてみましたので、そこはお願いしておきま

す。 

 次に、海ごみの話が先ほどいろいろ出ており

ましたが、そこで確認なんですが、海岸漂着物

というのは、なかなか減る傾向にないですね。

先ほどの事業の中でも、ＮＰＯ法人を含め、い

ろんな取組をされているのも一定理解をしてい

ます。 

 ごみが流れてきたことに対する回収はわかる

んだけれども、その一方で、そういうごみを減

らす対策もやらなければ、ただ流れてきたもの

を回収するだけではもちろんだめで、そもそも

のごみを減らすことが必要になってくる。その

取組は具体的にどういったものがあるのかとい

うのを少し教えていただけませんか。 

【重野廃棄物対策課長】 委員ご質問の件は、発

生抑制対策という形になってくると思います。

外国のごみが流れてくるということですので、

流れてくる韓国側の高校生とか大学生、若い人

たちを集めて、海ごみの現状を認識していただ

いて、今後どういうふうに対策をとっていった

らいいかというふうなところをディスカッショ

ンしながら広めていくと。韓国に帰った時に、

日本の状況を韓国で話してもらって、発生抑制

対策につなげていくというふうな形になってい

くと思います。 

 あと、ボランティアの育成というところもご

ざいます。"チーム防人"の中山さんがよく言う

んですけれども、拾う者はごみを捨てないとい

うふうな形で、一回、苦労してごみを拾って、

これだけごみがあるんだよというところを認識

していただければ、ごみを簡単に捨てることは

ないだろうということで、そういうボランティ

アの育成を図っていくという形になっていくと

思います。 

 あと、通常のごみの削減というところでマイ

バックの運動とか、コンビニ袋が捨てられない

ようにするとか、通常のごみの啓発というとこ

ろで発生抑制対策をやっております。 

【深堀委員】 発生抑制対策はわかりました。 

 考え方なんですけど、プラスチックとかがよ

く問題になりますよね。プラスチックのような

分解しないものが困るわけですね。そういった

プラスチック製のものを減らすというか、有害

なものを減らしていくという対策、こういった

ものは何かありませんか。 

【重野廃棄物対策課長】 通常のごみに対する意

識ですけれども、製造者が製造者責任というと

ころで、ものをつくった時にごみとしてどう分

解をして、どういうふうな影響を与えるかと、

製造者のところでプラスチックの製品とかをつ
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くる時に、ある程度考えてやっているところは

ございますけれども、具体的にどういうものが

あるかと言われますと、今、説明する資料を持

ち合わせておりません。 

【深堀委員】 こういう質疑をしたのは、対馬で

地域おこし隊の活動をされている方の記事が載

って、海岸漂着ごみ問題について彼女の意見を

読んで、そうだなと思ったんですよ。 

 というのが、こういうことが書かれています。

「台風による養殖施設の崩壊などによってごみ

が出るのも、ある程度仕方がないことかもしれ

ません。管理を工夫するのは当然のこととして、

屋外で使用する漁具などに関しては、万が一、

遺失しても分解できる素材を使用することを義

務づけるなどの対策が必要ではないのかと思う。

プラスチックは安価で、いろいろな形状に簡単

に加工できる便利な素材である。しかし、分解

しにくいという性質は、ごみになった時とても

厄介なものとなる。使用したその後のことを考

えて生活したいものである」というのが、こう

いう海岸漂着物の削減に取り組んできた人の一

つの意見としてあって、そういう考え方もある

なと。ごみを回収する、ごみの発生量を減らす

という取組と、ごみになっても環境に影響を与

えないような素材に変えていく努力も必要なん

だなというふうに考えたわけです。 

 ですから、環境部の仕事として直接的に皆さ

んが、例えば漁具を環境にやさしいものに替え

るということに対しては水産部の話になるのか

もしれないけれども、そういう発想に立ってい

ろんな事業を構築していく、他部局とも連携し

ていくということは、私は今後必要になってく

るんじゃないかなというふうに思うんですよ。

どうでしょうかね。 

【重野廃棄物対策課長】 今、委員がおっしゃる

とおり、そういう協力というのは非常に重要な

ところだと思っております。 

 昨年度、韓国との交流をしている中で、韓国

からの廃プラスチックのごみが、漁具で使って

いるようなごみがよく日本の方に流れてくると

いうふうなところの事情を説明して協議した中

で、そういう漁具についてプラスチックを使わ

ないようにするというふうなところで進めてき

たところもございますので、水産部とか関係機

関と国と連携しながら、そういうふうな対策を

今後も進めていきたいと考えております。 

【ごう委員長】 ほかにご質問はありませんか。 

【吉村(庄)委員】先ほどから申し上げておった

下水道関係のところです。この普及率の問題で、

汚水処理人口の比率をどうしていくという計画

があるでしょう、汚水処理計画というのかな。

これは相当先の話なんですけれども、平成38年

ぐらいにかなりの高い水準の目標を設定されて

いると私は理解をしているんです。平成38年に

9割ということですね。達成するために整備を

進めると、こういう状況ですね。 

 平成38年に90％という目標を設定されてい

ますが、平成27年度末に78％、全国平均よりも

少し低いんですけど、離島・半島地域で50％と

いう数字にあなたたちの資料でなっているんで

す。 

 これ、あと4～5年後というふうなところで区

切りがあるかどうか知りませんが、その区切り

があるかどうかは別にして、順調に進んでいる

のかどうか、これをまず聞かせてください。 

【田口水環境対策課長】 汚水処理施設の整備方

針といたしまして、汚水処理整備構想を今年3

月に見直しを行いました。その中で、委員がお

っしゃいますとおり平成 38年度において

90.2％を目指すという方針を出しております。
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平成28年度末時点で79.5％ですので、ここ10年

で10％を目指すという割合になります。最近の

上昇率が平均しまして0.7％程度で推移してい

ますことから、十分達成可能な状況であるとい

うふうには考えております。 

【吉村(庄)委員】 自信をお持ちですがね。先ほ

どからも話があった、上水道の中では簡易など

も使っているんですね。これは下水道です。下

水道は下水道でも、それに直結している部分も

あるし、独自のものもあるんですけれども、浄

化槽関係、流域下水道だとか、あるいは農村、

漁村の云々とか、処理とか、こういうのがずっ

とあるんですけど、今、浄化槽等の関係も含め

てずっとやっておられて、進め方としては一生

懸命考えているということですが、汚水処理施

設を整備する時の国の支援措置はどうなってい

るんですか、基本的に。それを教えてください。 

【田口水環境対策課長】 下水道事業につきまし

ては、原則2分の1の補助をいただいております。 

【吉村(庄)委員】 各市町でそういう問題をして

いく時には、必ず費用が要るわけです。下水管

を設置して、水は上水道の方を使うかというふ

うなことになっていくんですが、要するに、下

水道を整備する場合は下水道管、浄化槽の場合

も、それぞれ個別のものもあるし、集団でやる

場合もある。あるいは、集団と下水道と、従前

は集団だけど、浄化槽だったんだけれども、そ

れをつなぐとか、こういうふうなことを含めて

いろんなやり方をする中で、農村、漁村につい

ては一定の集落条件があるけれども、最近はそ

ういう集落条件が必ずしも十分でなくなる、こ

ういう状況もありますから、私は、なかなか難

しいところが残るんじゃないかと思っています

けれども。 

 各市によっては、下水道じゃなくて浄化槽と

いうところもあるでしょう。例えば、平戸もそ

うでしたかね、下水道全体としては。島原あた

りが、下水道を今からどうするかという感じで

すがね。 

 ここら辺のところについて、私は、進めてい

く場合に難点があるような感じがしますが、そ

ういう部分は、下水道はやらんけれども浄化槽

事業の方をずっとやってきたから、一応の対応

はできているんだという地域もあるし、十分で

ないところもあると思うんですが、そういう内

容について、いわゆる公共下水道をとっていな

いところについては、幾つか例示があると思う

んですが、そういうところについては今後、そ

ういう計画があるのかどうか聞かせてください。 

【田口水環境対策課長】 3月に策定しました汚

水処理構想の一つの見直し点といたしまして、

従来、集合処理で計画しておきながら事業を着

手していないところがございました。例えば、

離島でいいますと対馬とか、本土でいいますと

平戸、そういうところにつきましては、下水道

で整備計画がありながら、なかなか事業化に至

っていませんでした。 

 まず、基本的にそういった事業化の見込みが

あるかどうかということを改めて市町と協議を

いたしまして、今回の見直しの中で集合処理区

を35区減らしました。結果的に対馬の下水道計

画はなくなりまして、五島は縮小、平戸につき

ましても廃止をいたしました。そういう形で、

事業化の見込みがないところにつきましては集

合処理を廃止することで、これまで中途半端で

あった汚水処理計画を少し見直させました。結

果といたしまして、その部分を浄化槽でやって

いくと、一つ大きな方針が出たというところで

ございます。 

 それと、普及率が地域によって違います。傾
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向として離島地域が低いという傾向がございま

すが、これをもう少し分析をしてみますと、下

水道が入っているか、入っていないかで進捗率

が大きく違います。下水道が入っているところ

は行政主導で整備が進められると、予算があれ

ば普及がどんどん広がっていくというところで

ございます。 

 一方で下水道が入っていないところは、浄化

槽主体で整備は進めております。現在の浄化槽

は、個人が設置する浄化槽に対して補助をする

というのをほとんどの市町村が採用されていま

す。つまり、個人が設置する契機を捉えて整備

が進められるというところがございまして、例

えば個人が新築をするとか改築するとか、そう

いった場面がなければなかなか進まないという

部分が問題として出ております。 

 裏を返しますと、そういったところを今後ど

うしていくかというところが、私どもの今後考

えていくべきところであるというふうに考えて

おります。 

【吉村(庄)委員】 わかりました。今の話の中で

幾つかの都市が出てきましたが、島原はどうい

う状況になっていますか。 

【田口水環境対策課長】 島原市につきましても

下水道計画がございますが、今のところ事業の

見込みが立っていないというふうに聞いており

ます。 

【吉村(庄)委員】 そういうところは、浄化槽で

しようがないという考え方になっているのかど

うか知りませんが、いずれにしても、浄化槽の

問題にしても公共下水道にしても拡大をしてい

くという場合には、農村型、漁村型の集落排水

もあるけれども、そういう部分については人家

戸数とかの関係が非常に厳しくなっているんで

すけれども、いずれにしても初期費用というか、

あるいは維持費のところについては、非常に各

自治体は困難を極めているというか、いろいろ

出てきているんです。 

 上水道の老朽化によって漏水という問題が出

てくるんですが、要するに一定の期間が過ぎま

すと維持という問題も当然出てきますから、こ

ういうところについて、今の制度の中では回答

が十分でないような条件、あるいはまた一定の

補助率があるについても、国の制度として、私

は県としては、改善をする、拡充をすることを

求めていくべきだと思いますが、いかがですか。 

【田口水環境対策課長】 私も、委員と同感でご

ざいまして、やはり汚水処理を進めていく上で、

国の財政支援は不可欠だというふうに考えてお

ります。 

 今年6月にも、そういった趣旨の政府施策要

望を行っております。引き続き要望を捉えなが

ら、本県の状況、そして汚水処理の普及の必要

性を国に対して提案していきたいというふうに

考えております。 

【吉村(庄)委員】 それに関連して浄化槽の問題

がありますが、浄化槽協会というのが県にあり

ますね。これは再確認のために教えていただき

たいんですが、県との関係はどういうふうにな

っていますか。例えば出資とか、経営者側とか

具体的なところに県の職員の方がおられるかど

うか、あるいはまたＯＢの方がおられるかとか、

概略で結構ですけど、県の出資云々というとこ

ろについては明確にお示しください。 

【田口水環境対策課長】 浄化槽協会につきまし

ては、浄化槽法に基づきまして、県が指定検査

機関と認定している団体でございます。県と長

崎市、佐世保市が出資をいたしております。ま

た、構成といたしましては、理事長、専務理事、

そして事務局長に県のＯＢが従事をいたしてお
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ります。 

【吉村(庄)委員】 佐世保市、長崎市の出資はい

いですけれども、県は幾ら出資しているんです

か。それを教えてください。 

【田口水環境対策課長】 県は1,500万円を出資

しております。 

【吉村(庄)委員】 先ほど、県の方の関与という

か職員の関係がありましたね、役員の。現在は

長崎県の浄化槽協会に、法律に基づいて検査を

やっていけという中にそういう協会をつくって

やっていると承知しておりますが、ここに弁護

士の方を役員に迎えていますか。 

【田口水環境対策課長】 副理事長に弁護士が入

っております。 

【吉村(庄)委員】 これは、どういう役割を果た

すために弁護士さんが入っていらっしゃるのか。 

【田口水環境対策課長】 協会の運営を円滑にす

るために、ご参加いただいております。 

【吉村(庄)委員】 それはわかりますよ。だから

入れているんでしょうけど、何を担当して、ど

ういうふうにしていこうとしているんですか。 

 弁護士さんをそこに入れるというのは、ある

意味ではどうかなと思うこともあるし、理由に

よっては、こういうところに対策が必要だから

弁護士さんが特別に必要なんだと、こういうこ

とが言われるし、どういうことでそれは入れて

あるんでしょうか。そこだけ聞かせてください。 

【田口水環境対策課長】 理事会の中で、副理事

長である弁護士がどういう役割を果たされてい

るかというのは、私どもは承知をいたしており

ません。 

【吉村(庄)委員】 それはいいですけれどもね、

そういう答弁しかできないというのであれば、

それはそれで結構なんですがね。 

 役員の中に、構成の理事長以下のところに弁

護士さんをお雇いになっているのは、例えばあ

る団体では、そういう法的な団体でなくても、

弁護士さんがおらなければならないような、仕

事上の業務上のいろんな対外的なことだとかな

んだとかがあって、やっぱり弁護士さんをちゃ

んとそういうところに置いておかなきゃいかん

と。こういうのがあるから置いておった方がい

いと、あるいは置いておかにゃいかんと、こう

いう考えに基づいてやっておられるというのが

ありますが、浄化槽の協会で検査を中心にして

法律に基づいてやっているところで、弁護士さ

んを特に入れているのは、あなたたちが入れた

わけではないだろうけれども、どういう位置づ

けで、どういうことをするために入れているか

というのが、関係者としては、あなたたちの姿

勢を問う。 

 県の方も、ＯＢか現職かは別にして、ちゃん

とそこに参加をされている。それはそれでいい

ですよ。行政経験その他を含めてやっていく、

それが悪いとは言いませんが、そういう立場に

ある中で弁護士さんがそこに入っておられるの

は意味があるのかと私は疑問に思うんです。疑

問に思うけれども、あなたたちとしてはどうい

うふうに理解をしているかというのをお尋ねし

ている。 

【田口水環境対策課長】 理事の中には、先ほど

申し上げました副理事長に弁護士が入っておら

れます。それ以外にも理事として、中小企業診

断士とか、さまざまな業種の方が入っておられ

ます。 

 恐らく、さまざまな観点からの検討を行うこ

とで、協会の運営が円滑に行われるのではなか

ろうかというご判断でされたものと考えており

ますし、また、理事者の選任におきましては協

会の中で決定されておりまして、評議会の決議
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により選任されたものでありますことから、県

が特段、入れてくださいと言ったわけではござ

いません。 

【吉村(庄)委員】 中小企業診断士の方とか、そ

のほかの役職、そういう方と弁護士さんとはち

ょっと違うと思うんですよ、仕事柄の問題が。 

 そういう中でされていて、今はどうなってい

るかわかりませんが、一時、労使関係について

問題があったというふうなことも聞いています

が、ここでは、さっきおっしゃったように、そ

このことをきちっとしていくことは、役割をど

うしていくかということは、理事会なら理事会、

その団体のところしか。どこでもそうなんです

けれども。 

 そういうことで、あなたたちが直接関与して

いるわけではないでしょうから、そこはどうか

というのは、また別の機会に必要があればしま

すけれども、やっぱり意味合いはちょっと違う

と思うんですよ。弁護士さんをそこの中に入れ

て、しかも副理事長でしょう。重要な権限を持

つところに弁護士さんが入っている状況ですか

ら。 

 経営その他について言えば、あなたたちがお

っしゃっている中小企業の経験者とか診断士と

か、そういう方がよっぽどあれですけど。 

 だから、それは誤解を招いている部分もなき

にしもあらずと私は思っているんですけれども、

実態については全く知らないわけではないんで

すよ。確かめているわけですから、どんな位置

づけかと。今お聞きしたところでは、よかろう

ということでやっているんだと、いろんなこと

をやるために、こういうふうにおっしゃってい

るだけだと理解して、私としては受け取ってお

きたいと思います。質問は以上です。 

【ごう委員長】 ほかに質問はありますか。 

【山口副委員長】 先ほどの汚水処理の続きにな

ろうかと思いますけれども、今年度末に長崎県

汚泥処理構想を策定するということになってお

りまして、その中では、汚水処理事業から発生

する汚泥の広域処理、それからエネルギー化に

ついて検討を行うということになっております

けれども、現状の汚泥処理、あるいはエネルギ

ー化について、県内の把握はどうなっておりま

すか。 

【田口水環境対策課長】 今年の3月に、ながさ

き下水道連携協議会というのを立ち上げました。

県内で下水道事業を行われている事業者にご参

画いただきまして、その中で下水道に関するさ

まざまな課題について議論いたしております。 

 当面の課題といたしまして、下水処理場から

排出される下水汚泥をどう処理していこうかと

いうことを議論しているところでございます。

今年度、既に幹事会、作業部会等を開きまして

検討を進めているところでございます。 

 現在の進捗状況といたしましては、県内を幾

つかのブロックに分けて集約化ができないかと

いうブロック分けの検討に入っているところで

ございます。 

【山口副委員長】 汚泥処理は、1カ所に集めて

という形で広域処理をなさるわけですか。 

 それと、汚泥処理の現状が焼却処分という形

もありますけれども、たい肥化という形もござ

います。どういう方向でどうなさるのか、それ

がまだ見えてこんとですけど、いかがですか。 

【田口水環境対策課長】 現在、下水汚泥を処理

した後の脱水汚泥を産業廃棄物として搬出して

おります。産業廃棄物は、処理先で再資源化さ

れまして、例えば、たい肥であるとか、建設資

材にリサイクルをされております。 

 私どもが課題と考えておりますのは、実は県
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全体で汚泥が約6万トン出ております。トン当

たり1万5,000円で計算いたしますと、年間8億

円の費用を要するということでございます。 

 今後、人口減少が進む中で当然下水道収入も

減っていく。そういう中で、いかに下水道処理

に必要な経費を抑えていくかというのが、各下

水道事業者に共通する課題でございますので、

そういった観点で検討を進めているところでご

ざいます。 

 事業者によりましては、単独の施設で既に再

利用化をされているところがございます。例え

ば佐世保市とか大村市等につきましては、下水

道汚泥から発生する消化ガスを使って発電をす

ると。その発電した電力を場内の電力に使った

り、もしくはそれを売電して新たな収入源とし

て確保するというやり方もやっています。 

 しかしながら、ほとんど県内の処理場は規模

が小そうございまして、単独で再利用化が可能

な施設の整備等はなかなかできないというとこ

ろがございまして、複数の処理場から出される

下水汚泥を集約化すればスケールメリットが出

て、結果としてそういった再利用につながるの

ではないかということを現在検討しているとこ

ろでございます。 

【山口副委員長】 汚泥処理とエネルギー化とは

分けて考えんといかんと思うんですけれども。 

 汚泥処理の脱水汚泥が汚泥ケーキとなって、

それが産業廃棄物となっていく。それが6万ト

ンあって、それを広域処理すれば効率化につな

がるし、また再利用にもつながるという形での

考え方と、消化ガスをエネルギーとして使うと

いう考え方、それは分けて考えんとですね。そ

れは一緒くたではいかんのではないかと思いま

す。 

 各処理場で消化ガスを発生させ、発生したガ

スを、加温して温度を上げるためにも使ってお

ります。なおかつ残ったガスを燃焼させたり、

いろんな形で、それが余っているからもったい

ないというわけであってですね。そういう処理

を2つに分けて考える必要があると思うんです

けど、いかがですか。 

【田口水環境対策課長】 施設の状況によって、

さまざまだと思っております。そういったこと

も含めまして今、各市町と意見交換をしながら、

どういうふうな仕組みができるのかなというと

ころを議論しているところでございます。 

【山口副委員長】 両方一緒に、エネルギー化も

やれるんじゃないかというふうな形で、さっき

ご回答があったものですから、そこは分けて考

える必要があるということで申し上げるところ

でありましてですね。 

 1万トンぐらいの処理能力の浄化施設では、

消化ガス発電をするには費用対効果がですね、

やっぱりできないということで。消化ガスを小

さな施設から集めて、それで発電をやっていく

ならば効率的であるということですよね。そう

いったことをできるのか。 

 集める費用がかかるのであれば、費用対効果

がちょっと及ばないところに対して初期導入の

補助をちゃんとしっかりやっていく、そういっ

たことも検討に上げていただきたいと思うんで

すけど、いかがですか。 

【田口水環境対策課長】 処理場の規模とか、処

理場の距離、近いか遠いかとか、さまざまな要

素によってさまざまな組み合わせがあると思っ

ておりますので、それは各事業者の話を聞きな

がら検討していきたいと思っております。 

【山口副委員長】 今年度は、そういう可能性に

ついていろいろ調査をやって、継続的に汚泥処

理構想を、検討をやっていくということですか
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ら、ぜひいろんなバターンで考えていただきた

いし、そしてまた再生可能エネルギーとして活

用できるような方向で考えていただければと思

いますけど、部長、最後にいかがですか。 

【太田環境部長】 ながさき下水道連携協議会の

趣旨が、先ほど水環境対策課長が言いましたよ

うに、下水道事業者の効率的な運営をやってい

くということが本旨でございますので、いろん

な形での組み合わせ等もあると思いますので、

エネルギーとか、汚泥の集約化によって共同処

理とか、そういうことを含めていろんな形でい

ろんなことができるかと思っておりますので、

いろいろ検討していきたいと思っております。 

【ごう委員長】 ほかにご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 では、ほかに質問がないようで

すので、環境部関係の審査結果について整理し

たいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時２８分 休憩 ― 

― 午前１１時２８分 再開 ― 
 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

【田口水環境対策課長】 先ほど、堀江委員にご

回答いたしました耐震適合率の数字が誤ってお

りましたので、訂正をさせていただきたいんで

すけど、よろしいでしょうか。 

【ごう委員長】 はい。 

【田口水環境対策課長】 すみません。（発言す

る者あり） 

 長崎市の耐震適合率は65.3％でございます。

後ほど、資料は。訂正させていただきます。 

【ごう委員長】 それでは、これをもちまして環

境部関係の審査を終了いたします。 

 午後は、1時30分より県民生活部の審査を行

います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時２９分 休憩 ― 

― 午後 １時３１分 再開 ― 
 

【ごう委員長】 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 これより、県民生活部の審査を行います。 

 県民生活部は、分科会付託議案及び委員会付

託議案がないことから、委員会による審査とし、

所管事項についての説明及び提出資料に関する

説明を受けた後、陳情審査、所管事項について

の質問を行います。 

 県民生活部長より、所管事項説明をお願いい

たします。 

【木村県民生活部長】 今回、県民生活部関係の

議案はございませんので、議案以外の主な所管

事項についてご説明いたします。 

 「環境生活委員会関係議案説明資料」の「県

民生活部」をお開きください。 

 今回、ご報告いたしておりますのは、女性の

活躍推進、人権尊重の社会づくりの推進、犯罪

のない安全・安心まちづくりの推進、夏期の食

中毒の発生防止、食品の安全・安心確保に向け

た施策の推進についてであり、内容については、

記載のとおりであります。 

 次に、「環境生活委員会関係議案説明資料（追

加2）」をお開きください。 

 追加でご報告いたしております「住宅宿泊事

業法」の公布の内容につきましては、記載のと

おりであります。 

 以上をもちまして、県民生活部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
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【ごう委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて、説明を求めます。 

【松尾県民生活部次長兼県民協働課長】 「政策

等決定過程の透明性等の確保及び県議会・議員

との協議等の拡充に関する決議」に基づき、本

委員会に提出しました県民生活部関係の資料に

ついてご説明いたします。 

 1ページ目をご覧願います。 

 知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、

本年6月から8月に県議会議長あてにも同様の

要望が行われたものは、平成30年度国政・県政

に対する要望書の1件となっており、それに対

する県の取扱いは資料記載のとおりでございま

す。 

 次に、2ページ目をご覧願います。 

 附属機関等会議結果についての本年6月から

8月の実績は、長崎県食品安全・安心委員会な

ど計4件となっており、その内容については資

料3ページから6ページに記載のとおりでござ

います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【ごう委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、陳情審査を

行います。 

 配付いたしております陳情書一覧表のとおり

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。審査対象の陳情番号は14番の1件でござ

います。 

 陳情書について、ご質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 質問がないようですので、陳情

につきましては承っておくことといたします。 

 続きまして、議案外の所管事務一般に対する

質問を行うことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 次に、議案外所管事務一般につ

いてご質問はございませんか。 

【堀江委員】 運転免許証がなくても安心して暮

らせる環境づくりについて質問します。 

 この9月定例会の深堀議員の一般質問に対す

る答弁で、県民生活部長は「運転免許証がなく

ても安心して暮らせる環境づくりに取り組む」

という答弁をされて、その一つのかなめとして

交通安全部会というのを挙げましたけれど、こ

の交通安全部会というのはどういうメンバーで

つくられているのか、まず教えてください。 

【宮下交通・地域安全課長】 高齢者対策部会に

ついてのご質問でございます。これは県の交通

安全対策を総合的に推進するということで、長

崎県交通安全推進県民協議会という大きな組織

がありまして、マスコミ・報道・各事業者、民

間等111機関、120名の委員で構成しています。

この県民協議会の中に高齢者対策部会という組

織が、高齢者の事故防止を総合的に推進すると

いうことで設置してありまして、これに幹事以

下20名おります。その構成員につきましては、

県庁内の各課、長寿社会課も含めて都市計画課、

道路建設課、県警本部は交通企画課、交通規制

課、交通指導課、運転免許課のそれぞれの所属、

それと九州地方整備局、ほかには交通安全協会、

長崎県のバス協会、長崎県タクシー協会等の運

輸事業者も含まれて、合計20名で高齢者対策部

会を構成している状況でございます。 

【堀江委員】 その高齢者対策部会というのは、

長崎県交通安全実施計画との兼ね合いはどうな

るんですか。全く違うんですか。 
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【宮下交通・地域安全課長】 交通安全実施計画

との絡みでございますが、別に交通安全対策会

議というものがもう一つありまして、この会場

では県民協議会と連携し、連動しながら実施計

画を具体的に進めているという状況でございま

す。 

【堀江委員】 私の理解の中で、県民生活部の所

管の中で私の手元に入るのは長崎県交通安全実

施計画というものしか入りません。そうなった

時に、これはあくまでも交通事故をどう防ぐか

というのが主ですよね。それとは別に、先ほど、

運転免許証がなくても安心して暮らせる環境づ

くり、これは別問題になりますよね。全く違う

とは言いませんけれども、今後の対策としてど

ういう環境づくりをするかということで別にな

りますので、まずは、この計画との兼ね合いを

確認したところです。 

 それで、安心して暮らせる環境づくりについ

ては、高齢者対策部会ということで正式名称と

しては対応するという交通・地域安全課長の答

弁が今ありました。これは、どれぐらいの間隔

で、例えば3カ月に1回なのか、6カ月に1回なの

か、1年に1回開かれるのか。 

 そして、その議題の中に、運転免許証がなく

ても安心して暮らせる環境づくりという趣旨の

議題があるのかどうか、2点教えてください。 

【宮下交通・地域安全課長】 お答えいたします。

高齢者対策部会はどれくらいのペースで開催さ

れるかということでございます。委員もご承知

と思いますけれども、改正道路交通法が今年の

3月12日から始まったわけでございます。まず、

その周知も含めて、2月に、この法改正に伴い

まして臨時の高齢者対策部会をこのメンバーで

開催しております。また、4月には、定期異動

でメンバーが代わっておりますので、春の定期

異動後に開催ということで、これは毎年1回開

催している状況でございます。また、最近の高

齢者の事故の厳しい情勢を受けまして、10月中

にももう一回開催を予定しているところでござ

います。 

【堀江委員】 もう一つ、議題はあるのかという

ことを聞きました。 

【宮下交通・地域安全課長】 委員のお尋ねの議

題はということですが、まさしく高齢者の事故

が多発している状況でございまして、これがほ

とんどの主なテーマになるところでございます。

法の適用の推進状況もありますし、また、バス・

タクシー協会、交通運輸事業者もおりますので、

先ほど委員がおっしゃいました高齢者の運転免

許証返納後の公共交通機関の体制を整える意味

でも、このバス・タクシー業界の方にも料金割

引等を推進していただきたいという働きかけを、

あわせて強力に推進している状況でございます。

情報交換も含めて重要な対策を、今、図らせて

いるという状況でございます。 

【堀江委員】 私が一般質問を聞いておりまして、

運転免許証がなくても安心して暮らせる環境づ

くりをどうするかと。そこの一つのかなめとし

て交通安全部会、正式には高齢者対策部会を一

つのかなめといいますか、部署にして、そうい

う環境づくりをするんだというふうに私は質問

を聞きながら思ったんですね。 

 今、答弁を聞きますと、臨時があったり、道

路交通法改正の周知をしたり、それから新年度

に人員が代わるということでするけれども、毎

年1回、年に1回ということですね。 

 そうすると、議題としては、今の話を聞きま

すと事故対策が主ですね。確かに、バスやタク

シーの軽減策なりをお願いしたり、働きかけは

したけれども、それは言うところの議題ではな



平成２９年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２７日） 

- 84 - 

いですよね。今の話を聞くだけでは、どうやっ

て運転免許証がなくても安心して暮らせる環境

づくりをするかというふうにはとれない。 

 そうしますと、県民生活部長が言っていた運

転免許証がなくても安心して暮らせる環境づく

りをするために、いろんな部署が集まって協議

をするという高齢者対策部会というのは、部長

の答弁で言うところの役割を実態として果たし

ているのかという思いがあるんですが、その点

はどうですか。お話を聞いた範囲では、これは

事故対策、つまり長崎県交通安全対策会議も含

めて、長崎県交通安全実施計画がありますよね。

これはいかにして事故をなくすかというのがあ

るんですけれども、これとは別と理解しました

が、その答弁を聞く限りでは、この実施計画と

同じではないかというさらなる疑問が私として

はあるのですが、その点の私の疑問を解いてく

ださい。 

【宮下交通・地域安全課長】 高齢者の暮らしや

すい交通環境の構築という問題に関しましては、

部門が企画振興部とか、幅広く分かれていると

ころでございます。まずは公共交通機関、いわ

ゆるバス、タクシー等の公共交通機関、あわせ

て、また市町の乗合バスやコミュニティーバス

という整備のところにも十分及んでおります。

そして、料金の割引等も、今、タクシー、バス、

交通局の運転免許返納者に対するパス制度や、

西肥バスなどでの交通に関するいろんな支援体

制の構築ということで、実際はこれらが連動し、

連携しながら今はやっていこうということで対

策を今から図ろうというところでございます。 

【堀江委員】 対策を今から図るんですね。交

通・地域安全課がこの高齢者対策部会の事務局

になるんですか。 

【宮下交通・地域安全課長】 体制上は、事務局

として高齢者推進県民協議会も含めて、部会も

担当しているところでございます。 

【堀江委員】 それでは、事務局として、老人交

通費の助成事業、長崎県内の自治体の老人交通

費の助成事業とかは把握していますか。 

【宮下交通・地域安全課長】 委員お尋ねの老人

交通費の助成事業、いわゆる運転免許証を返納

した運転経歴証明書を持たない方、例えば65歳

以上の高齢者全体を支える制度を把握している

かというお尋ねでございます。 

 高齢者への優遇事業ということで、各市町が

事業に取り組んでおります。例えば、長崎市内

では70歳以上の高齢者には全て5,000円相当の

バス券の支給、また佐世保市でも75歳以上の西

肥バスの無料パス券、いわゆる敬老パス券とか、

それぞれ島原市や対馬市の方も、対応は各市町

ともとられている状況でございます。 

【堀江委員】 公共交通機関との連携であります

とか、実際に今の時点で運転免許証がないとい

う場合にどういう利用ができるか、どういう状

況かという時に、今ある制度は老人交通費助成

事業ですよね。そこをまず把握をされているか

と、ちょっといじわるな質問をさせていただい

たんですが、交通・地域安全課長が言われると

おりに、長崎市は70歳以上、佐世保市は75歳以

上、しかし、諫早市、大村市、平戸市、五島市、

長与町、波佐見町等、老人交通費助成事業は一

切ないところもありますよね。だから、県内21

の自治体は、あるところ、ないところがありま

す。あっても年齢が全く違う。そういう中で、

免許証がなくても安心して暮らせる環境づくり

をどうつくるかというところの協議が、本当に

というか、実質的に環境づくりをやるぞという

立場でどのような審議が現在行われているのか

ということを知りたくてこの質問をしたんです。 
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 そうしますと、事務局になる交通・地域安全

課としては、その実態、老人交通費助成事業の

把握はしているけれども、働きかける、市町へ

お願いをするという段階程度で、具体的にはこ

れからということですか。現状、はっきり言っ

て、まだ何もやってないということなんですか。 

【宮下交通・地域安全課長】 先ほどからお話し

ております高齢者対策部会を中心として、市町、

また各事業者に働きかけを事務局としてはやっ

ている状況でございます。 

 現在の事業者支援状況でございますが、働き

かけもやっているところでございますけれども、

バス、タクシーの事業者の支援につきましては、

委員もご承知のことと思いますが、島原地区、

諫早、佐世保等、県内のタクシー事業者53社1

組合では料金の1割引と。新上五島地区交通安

全協会も、地元商店街と連携しまして商品券の

交付とか、さまざまな事業に取り組んでいただ

いているところでございます。 

 また、市町の方におきましても、島原市、南

島原市、雲仙市の交通利用券、いわゆるバス、

タクシー、鉄道の料金の割引とか、交通券を利

用しやすいように、そのような対策をとってい

ただいております。 

 このように、各市町とも高齢者の交通機関の

確保というのは喫緊の課題として捉えている状

況でございます。私どもも、市町担当課長会議

などもあるわけでございますけれども、そうい

う機会を利用して働きかけを要請して、徐々に

こういう制度が整えられております。今後も、

部会等を中心として、この辺のところはまた推

進体制をきちんと整えていきたいと思っており

ます。 

【堀江委員】 要は、運転免許証がなくても安心

して暮らせる環境づくり、高齢者の事故が増え

ると。だから、高齢になったら運転免許証を返

納してくださいと。長崎県営バスでも始まった。

しかし、県営バスだけがしても、そうはならな

いから、足の確保がなければ運転免許証は返納

しませんので、運転免許証を返納しても暮らし

に困らない環境をどうつくるかという時に、一

県営バスとか、民間だけではなくて、行政も含

めて、どう長崎県の地域の足を確保するかとい

う視点でもって協議をしなければならない。そ

こは一致していると思うんですね。今ある組織

の中で、そこができるというのは、高齢者対策

部会ということだと思ったので、この質問をし

ているんですけれども、交通・地域安全課長の

答弁を聞いて、喫緊の課題だと言いながら、と

ても喫緊に対応しているとは思えない。「これ

からやる」、「いやいや、これからじゃないで

しょう」という思いが私としてはありまして、

部長があれだけ答弁した割には、もう少し積極

的にやらないと、本気度が見えませんけれど、

部長、答弁してください。 

【木村県民生活部長】 ただいまの堀江委員のご

質問でございますが、議場で答弁したとおりで

ありますが、私ども県民生活部の中で、進めな

くてはいけないというのは、まず交通事故の防

止というか、抑制でございます。特に、今、高

齢者が関与した交通事故が非常に増えていると

いうことから、ここを何らかの形で減らしてい

かなくてはいけないという中で、やはり運転に

自信のない方であったり、心配であったりする

方については、ぜひ免許証の返納という形で、

ご自分が事故に遭う可能性を低くしていただく、

あるいは加害者になる確率を小さくしていただ

くということが大事ではないかということで、

先ほど課長も申しました高齢者対策部会あたり

で、とにかくそういったことについて、今こう
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いう状況であって、そういう取組をぜひ進めて

いただきたいと。バス協会、タクシー協会とい

う関係業界もおりますので、そこの中で逐一要

請をしてきているところでありまして、その結

果として、先ほど課長の方からありましたよう

なバス事業者やタクシー事業者、あるいは交通

安全協会からの支援とか、そういった取組が現

在なされているところであります。また、加え

て、市町による免許証返納者に対する支援、こ

ういうものも幾つか見えてきたところでありま

す。 

 ただ、究極の問題点というのは、確かに堀江

委員がおっしゃるように、免許証返納者だけで

はなくて、要は交通弱者と申しますか、公共交

通機関に頼らなければ生活ができないような方

に対してどのような支援をしていくのか。免許

証返納者だけではなくて、もっと幅広い支援が

要るのではないかという議論もございます。こ

れにつきましては、福祉保健部の方で、現在、

庁内連絡調整会議を開催しておりますし、企画

振興部の方でも市町を集めた担当者会議等で、

そのあたりの対策等について協議をしていると

考えております。 

 ですから、高齢者対策全般の話ということで

あれば、なかなか県民生活部だけでそこをカバ

ーするのは難しくて、うちからも参加をいたし

ておりますが、庁内の福祉保健部の会議ですと

か、企画振興部が招集しております会議とか、

そういったところで検討しているということで

ございます。 

【堀江委員】 確かに、高齢者問題は福祉保健部

になるでしょう。そして、運転免許証がなくな

った場合どうするかといった時には県民生活部

になると思うんです。要は、言われるように、

大きく生活の足をいかに確保して、地域交通を

確保して、県内どこに住んでもきちんと買い物

にも行けて、病院にも行けてという県民の生活

をどうつくるかという大きな視点で言えば県民

生活部になると私は思うんです。そういう意味

で、しかも、県民生活部長が答弁したので、す

ごく納得がいったんですけどね。 

 確かに今の視点として見れば、それぞれ部署

があることは事実ですよ。だからこそ、この今

の時期に、これだけ高齢者の方が増えていく、

実際にまた免許証返納ということも増えてきて

いる中にあって、今まで思ってきたかもしれな

いけれども、実際に手を打つ時期に、もう既に

遅いぐらいですよね。 

 全国では、深堀議員も一つの事例を挙げまし

たけれども、確かに県レベルでは難しいと思い

ますけれども、自治体レベルでは公共交通機関

をいろんな形で確保してやりきっている自治体

もたくさんあります。 

 だから、長崎県も一様にはいかないけれども、

離島、島原半島、いろんな形で、そこの地域に

応じて、そこに住んでいる人が病院にも行けて、

買い物にも行けてということができるような足

の確保をどうするかという大きな視点を持って、

どこかの部署が積極的にやらないと、これは進

まないと私は思っているので、あえて深堀議員

の一般質問に関連して質問をさせていただいた

んですけれど、ぜひその点は、いつまでもこれ

からということではなくて、実際に踏み出して

協議をしていただきたいということを強く要望

したいと思います。 

【深堀委員】 堀江委員から取り上げていただき

まして、ありがとうございました。 

 今の質疑を聞いていて、私なりの質疑をした

いんですけれども、先ほどからの質疑の中で、

高齢者の皆さんに対するいろんな助成制度があ
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るということは、これはある意味福祉の観点で

わかるんです。私は、あくまでも高齢者の交通

事故減少のための施策として質疑をしたいと思

うんです。 

 本会議でも言いましたけれども、昨年の県内

の死亡事故41名の中で、65歳以上の高齢者が占

める人数が30名、だから、実際75％前後です。

なおかつ、その41名亡くなった事故の第一当事

者の半分が65歳以上の方だった。だから、結局

加害者というか、起こした側も半分は高齢者だ

ったということです。だから、高齢者の交通事

故ということに対して、やはりもうちょっと危

機感を持って取り組まなければいけないですね

というのがスタートです。 

 自主返納率が、全国も長崎も1.何％なんです。

差は0.1ポイントぐらいですが、本県が低いと。

その要因が何なのかというのは、非常に難しい

話でわからないんですけれども、ただ、警察本

部の回答の中では、いろんなアンケートをとっ

た時に、免許を持っている方にどうすればいい

かという話の中で、やはり公共交通の割引制度

とか、こういったものがあったら助かるという

声が多かったという報告があったわけですね。 

 長崎県営バスも、今回、明日以降でしょうけ

れども、「プラチナパス65」という65歳以上を

対象にした制度をつくりますということを今予

定しています。ただ、今年から始まった免許証

返納者パス、これは期間が1年しかない。 

 だから、高齢者福祉の部分と交通事故を削減

するための問題で考えれば、私は返納者パス、

返納するのを促すような仕組みをつくる形が一

番望ましいんだと思います。 

 県民生活部に要望したいのは、公共交通事業

者がたくさんあって、そういった免許証返納者

に対する支援制度をすることによって、その経

営が少し圧迫されるから、なかなかそこに踏み

込みきれないという考えもあるというのを聞い

ているので、本当にそうなんですかと。実際に

今まで無理して車を運転している人が、もう無

理して運転しないで公共交通に乗るということ

になれば、公共交通に乗る人が増えるんじゃな

いですか。純増じゃないんですか。 

 県営バスの「プラチナパス65」というのは、

結局、免許証返納は関係なく、65歳以上の人は

割り引く制度なんですけれども、そうなれば収

支がかなりきつくなるので、このぐらいの額に

なりましたという事前の説明を受けたんですけ

れども、それとは違うんですよね。今、無理し

て運転している人を、運転せずにいいようにし

て、公共交通にシフトすることによって、今度

は公共交通の輸送量が増えるわけだから、そう

いうメリットがあるということを調査するべき

じゃないのかと、そこまで経営に影響を及ぼさ

ない可能性もあるじゃないですかと、そういう

ことを県民生活部としては調査してみる価値が

あるんじゃないですかということを私は言った

つもりなんですけれども、そこに対する本会議

での答弁は具体的になかったと思うので、それ

に対する見解をまず求めたいと思います。 

【宮下交通・地域安全課長】 先般の本会議での

委員のご質問、公共交通機関を利用した場合、

そのメリットはどのような状況かということで、

そのデータをとってメリット、デメリット、そ

の辺の分析が必要じゃないかというお尋ねだっ

たと思います。 

 私どもは、その辺のところがちょっと認識不

足というか、考えが及ばなかったところもあり

ますので、今後、検討させていただいて、その

辺のところも関係部局等と連携を取りながら図

らせていただきたいと思っております。 
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【深堀委員】 調査をすることは、そんな大変な

ことではないんじゃないかと思うんですよね。

そこまで公共交通事業者の負担が、免許返納者

を優遇する制度をつくったことによって、その

交通事業者の経営がものすごく圧迫されるよう

なことがないようであれば、各公共交通事業者

が進んでそういう制度をつくる可能性があるの

で、今の答弁を了として、ぜひお願いをしてお

きたいと思います。 

 公共交通、タクシーを含めれば、それは網羅

されているかもしれませんが、一般的にバスや

電車を考えた時に、その路線がない地域がもち

ろんあるわけですよね。じゃ、そういった人た

ちを今度どうするのかと考えた時に、これは本

会議で少し述べましたけれども、ＮＰОとかの

ボランティアで、高齢者の買い物や通院などを

助ける仕組みを、これは佐賀市の大和町なんで

すけれども、そういったことが新聞にも掲載さ

れましたし、そこがやっているのは結構いろん

な補助金をいただきながら運営をしているとい

う内容だったんです。そういった交通空白地域

を県民協働で、ＮＰО法人等の団体の力を借り

て、そういう公共交通空白地域の高齢者の皆さ

んの足を確保していくという考え方は当然あっ

てしかるべきだと思うんですけれども、それに

対する考え方はどうですか。 

【松尾県民生活部次長兼県民協働課長】 佐賀県

の川上峡の方でＮＰО団体をつくられて、団体

の会員に対する送迎サービスという形でやって

おられるというお話を伺っております。これに

関しましては、似たような事業が長崎県の中で

ないかということでＮＰＯ法人の事業報告書を

確認させていただいたところ2件ございまして、

長崎県平戸市の度島、こちらの方で「度島地区

まちづくり運営協議会」、それから西海市の平

島、こちらの方でも「平島を守る会」の2法人

ございまして、それぞれ島内で有償バスの送迎

事業という形でやっておられます。 

 もちろん、度島及び平島も非常に限定的な小

さな地区といいましょうか、ある程度限られた

地域内で、その地域の住民の方のニーズという

ものがありますので、ニーズに合わせたところ

でのきめ細やかなサービスというものをＮＰО

でやられているという事業の内容かなと理解し

ております。 

 この度島のまちづくり協議会は、まちづくり

の視点から島民の生活を守るということを基本

理念にしているようでございます。 

【深堀委員】 今、県内で類似するようなＮＰО

法人の活動の報告がありましたけれども、それ

はある意味、自発的に、自然発生的にというか、

地域のニーズで立ち上がってきたわけですよね。

先ほど議論していた、公共交通がない地域の高

齢者の皆さんが免許証を返納することを促すた

めの政策、県が誘導的にＮＰО法人とかを募る

というか、そういった考え方はないですか。 

【松尾県民生活部次長兼県民協働課長】 公共交

通機関に関しましては、地域の方で地域交通網

に関する協議会というものが開催されていると

伺っております。それに対する、いわゆる代替

バスの事業をする方を募るというんでしょうか、

交通網をする時の計画と申しましょうか、いわ

ゆる緑ナンバーではなくて、白ナンバーで送迎

というんでしょうか、ミニバスというんでしょ

うか、そういうものをさせる事業ということで、

あくまでも、市町の中で協議会をつくっていた

だいて、そこの中で計画を立てていただくとい

うことでやられていると伺っていますので、そ

こに対するいわゆる運営者、事業者としてＮＰ

Оが参入するという機会はあろうかなと思いま



平成２９年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２７日） 

- 89 - 

すが、そこはマッチングの問題になってくるの

かなと。手を挙げられる事業者がおられるのか

ということもあるかと思います。 

【深堀委員】 ということであれば、ある意味、

各地域に任せているというか、地域でそういっ

た会議体があって、そこで協議しながらそうい

うものが発生してくるという考え方なのかな、

そういうふうに理解していいんですね。 

 私が言っているのは、確かに地域の必要性に

応じてというのもわかるんだけれども、高齢者

が免許証を返納するのを促すための仕組みとし

て、そういったＮＰО法人を募る必要はないの

かと。これは思いつきのような話で申し訳ない

んですけれども、それは各地域、県内いろんな

地域があって、その地域で発生した部分だけと

いうことなんですか。政策的にできないのかな

と思うわけですよね。県が誘導する、ちょっと

かみ合わないかもしれないけれども、そういう

考え方は出てこないんですか。 

【松尾県民生活部次長兼県民協働課長】 先ほど

も申しましたとおり、ＮＰОというのが、どち

らかというと地域の細かなニーズに対応するた

めといいましょうか、自分たちで自然発生的に

生まれてくるような団体でございますので、や

はり地域の要請に応じた細かいところでサービ

スをやっていくということが基本的な考え方な

のかなと。 

 それで、県の政策として、もし事業提案とい

う形で、例えば県内の離島、あるいは交通弱者

の足を守るために何か事業として打ち立てたい

ということであって、それに対してＮＰОの協

働を促したいというような事業課の提案がござ

いますれば、そういうことの投げかけといいま

しょうか、マッチングの作業に関して県民協働

課の方で、いわゆるマッチングをさせたり、コ

ーディネートをしたりとかするような可能性は

あると思います。 

【深堀委員】 勉強不足で申し訳ないんですけれ

ども、今、県民協働課長がおっしゃったのは、

あくまでもＮＰО法人側が、県じゃなくて、や

る側が提案をしてきて、初めてそこでそれを事

業化するかという判断をするという話だったん

ですね。県が、今言ったように、公共交通が弱

い地域で、そういったＮＰО法人の皆さんが高

齢者の皆さんの足を確保するための事業をやる

ところはありませんかという募集をかけるよう

な形、働きかけると言ったのは、県が政策的に

そういったことをやるから、誰か手を挙げませ

んかということができないんですかと私は問い

かけているんです。 

【松尾県民生活部次長兼県民協働課長】 委員が

おっしゃるように、県の政策として、事業を提

案するので募集をされるというのは、当然そう

いう考え方はあると思います。 

【深堀委員】 あるということなのですが、でも、

今現在ずっと議論している高齢者の皆さんの、

例えば無理して運転している人たちの免許証を

返納しやすくするために、そういった政策から

「ＮＰО法人の皆さん、どこかの地区でモデル

でもいいんだけれども、そういった免許証を返

納した人とか、高齢者の皆さんを対象にした活

動を募集します」ということをやっているとい

うことですか。 

【松尾県民生活部次長県民協働課長】 具体的に

県の事業として、そういう募集をしているとい

うことではございません。可能性の問題として、

事業として事業課の方で提案があればというこ

とで申し上げております。 

【深堀委員】 今、「事業課の方で」と言われた。

事業課というのは、具体的に誰のことですか。 
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【松尾県民生活部次長兼県民協働課長】 先ほど

言いましたように、白ナンバーのバスの運行と

いう形になってくると交通ネットワーク、公共

交通機関の話になりますので、ここはやはり交

通を所管する事業課ですとか、あるいは地域づ

くり、まちづくりの事業課という形になってこ

ようかと思っております。 

【深堀委員】 それは、例えば県民生活部の中に

交通・地域安全課というのがあって、そこと県

民協働課が連携をしてそういった事業を立ち上

げるということはできないんですか。 

【宮下交通・地域安全課長】 委員のご質問でご

ざいますけれども、現状といたしましては、先

ほど私が、高齢者対策部会の話、各市町へ働き

かけをして返納対策、公共機関対策を行ってい

るという説明を行いました。各市町の方でもそ

の辺のところは取組をなされている状況という

ことで、まずは、その働きかけも各市町担当課

長会議の席においてそういう事例紹介等を含め

てお願いをしているところでございます。 

 例えば、対馬市の方でも「対馬こんどろバス」

という制度で地元協議会が立ち上げまして、集

会所から商店街、商店街から病院と、そういう

ふうにバスを回したり、市町の担当もその辺の

ところは乗合タクシーとか、さまざまな交通網

の整備を図っている状況でございます。 

 今のところ、この市町の取組、地域において、

さまざまな交通事情がありますので、市町の動

きも見ながら、今現在、推進している状況でご

ざいます。 

【深堀委員】 最後にします。 

 簡単に言えば、公共交通が走っていない地域

の足を守るための施策を充実してくださいねと、

そのうちの一つがＮＰОのいろんな活動と連携

をしながらやってくださいねということを言っ

ているので、今やられている部分もあると思い

ます。ただ、それだけではまだまだ不足してい

ると思うので、それをさらにもっと進めて、無

理して運転している人を少なくしてあげるとい

うために、ぜひ努力をしていただきたいと思い

ます。 

 認知症検査とかやって、3つの分類に分けた

時に、認知症のおそれがあるという人が結構い

らっしゃるんですね。今も運転しているんです

よ。結局、最終的に免許を返納しなければなら

なくなった人も毎年いるわけですね。だから、

そういった人たちが自主的に、本当に自主的に

返納できるような環境をつくるために、ぜひ努

力をお願いしたいと思います。 

【吉村(庄)委員】 3点お尋ねします。 

 一つはカネミ油症の問題です。これは、新し

く制度も少し前向きになりまして、認定基準も

言ってみれば改善されたような結果になってい

ます。しかし、長崎県でも、そういう意味では、

どういう基準で考えるかは別にして、未認定患

者がまだいらっしゃる。こういう状況もありま

すから、あなた方も平成30年度政府施策に関す

る要望で具体的な資料もつけながら、十分かど

うかは別にして、政府に対して要望する、こう

いう状態をつくっておられます。 

 こういうのがわかるかどうかわかりませんが、

では、長崎県内では、私として言いたいのは、

当然認定を受けられるような人がまだ受けられ

てないと捉えるんですけれども、そういう部分

についての推計、こういうものがありますか。

例えば、未認定患者というのは何人いる、これ

は未認定ですから、患者というより未認定者を

一応把握されていますが、その未認定が全て認

定されるべきだと考えるかどうかは、基準との

関係なんかもあると思います。そこら辺につい
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て、基準の改善をさらに進めるかどうかは別に

して、そういう対策を国の方にも充実していた

だいてやっていかなきゃいかんと思われる部分

として、どの程度の皆さん方を考え得るのかど

うか、その辺はどうですか。 

【加藤生活衛生課長】 委員がおっしゃいました

未認定患者のどこまでを救済しなければいけな

いかということもありましたけれども、その件

に関しては、診断基準というのは国が決めまし

て、そのことについて私どもがどうこう言うわ

けでもございませんし、救済をお願いしたいと

いうふうに国の方に要望することはございます。

要望につきましては、本年度、部長と6月に厚

生労働省の方にカネミ油症に対する診断基準の

見直しということで要望に行ってまいったとこ

ろでございます。 

 それで、未認定患者のどこまでを救済しなけ

ればいけないかという基準については、生活衛

生課の方では、具体的な症状とか、そういった

ところで区別ができませんので、いわゆる被害

届を出された方につきましては、皆さん受診を

していただくように案内を申し上げております。 

【吉村(庄)委員】 ですから、そういうふうに言

いながらも、被害者の救済についての基準の見

直しをお願いしますとあなたたちは言っている

んですね。じゃ、少なくとも政府に対してどう

いう基準の見直しを求めるかというのは、当然

ないといけないけれども、ここは基準自体が非

常に難しいところなんです。「ダイオキシン類

の濃度を重視している云々」とあなたたちは書

いているけれども、そういうところから少し問

題があるんじゃないかということはわかるけれ

ども、基準を見直してくださいと言う以上は、

基準をどんなにしてくださいと言うのかという

のは、一定ないとどうだろうかと、こういうふ

うに思います。 

 同時に、そういうことを見直す、例えば、県

としては見直してほしいと。どういうところを

言っているか、私もわからんけれども、そうい

う見直しをすることによって救われるべきとこ

ろがどのくらいなのかと。あなた方は未認定患

者は何人と、一応の数字は出しているんですよ。

本県での未認定患者というか、未認定の状況と

いうのを出していますが、そういう皆さん方が

どのくらいいて、どういう状況かというのは基

準の見直しとの関係がありますから結果的には

わからんのだけれども、そういうところについ

てどういうふうに考えているかというのは、具

体的にはなかなか難しいけれども、考えきれな

いでいる、要望は出しているけれどもと。こう

いうふうに理解するんですか、いかがですか。 

【加藤生活衛生課長】 まず、要望している内容

の前に、被害者の掘り起こし、未認定患者の数

についてお話しいたします。 

 平成21年に被害者の掘り起こしを行いまし

て、所在が確認できました未認定患者は350名

でした。このうち、連絡を拒否された方が125

名おられ、その方々を除いた225名のうち、県

内在住の方が187名でございました。それで、

今年度は県内在住151名の未認定の方に健診の

案内を送っているところでございます。 

 要望の診断基準のところでございますけれど

も、これは本当に難しいところでありまして、

未認定者の方々、食べたと言われている未認定

者の方々の中でも、やっぱり診断基準に達しな

い方というのが数多くおられると思います。そ

の方々につきましては、生活習慣病との区別が

つきにくいんですけれども、体のだるさ、頭痛、

その他いろいろな症状がございますので、そう

いったものが健康な方々に比べてどのくらい多
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いのかというところまで、健康実態調査などを

含めまして、もしわかることができましたら、

その分につきましても診断基準に加えていただ

けないかということを要望しております。 

【吉村(庄)委員】 私が聞きたいのは、いじわる

を言うわけじゃないですよ、基準の見直しを要

望するのであれば、基準はどういうところまで

とか、対策会議等もあるわけですから専門家と

いろいろ協議したりして、そういうことを考え

られているのかなと思ったんです。この要望は

少し不用意じゃないかという感じがしているん

です。下の方に書いてはありますよ。血液中の

ダイオキシン類濃度の数値を重視せざるを得な

い状況に基準が考えられているから、それ以外

のところ、つまりダイオキシン濃度が低いとこ

ろについて云々と書いてあるから、わかるよう

な気はするけれども、少なくとも基準の見直し

をしてくださいと言う以上は、というふうに普

通考えるでしょう。何をどうするか、後でもち

ょっとあるんだけどね。そういうところでひと

つ対策を強化していただきたいということを言

う以外にないと思っております。私からは、そ

の点については以上です。 

 次に、陳情にもありましたし、あなた方の政

府要望にこれもあるんですけれども、離島にお

けるガソリン価格の問題です。格差是正という

言い方があってみたり、その中には揮発油税の

問題があるから、軽減措置をちゃんとやってく

れと、そうすると変わってくるじゃないかと、

こういうことなんですが、質問をいたしますの

で、関係のところでわかっていれば教えてくだ

さい。 

 最近ずっと、本土と離島、ちょっと差別的な

言い方になっておりますが、1リットル当たり

20円から30円ぐらいの差が出てきているんで

すけれども、最近の調査結果で結構ですから、

現在もあんまり変わっていないのかどうか。 

【松尾県民生活部次長兼県民協働課長】 先ほど、

陳情・要望事項応対要旨というところに書いて

ございます。県民協働課が8月末で調査した結

果といたしまして、離島の平均が158円、本土

との価格差は22円ということで把握をしてお

ります。 

【吉村(庄)委員】 ここ数年、あんまり変わって

ないんですね。高い時は30円ぐらいの差があっ

てみたり、うまくいったときには20円ぐらいで

すか、大体そういうものであるというのは私も

認識しております。 

 それで、いわゆる新しい法律ができました、

「国境離島新法」という言い方をしているんで

すが、この法案の中での対処の仕方、具体的対

策の中では、ここのところは具体的にどういう

ふうに動いていく、有利に動いていくという内

容がありますか、ありませんか、聞かせてくだ

さい。 

【松尾県民生活部次長兼県民協働課長】 国境離

島新法の中では、離島ガソリンの流通コスト支

援事業に関しては、これの財源について補償す

るというような形で明記をされております。 

【吉村(庄)委員】 わかりました。明記をされて

いるのはわかるんですけれども、具体的に長崎

県の、今言っている20円ないし25円ぐらいの差

があることについて、そのことは具体的に何か

の対応策を国とも協議してやれば、そこのとこ

ろは一定効果があると。逆に言うと、幾らにな

るか知りませんけれども、減額される可能性が

あり、結果的には効果が期待されるという事業

その他がきちっと考えられているかどうか、そ

の辺について伺います。 

【松尾県民生活部次長兼県民協働課長】 こちら
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の方は、従前からある国庫補助事業について、

国境離島新法の中に取り込むという形での整理

になっております。 

【吉村(庄)委員】 だから、それはそれで以前か

ら離島振興法もあり、それだけに基づいたこと

じゃないでしょうけれども、全国的な場で政策

的にやられた措置がずっとあるんですね。 

 私が聞きたいのは、国境離島新法で新たなも

のがあったかどうか。新たなものがあって、そ

の新たな効果が期待できるものがあるのかどう

かというのを聞きたいんです。 

【松尾次長兼県民協働課長】 国境離島新法の中

で、特出しして新たな政策ということではござ

いません。 

【吉村(庄)委員】 それじゃ、ガソリン価格の格

差是正という問題について、従前の政策は踏襲

するけれども、国境離島新法ができたからとい

って、新たな対応策というのは今は考えられて

ないと、こういうふうに理解していいと思うん

ですね。 

 そこでお尋ねしますが、あなたたちも要望を

出しているし、離島振興協議会からも陳情が出

ていて、あなたたちがどう対応したかという報

告もあっています。いわゆる揮発油税について、

金額は幾ら、こうだというのをあなたたちも政

府に要望してありますから、それはわかってい

るんですが、ここのところをずうっと要望して

いるんですよね。全国的にも、全体の離島振興

の協議会というか、団体からもその要望があっ

ていると。 

 これは、今のような状況でずっと推移してき

ているばかりなんですね。何とか政府に対して、

今のような状況ですから、例えば25円、22円の

格差があるとするならば、その分で10円ぐらい

は格差がなくなると、こういう状態になるよう

に政府にとらせるべきだと私は思うんですが、

その点を含めてどうですか。内容的にどういう

動きになっていて、そこのところが進んでいな

い理由を含めてどうなるのか聞かせてください。 

【木村県民生活部長】 今、離島のガソリン価格

について、流通コストの縮減のために国庫補助

が本県で言えば1リットル当たり約10円程度入

っております。これは本土からの距離とか、輸

送手段において単価は変わってまいりますが、

押しなべていくと10円程度の補助が入ってい

ます。補助が入った結果として今の価格差にな

っていると考えておりまして、国の方では、私

も今回、政府施策要望の時に経産省の方に参り

ましたけれども、その際も、国としてはそうい

った流通コストの割増分についてはきちんと手

当てをしているという認識でございました。 

 ただ、やはり本土と離島と比べますと、ガソ

リンスタンドの販売量の規模でいけば、この間、

関係業界とお話をさせていただきましたけれど

も、離島は本土の大体4分の1ぐらいの販売量だ

ということでございます。 

 さすれば、そこにどの程度のマージンを乗せ

るかということになりますと、やはり本土より

もかなり割高なマージンを乗せざるを得ないの

ではないかということも推察されまして、本土

と同じ価格に離島のガソリン価格を下げていく

というのは、なかなかこれは容易なことではな

いということでございます。 

 その一方で、ここに厳然とした格差があるわ

けでございまして、そういう意味では揮発油税

等の減免措置、これはなかなかに制度を変える

のは難しいという認識はございますが、現実問

題、沖縄では減免措置がされておりますので、

ぜひそういった例に倣って、離島における揮発

油税等の減免については、引き続き国に対して
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要望を続けていきたいと考えてございます。 

【吉村(庄)委員】 国境離島新法に基づくものだ

とか、従来の離島振興法に基づくものだとか、

それから離島関係に対する政府の施策、そうい

うものの中で一定のことはされているけれども、

今の格差になっているわけです。だから、これ

は幾らあるんですか、税金が2つに分かれてい

ると思いますが、ここのところの状況を特例的

に、特別措置法あたりで解決をしていくと、例

えば20円から30円ある差が15円なり10円とい

うところまで、さらに軽減されるという状態で

す。というのは、やっぱり政府の方でも、県は

もちろん、特に長崎県あたりは認識していると

思うんですけれども、今は少なくとも電気等も

五島あたりでは云々というのもありますし、世

界的な動きはいろいろあるにしても、現在はや

っぱりガソリン、あるいは軽油、ここら辺は少

なくとも車関係、それに基づいた物資の輸送、

あるいは人の動き、皆さん方の動き、こういう

ものが中心的になっているわけですから、ここ

をどうするかというのは、離島の生活から言え

ば非常に大きな要素なんですよ。 

 結果的に言って輸送コストがかかる、そうい

う問題を含めて一定の補助はあるけれども、し

かし、人口減とか何とか、利用者というところ

で販売実績、販売量もどんどん伸びているわけ

でもないですし、どっちかと言えば縮小という

ことだろうと思うものですから、今も努力はし

ておられるというふうに思いますけれども、さ

らにしっかりやって、やっぱり地方政策をこう

いうところに、北海道や鹿児島といった離島が

多いところの皆さん方と一緒になって、つまり

離島振興協議会がありますから、全国、あるい

は九州を含めて頑張っていただきたいと、こう

いうことを強く申し上げておきます。 

 今のような状態で1リットル当たり20円も30

円も高かったら、これはたまりませんよ。賃金

が1.2倍あるわけじゃないですから、2割増しじ

ゃないですからね。そういう状況ですから、ぜ

ひそういうことについてお願いします。 

【宮本委員】 議案外の質問をさせていただきま

す。2点だけです。 

 1点目が、説明資料の中の3ページですけれど、

夏期の食中毒の発生防止についてというところ

です。 

 これは、もちろん各営業施設や各事業所が注

意はしていかなければならないんでしょうけれ

ど、それに対して県としても各保健所や各市町

と連携を取りながら、しっかりと啓発をやって

いく必要があると考えています。 

 その中で、毎年7月から8月、2カ月間一斉取

締りを実施しているということがありますけれ

ども、これは出ていたらでいいんですが、今年

の発生件数、そして、これが年々どうなってい

るか、増えているか減っているかというのも含

めて教えてください。 

【加藤生活衛生課長】 まず、夏期の一斉取締り

期間中の食中毒の発生件数ということでござい

ますけれども、これは夏期の一斉取締り期間中

に食中毒の発生はございませんでした。 

 それから、今年度の食中毒の発生件数でござ

いますけれども、7件、77名となっております。

平成28年度の発生件数につきましては18件、こ

れは県及び佐世保市、長崎市を合わせた数でご

ざいます。合わせて212名でございます。また、

平成27年度は、発生件数10件、患者数につきま

しては193名でございます。 

 発生件数につきましては、毎年、多少の上下

はありますけれども、大体10件から十数件で推

移しているところでございます。 
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【宮本委員】 その中で、新聞にも出ていたんで

すけれど、今年の8月に大きな問題となってお

りましたＯ157、前橋市でしたか、死亡例が出

たというのがありました。県内において、この

Ｏ157の発生は、年度単位でいいんですけれど

も、わかりますか。 

【加藤生活衛生課長】 Ｏ157（腸管出血性大腸

菌）の発生ということでございますけれども、

これは散発的に感染症の発生は見られておりま

すけれども、食品を原因とする事件につきまし

ては、平成19年に南島原市の家庭においてバー

ベキューを食べて、それを原因とした食中毒事

件はございましたが、それ以降、10年間発生は

ございません。 

【宮本委員】 わかりました。ありがとうござい

ました。食中毒は、年々上下はあるものの、大

体20件以下ぐらいということですね。О157に

ついても、県内ではそこまで見られなかったと

いうことであります。 

 その8月の事件を受けて、あの事件はポテト

サラダで、私もこれでなるんだなと思ったんで

すけれど、いろんな原因というのはいまだに解

明はされてないかと思うんです。感染経路とい

うんですか、バイキング方式というのもちょっ

と問題になっているような気がします。もちろ

ん事業者の方の管理体制もそうでしょうけれど

も、取ることによってうつったかもしれないと

いう状況を踏まえた時に、例えば県内でもそう

いう問い合わせがあったり、これはどういうふ

うに対応していけばいいのかという相談などは、

実際に事業所の方から県にあったという話があ

りますか。 

【加藤生活衛生課長】 実際のそういった相談に

つきましては、各保健所の方で受けているかと

思いますけれども、現時点で生活衛生課の方に

直接とか、保健所の方からこういった相談があ

っていますという話はございません。 

 Ｏ157対策につきましては、基本的な食中毒

の予防対策、「つけない」、「増やさない」、

「やっつける」という基本3原則で予防できま

すので、そういったところについては指導して

いるところでございます。 

 また、焼き肉店などにつきましては、生肉を

取り扱うトング、こういったものにつきまして

は、トングで食事をしないように、はしの取扱

い、使いまわしにつきましては、営業者の方か

らお客様の方に十分に注意喚起するようには指

導しております。 

【宮本委員】 わかりました。細かいことを言う

と、何もかもできないような感じになってしま

いますから難しいなという気もしたんですけれ

ども、ちょっと私の方にも相談があったもので

すから、対策とか何かあればと思っていました

けれども、何か新しい情報とかあるならば、ま

た教えていただければと思います。 

 それと細かいことですけれども、一斉取締り

は7月から8月の2カ月間、発生が上がってくる

のは6月からというのがいろんなデータを見て

も出てくるんですけれども、6月から開始され

たらどうかなと。ちょっと細かいところなんで

すけれども、この7月から8月というのは何らか

の目的というか、意図があるんでしょうか。 

【加藤生活衛生課長】 監視につきましては、毎

年度、監視指導計画を立てまして、計画的かつ

効率的にやっているところでございますけれど

も、その中で、前年度の発生状況といったもの

を見まして、重点的に監視する場所、それから

方法といったもの、細菌につきまして、重点的

に監視するものを決めているところでございま

す。 
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 そういった中で、特に一斉取締りということ

をやっているわけですけれども、これにつきま

しては4月から5月に春期取締り、それから、ま

た7月から8月に夏期取締り、12月に年末一斉の

取締りをやっていますから、ほぼ年間を通じて

やっているところでございます。 

 ご質問の夏期一斉取締りにつきましてですが、

これは例年、夏に食中毒の発生が多く見られま

すので、そういった事故の未然防止ということ

で、流通する食品の検査とか、監視システムの

強化ということで行っているところでございま

す。 

【宮本委員】 わかりました。ありがとうござい

ました。年間計画がありましたね。それで夏と

年末と春ということでされているという状況、

了解いたしました。 

 もう一点、4ページになりますけれども、こ

れも食品の安全・安心確保に向けた施策の推進

についてということであります。若干これとも

関連するのかなと思いながら、やはりここも非

常に大事な取組であると思っています。 

 まず、確認ですけれども、この食品の安全・

安心サポーターの育成、これは平成28年度から

でありますけれども、そこに書いてあります取

組をもうちょっと具体的に、この方たちの取組

といいましょうか、そういったものを教えてい

ただければと思います。 

【永橋食品安全・消費生活課長】 食品の安全・

安心につきましては、平成15年に食品安全の県

における基本指針というのをつくりまして、そ

れ以降、県民の皆様に対する食品の安全・安心

の理解をいただけるようなことを考えてやって

きております。 

 ここ4～5年の進め方としては、今回、お出し

しておりますが、例えば小学生にはみそづくり

体験をするとか、施設見学をするとか、中学校

の生徒さんには、直接職員が中学校に赴きまし

て、食品の安全・安心ということで説明をして

おります。また、一般の大人の方に対しては、

ここ4～5年は、長崎と佐世保でフォーラムとい

う格好でやってきておりました。しかしながら、

事業を検討する中で、もっと地域に入っていき

たいと、どうしたらいいかということで、私ど

もの方で議論いたしまして、この安全・安心サ

ポーター、即ち県の食品の安全・安心について

理解をしていただけるような方を各地域に育て

て、その方々のネットワークで、そこに対して

我々が出向いて説明をすることを昨年度から始

めたという経過がございます。 

 したがいまして、昨年、県民の方を公募いた

しまして、8名を選定して、この方々に昨年4回、

県の食品の安全・安心ということで勉強する機

会をもっていただき、今年2年目は、それぞれ

の地元で自分たちのネットワークで人を集めて

いただいて、私ども職員が行って、食品の安全・

安心について話をしているところでございます。 

【宮本委員】 今現在、8名ということですけれ

ども、これは確認ですが、今後、増やしたりと

か、目標みたいなものというのはあるんでしょ

うか。 

【永橋食品安全・消費生活課長】 県の食品安

全・安心基本計画というのを平成28年度から32

年度までの5年間でつくっております。この安

全・安心サポート制度につきましても、この5

年間は継続してやっていきたいということで、

今年度は2期生ということで、6名の方を選定し

て、現在、県の安全・安心に対する考え方につ

いて学んでいただいているところでございまし

て、5期生まで育てていきたいと考えておりま

す。 
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【宮本委員】 5期生まで、少しずつ増えていけ

ば、それぞれもうちょっと展開もできるかと思

いますから、また、しっかり推進していただき

たいと思います。 

【髙比良委員】 男女参画・女性活躍推進室長に

お尋ねします。 

 一般事業主行動計画の進捗状況というか、取

組率は県内でどういうふうになっているのかわ

かりますか。 

【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 一般事業

主行動計画の県内の策定状況につきましては、

法律で301人以上の企業が義務となっておりま

す。義務の企業が現在112社ございまして、策

定済みが111社、残りの1社は現在策定中と聞い

ております。 

 努力義務である企業につきましては、現在、

10社が策定、届け出をしているところでござい

ます。 

【髙比良委員】 これは具体的に就業規則の改正

を義務化するというような、そういう羈束力と

いうのは持っているんですか。 

【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 行動計画

につきましては、就業規則の改定を義務づける

といったものではございませんで、それぞれの

企業で、それぞれの企業の女性活躍に関する取

組の現状を分析、その中から課題を抽出して取

り組むべき計画をつくる、それを公表するとい

うものでございます。 

【髙比良委員】 そうすると、計画の達成度とい

うか、自己評価というか、あるいは改善につい

ての取組の促進というのは、具体的にどういう

ふうなことをやっているのですか。 

【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 法律の中

で、計画を公表した企業については、女性活躍

の状況の公表をすることになっております。そ

の公表を通じて、例えば、学生や一般の方にそ

ういう状況を公表していくということでござい

ます。 

【髙比良委員】 県庁とか、同一水準というか、

あるいはそこに近いぐらいの、例えば産前・産

後の休暇とか、あるいは超過勤務の制限とか、

そういった福利厚生について、今300社の中で、

大体そういう水準をもったところというのは、

どれくらい県内ではあるんですか。 

【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 具体的な

水準をデータとして持っている訳ではございま

せんが、301人以上の企業につきましては、届

け出先が長崎労働局になります。指導もされて

いるかと思いますので、一定程度の制度という

のは整備されているものと考えております。 

【髙比良委員】 給与改定の時は、人事委員会で

民官較差というのは全て微に入り細に入り調査

をする。私は、基本的にその事業主行動計画を

否定するわけでも何でもないので、これは積極

的に進めてもらいたいと思うんだけど、ただ、

やっぱり本当に働きやすい環境、前も言ったか

もしれないけれども、そこを確保するためには

就業規則で、今言ったような取り組む姿勢とか

をきちんとつくると、そのことに尽きるんじゃ

ないかなと思っているんです。だから、よかっ

たら労働局の方にそういったものを調査して、

今度教えてくれませんか。よろしいですか。 

【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 長崎労働

局に、まずは状況確認をしたいと思います。そ

の状況を見ながら、一つは今年度事業で企業に

アドバイザーを派遣するようにしております。 

委員がご指摘のとおり、制度をつくっても、結

局制度が使われなければ、働きやすい職場環境

にはならないということがございますので、制

度をつくって、その制度を活用するにはどうし
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ていったらいいのか、そういったアドバイスも

含めて、実施していきたいと考えております。 

【山口副委員長】 犯罪のない安全・安心まちづ

くりの推進について、お伺いいたします。 

 犯罪のない安全・安心まちづくり宣言団体と

いう形で出ておりますけれども、犯罪のない安

全・安心なまちづくりというのは誰もが望むと

ころでありまして、自治会活動としてもいろん

な形で見守り活動などがやられております。こ

の宣言団体について、県内の自治会等の数が

4,300団体を超えているということをお伺いし

ております。その中で214団体というのは4.9％

ぐらいだそうです。あまりに低いんじゃないか

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

【宮下交通・地域安全課長】 副委員長のご質問

にお答えいたします。 

 県内の自治会数は約4,300団体と把握してお

ります。その中で、今回の安全・安心まちづく

り宣言をしているのは214団体でございますけ

れども、少ないのではないかという副委員長の

ご指摘でございます。 

 これにつきましては、パーセンテージは約

5％ということで、そもそもこの宣言事業の募

集に当たりましては、この宣言事業がスタート

したのが平成21年から、37団体でスタートして

いる状況でございます。それで、徐々に増えた

状況でございますけれども、平成29年度は205

団体を目指して、214団体ということで応募を

得ております。この目標数値におきましては、

第3次の長崎県安全・安心まちづくり行動計画

の方にも平成32年度までに220団体ということ

で、目標数が少ないんじゃないかと、私も今回

認識したところでございます。 

【山口副委員長】 そういう認識をされたのであ

れば、今後どうするかということですよ。です

から、この宣言団体を県が推奨しているのであ

れば、それはやっぱり一年一年の宣言じゃなく

て、複数年の宣言なりにして、そういう団体数

を増やしていく努力をしないといけないでしょ

う。そういうことも考えますけれども、周知も

まだ足りないのじゃないかと思うんですけれど

も、その辺はいかがですか。 

【宮下交通・地域安全課長】 この安全・安心ま

ちづくりの宣言事業は、県民総ぐるみによる運

動といたしまして、犯罪のない安全・安心な長

崎県づくりということで、さまざまな自治会、

町内会等で行われております子どもの見守り活

動、パトロール活動、清掃活動など、1年間に

わたって宣言していただきます。その宣言に基

づいて活動していただくということで、非常に

地域の安全・安心確保のためには必要な事業と

思っております。 

 周知の方法でございますけれども、今回、全

市町を通じまして、全自治会の方に約4,600枚の

チラシを直接配布していただいて募集に当たっ

たところでございます。 

 あと、さまざまな機会に市町担当会議等でお

願いをしている状況でございますけれども、そ

の辺の募集に当たっても、創意工夫で事業が増

えるように取組を推進していきたいと思ってい

ます。 

【山口副委員長】 今までそういう周知が足りて

ないんですから、これからどうするかというの

をしっかり考えないといけないでしょう。その

辺だと思うんですよ。 

 そしてまた、この宣言団体になっていなくて

も、地域ではそういう見守り活動とか何とか、

そういうことを実際なさっている団体もいっぱ

いあるわけですよ。 

 そしてまた、交番や駐在所の再編によって空



平成２９年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２７日） 

- 99 - 

き交番が出ております。その空き交番を安全・

安心センターとして活用して、拠点として活用

して、その地域では成果を上げているところも

あるんですよ。ですから、そういうことをしっ

かり周知をしながらやっていかないと、これは

全然進まないんじゃないですか。4,300団体のう

ちの220団体を目標にしても、どうにもならな

いんじゃないですか。いかがですか。 

【宮下交通・地域安全課長】 副委員長のご指摘

のとおり、その辺のところは十分認識している

ところでございます。 

 おっしゃいましたとおり、空き交番対策とし

て安全・安心センターとか、ふれあいステーシ

ョン、これを拠点にして、実際、たくさんの自

治会や町内会の団体等が活動しておられること

は間違いない事実でございますので、この辺の

ところにも、また改めて事業参加を要請して、

宣言団体数の増加に取り組んでいきたいと考え

ているところでございます。 

【山口副委員長】 それから、もう一つは、空き

巣や不審者情報、こういったものがその地域、

あるいは複数にまたがる自治会、そういったと

ころにしっかり流れてこないんです。警察の方

はそういう情報をほしがるんですけれども、そ

ういう情報を警察はくれないんですよ。ですか

ら、その辺に空き巣が発生していても、不審者

が出ておっても、地域の方々に自治会を通して

連絡をするとか、そういった機能は全然ないん

です。そういう実態をわかってほしいと思いま

す。 

 そして、県民生活部でそういう情報をとって、

地域の方々に早くお知らせをするとか、そうい

うシステムをつくらないといけないんじゃない

ですか。それが安全・安心なまちづくりへの早

道じゃないですか。いかがですか。 

【宮下交通・地域安全課長】 副委員長のご指摘

の件につきましては、活動されている方、もし

くは住んでいる住民の方に対して、犯罪情報等

の情報発信の方法ということでございますが、

私どもも「安全・安心まちづくり通信」という

機関紙を発行して活動なされている事業所や団

体等を含めて、また安全・安心まちづくりリー

ダーが県下に250名ぐらいおりますが、このよ

うなところにも発信しているところでございま

す。この情報発信につきましては、活動の支え

となる県警の各警察署、地域課等もありますの

で、連携しながら、生のタイムリーな情報とい

うものを発信できるように、また併せて創意工

夫もしながら取り組んでいきたいと考えている

状況でございます。 

【山口副委員長】 できてないから、それを言っ

ているんでしょう。 

 交通・地域安全課長も警察から来ておられる

から内容はわかっておられるでしょう。ですか

ら、そういう情報をやりとりしないと、地域の

安全は守れないということですよ、その辺をち

ゃんとわかってほしいと思います。 

 それから、我々の地域におられた警察のＯＢ

の方で、空き巣の情報が入った時には、それを

「こういう人がおりますよ。警戒してください」

という形で、その人が文書をつくったりして回

してくださったんですよ。やっぱりそういう警

察ＯＢの方々の知恵とか、今までの経験とか、

そういったものをかりながら、自治会も巻き込

んで安全・安心なまちをつくるというのが、監

視の目が一番の抑止力ですから、そういったこ

とをしっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 部長、最後に答弁をお願いします。 

【木村県民生活部長】 確かに、今、2点のご指
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摘がございました。安全・安心まちづくりを進

める中でどのような方策がいいのか、また、今

取り組んでいる事業のスピード感がないのでは

ないかというご指摘だと思います。ここについ

ては、現在、掲げている目標については目標と

しながらも、それを超えてしっかり増やしてい

くような努力をしていきたいと思います。 

 もう一つの情報提供の話もしかりでございま

して、しっかりと警察本部とも情報交換しなが

ら、地域の防犯力というのをいかに高めていく

かというところが肝心だと思いますので、ぜひ

そのようなことになるよう、努力してまいりた

いと考えております。 

【吉村(庄)委員】 人権・同和対策課にお尋ねい

たします。後で、部長見解も聞かせてもらいた

いと思います。 

 最近になって、人権教育啓発センターの今後

のあり方を考える会で、代表はＮＰО法人の方、

人権研究所の方なんですが、人権教育啓発セン

ターの整備拡充についてというお願いの要望と

いいますか、こういうものが出ています。 

 これは、今、交通会館にある人権・同和対策

課、それと併設したような形で人権教育啓発セ

ンターがあると。交通会館の再開発というもの

もあるんでしょうけれども、県庁が新しくなっ

た中で、新県庁にこういう部分が移ると。こう

いう形になると、今までそういう問題に非常に

関わりのある皆さん方としては、この人権教育

啓発センターというのは、広報あるいは教育研

修、人権相談、学習支援・交流、こういった部

分を果たしてきていて、非常に働きがよかった

と。しかも、本庁と出先、こういう形の中で言

うと、いろんな事情の中で、相談その他を含め

て、あるいはまた、研修会を開くような時も含

めて、非常に都合がよかったといいますか、大

きな役割を果たされるような場所、それからシ

ステム、こういうことになっておったというふ

うに理解をして、やっぱり県庁の中にもってい

ったら非常に都合が悪いんじゃないかと、こう

いうことが趣旨なんです。 

 新県庁舎に移るというのはもう決めてあると

思うんだけれども、これらの要望に対して、基

本的にどういうふうに対処、これに対する回答

も出したり、いろいろなことを話し合われたよ

うな経過があるように思いますけれども、要す

るにあなたたちの基本的な計画の中でも、いわ

ゆるこのセンターの機能について、あるいはセ

ンター自体について拡充強化をするという方針

も、あなたたち自体の啓発基本計画の後の方の

改訂版、これにも書かれておったわけですが、

どういうふうに対応しようとしているのか、聞

かせていただきたいと思います。 

【宮崎人権・同和対策課長】 委員ご案内のとお

り、人権教育啓発センターにつきましては、こ

のたびの県庁の移転に伴いまして、そちらの方

に動くということになっております。 

 平成17年に開館をいたしまして今まで、この

センターにつきましても、ご案内がありました

ように広報・啓発活動であるとか、教育研修活

動、それから、ライブラリー、図書の提供とか、

学習といった研修活動、それから交流のフロア

にもなっておりました。そういったものが一体

的に機能しておりまして、こういった関係の皆

様に活用していただき、非常に成果も上げてい

ただいたところでございます。 

 こういった趣旨、役割につきましては、平成

17年の開館当初の役割、理念、こういったもの

をしっかり引き継いだ形で、新しい県庁舎の場

所で、同じような機能が果たせるように、私ど

も担当課といたしまして、あるいは部として努
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めていきたいと考えております。 

 ただ、ご案内のとおり、今までご利用いただ

いた方から、いろんな角度から少し不安になっ

ているという面もございまして、私どもにもい

ろんなお問い合わせがあり、それに対してお答

えをさせていただいているところでございます。 

 一番心配になられている点は、こうした機能

というのが次の新しい場所でもきちんとやって

いけるのでしょうかということでございます。

私どもといたしましては、新県庁舎への移転を

管轄しております担当課、あるいはまた、それ

を維持管理していく管財課、そういう部門とし

っかりと、理念であるとか、個別の対応につい

て、今、最終的な協議を進めさせていただいて

いるところであります。 

 団体の方から一番の疑問を持たれている、機

能が一体的に活用できるのかということにつき

ましても、私どもは新庁舎におきましてもしっ

かりやれると判断をしておりますので、そうい

った面をしっかりとご説明をしてまいりたいと

考えております。 

【吉村(庄)委員】 男女参画・女性活躍推進室も

出島にあるんですか。それがまた本庁にと、こ

の辺も少し関係があるかもしれません。ちょっ

と違うかもしれませんけれども、人権と女性の

活動とか、そういうところからいくと、相談ご

となんかにおけるプライバシーの問題とか、い

ろいろあるんですよね。しかも、子どもの人権

だとか、女性の人権だとか、女性を取り巻くい

ろんな社会問題になっているようなことも含め

て、本当はあってはいかんのですけれども、ま

だまだ社会の溝的なところが残っている部分が

あります。 

 そういう部分で、言ってみれば、一つの大き

なことで言いました人権教育啓発センター自体

について言えば、この皆さん方はやっぱり移っ

てもらいたくないと。今のような状況の中でし

ていただくことが非常に大事だし、もう少し今

のような形で拡充をしてもらいたい、政治的に

もと、こういう考え方が非常に強いものですか

ら、新県庁舎に移って、今までしてきたような

ことが十分果たされるかと、こういうことを心

配しておられます。今、人権問題のところでは

課長からも答弁がありましたが、そういう姿勢

でおられることについて、そしてもう一つは新

県庁舎の中に移ってしまうということについて

も方向決めをしてあるわけでしょうから、そこ

のところが十分に活かされるように、ぜひ運営

その他を十分配慮していっていただくことは当

然だと思いますが、そういう点を特にご留意願

いたいと思います。 

 部長、今のような心配ごともあるんです。 

 もう一つ、さっきの犯罪のない安全・安心ま

ちづくり宣言の話ですが、自治体数が約4,300

団体あって、その中で214団体というんですよ。

だから、私は聞いていてちょっと不満に思った

のは、なぜそういう状態でいるのかという分析

なんかをどうしているのか。一生懸命やってき

たけれども、なかなか伸びないじゃないかと。

何か難しいことがあるのかどうか。例えば見守

り隊なんかをやっていなかったらそういう宣言

ができないのかとか、わからんけれども、そう

いう分析をしながらＰＲしたり進めると、こう

いうことをやっていかないと、今のようなこと

をしていたって同じじゃないか。山口副委員長

は少しおとなしいからそういう話をあんまりさ

れないけれども、現状、何が問題なのか、やっ

ぱりきちっと認識をして進めていただかないと

いかんですよ。 

 それから、本来、私に言わせたら、人権教育
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啓発センター等の問題は、県庁の中にもってい

くという時にこういう団体との話し合い、こう

いうものはどうだろうかということで意見をい

ろいろ聞くとか、そういうのがあったかどうか

知りませんけれども、そういうことが必要だっ

たのではないか。いや、県庁の中だったら、立

派な建物で、入るところもエントランスがよく

てどうだこうだという時に、女性の問題なんか

も含めて相談ごとで行く時に、簡単に言うと、

ある意味では悩み顔で行くようなところが立派

な建物で、フロアのいいところを通らないと行

けないと。これは違うところを設けてあるとい

うことですから、それはそれでいいんですけれ

ども。そういうところについて、県の責任者あ

たりは、思いを寄せるというか、そういうとこ

ろが少し足りないのではないかという感じが私

はするんですよ。だから、私はここで意見だけ

申し上げておきますが、今からのことの中でも、

こういう状態になっていて、こういう意見が出

てきているのは、どこに何があるのか、そうい

うことを思いやるようなことをぜひしていただ

きたい。 

 それから、交通・地域安全課長、あなたは警

察から来ておられるんですか。私はよく存じ上

げませんでした。警察というところは、山口副

委員長が言ったところが非常に多いですよ。し

かし、一生懸命頑張っておられるところもある。

例えば、私のところを担当している交番では、

毎月1回空き巣の問題なんかも含めてきちっと、

啓発のおもしろいやつを出しているんです、コ

ンクールがあるとかいうことで。 

 それは、私もいろんなところで、例えば自治

会、公民館の役員さんと話すけれども、やっぱ

りきちっと頑張っていらっしゃるところもある

んですよ。ああいう情報を、それは月に1回か

もしれないけれども、きちっと出してあるとこ

ろもある。そして、見た人は注意をせにゃいか

んと、そういうところもあるんですから。さっ

きの214団体、たったそれだけしか宣言団体が

ない、こういうところについても、なぜこうな

ったのかしっかり考えてください。以上です。 

【ごう委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 では、質問はこれにとどめたい

と思います。 

 では、次に、今回、公明党として「食品衛生

管理の国際標準化を求める意見書」の提案があ

っております。 

 ここで改めて宮本委員より、「食品衛生管理

の国際標準化を求める意見書」提出についての

趣旨説明等をお願いいたします。 

【宮本委員】 それでは、「食品衛生管理の国際

標準化を求める意見書（案）」についての趣旨

説明をさせていただきます。 

 この意見書におきましては、まず、平成28年

12月に食品衛生管理の国際標準化に関する検

討会というのがありまして、そこで最終取りま

とめというのが出ました。 

 その中におきまして、今、我が国における食

品衛生管理の現状、ありましたけれども、食品

衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰは、先進

国を中心に義務化している。そしてまた、多く

の食中毒の原因は一般衛生管理の実施の不備が

原因であるということと、東京オリンピック・

パラリンピックを見据えて、食品流通のさらな

る国際化、そして我が国の食品衛生管理の水準

を国内外に示す必要があるという現状が出され

ました。 

 こういったものを踏まえまして、厚生労働省

におきましては、国内の食品の安全性のさらな
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る向上のために、ＨＡＣＣＰによる衛生管理の

制度化などの食品衛生規制の見直しを進めてい

るという現状であります。 

 農林水産省の調査によりますと、ＨＡＣＣＰ

の導入というのは、大手企業だけで見ると8割

以上、小規模事業所を含めた食品製造業全体で

は3割以下にとどまっているという現状があり

ます。 

 食品衛生法の営業許可の業種は34業種であ

りますけれども、これ以外にも都道府県の条例

で許可業種となっているものもあります。 

 今現在、さまざまな食品流通の多様化、国際

化などを踏まえて、いま一度食品衛生管理の制

度の見直しを進めていくこと、そして、これに

よって食品の安全性の確保を図るべきであると

いうことで、以下に示しております5つの項目

について、意見書の提出を求めるものでありま

す。 

 1点目、消費者第一ということから、フード

チェーン全体での取組を進め、衛生管理を「見

える化」すること。 

 2点目、ＨＡＣＣＰによる衛生管理の制度化

に当たっては、小規模の事業者などに十分配慮

してくださいと、十分準備期間を設けてくださ

いということを申しております。 

 3点目、すべての食品事業者がＨＡＣＣＰに

よる衛生管理に取り組むことを踏まえて、営業

許可制度の見直しをもあわせて進めること。そ

の際は都道府県などの条例にも配慮してくださ

いと。 

 4点目、ポジティブリスト制度を食品用器具、

容器包装の規制にも導入を検討していきながら、

欧米などとの整合性を図っていくということ。 

 最後に5点目、食品事業者が製造した製品、

輸入した製品を自主回収する場合には、その情

報を把握する仕組みを検討してくださいという

5つの項目を、地方自治法第99条の規定によっ

て意見書を提出ものであります。 

 委員各位のご賛同を賜りますように、よろし

くお願いいたします。 

【ごう委員長】 ただいま、宮本委員から説明が

ありました「食品衛生管理の国際標準化を求め

る意見書」について、ご質問、ご意見はありま

せんか。 

【髙比良委員】 よく勉強されていて、こっちの

勉強が追いつかないものだからお尋ねなんです

が、この1番の衛生管理の「見える化」という

のは具体的にどういうことを指しているんです

か。例えば、定めたチェック項目や取扱い方法

を常時客観的に確認できるようにすると、そう

いう意味で言っているんでしょうか。 

 それと、ポジティブリスト制度、この説明を

併せてお聞かせいただければと思います。 

【宮本委員】 まず、1点目の「見える化」であ

りますけれども、委員がおっしゃったとおり、

製造から加工工程、そして調理、販売、全体的

な衛生管理をさらに、今のところはなかなかこ

ういったものが制度がなくて見えにくい部分が

あるので、そういったものを全て一本化、「見

える化」して、製造工程から加工工程、そして

また、販売におけるルート、そういったものを

しっかりと「見える化」リストしてくださいと

いうことであります。委員がおっしゃったとお

りのことであります。 

 もう一つのポジティブリスト制度ですけれど

も、これは私もさまざま勉強いたしまして、こ

れについてはポジティブリスト、逆を言えばネ

ガティブリストというのもあります。今の制度

はネガティブリストということで、ネガティブ

リスト制度というのは、基準値がない場合、例
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えばですけれども、農薬の残留リストなんか、

農薬の残留では規制できないものがある、基準

値がない場合というのは、農薬がどれだけ残留

していても、これは規制の対象にはなりません

よというのがネガティブリスト。それに対して

ポジティブリストというのは、そうではなくて、

微量であっても検出されるような仕組みづくり

にしていこうということで、残留してもよい基

準値を設けていきましょうというものが、簡単

に言うとポジティブリストというものになりま

す。 

 今の制度で言うとネガティブリストというこ

とになって、要は基準値がない農薬に関しては

スルーでいくけれども、ポジティブリストとい

う制度にすることによって、ある一定ラインの

基準値を設けていきながら、きちんと食品の安

全性を確保していきましょうというものがポジ

ティブリスト制度というものになります。以上

です。 

【山口副委員長】 今のポジティブリスト制度で

すけれども、ちょっと誤解を生じるような発言

がありましたのでお尋ねします。 

 農薬の使用安全基準というのがございまして、

残留しないように、その作物にはこの薬とこの

薬は使ってはいけないよというのが絶対ありま

す。ですから、そういう残留農薬のどうのこう

のというのはポジティブリスト制度じゃなくて、

ポジティブリスト制度には、この農薬とこの農

薬を使いましたよということを明示することで

ありまして、残留農薬がどうのこうのというの

は、ちょっと関係がないと思うんですけど、そ

の見解をお聞かせください。 

【宮本委員】 そうです。確かにおっしゃるとお

りでありまして、品目によってその基準値があ

る、ないというのは確かにあります。私もこれ

を出す時にさまざまな勉強をしたんですけれど

も、例えばトマト、キュウリ、キャベツなんか

では、ある程度の農薬の基準があります。先ほ

ど副委員長がおっしゃったとおりでありますか

ら、私が先ほど言ったところは誤解が生じるか

なと感じておりますが、現状ではレタスやホウ

レンソウ、ハクサイについては基準値がない。

そういったものを今後はしっかりと基準値をと

っていきましょうというような制度でございま

す。 

【加藤生活衛生課長】 今、副委員長のお話にあ

りましたように、農作物につきましては使用し

ていい農薬というものが各植物、それから農作

物によって決まっております。 

 今回の分につきましては、食品を輸送したり、

梱包する容器につきまして規制するものでござ

いまして、その部分につきましては、今までネ

ガティブリスト制度で、危険なものは使っては

いけないよというものにつきまして規制がござ

いましたけれども、外国、ＥＵといったところ

に合わせまして、ポジティブリストということ

で、逆に使用していいものを決めるということ

で、外国の水準に合わせました。 

【ごう委員長】 ほかにご意見、ご質問はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 それでは、休憩いたします。 

 

― 午後 ３時２０分 休憩 ― 

― 午後 ３時２０分 再開 ― 
 

【ごう委員長】 それでは、再開いたします。 

 ほかにご質問等もないようですので、意見書

の提出について採決を行います。 

 本提案のとおり、意見書を提出することにご

異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「食品衛生管理の国際標準化を求め

る意見書」については、提出することに決定さ

れました。 

 なお、文案の作成等については、いかがいた

しましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 それでは、正副委員長にご一任

願います。 

 それでは、県民生活部関係の審査結果につい

て、整理をしたいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ３時２２分 休憩 ― 

― 午後 ３時２３分 再開 ― 
 

【ごう委員長】 再開いたします。 

【宮下交通・地域安全課長】 先ほどの深堀委員

のお尋ねに対する答弁について、修正をお願い

したいところがあります。 

 バス、タクシー等の事業者の事業をするに当

たりまして、運転免許証を返納した方の利用に

よって利用者が増えたり減ったりする状況、メ

リット、デメリットの調査につきましては、担

当部局が多岐にわたりますので、その辺のとこ

ろは努めて研究させていただくということで、

そのようにご理解をよろしくお願いします。 

【ごう委員長】 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ３時２４分 休憩 ― 

― 午後 ３時２４分 再開 ― 
 

【ごう委員長】 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 これをもちまして、県民生活部関係の審査を

終了いたします。 

 明日は、午前10時から委員会を再開し、交通

局の審査を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

 

― 午後 ３時２５分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年 ９月２８日 

自   午前１０時 １分 

至   午前１１時３９分 

於   本館５－Ａ会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) ごうまなみ 君 

副委員長(副会長) 山口 経正 君 

委 員 野本 三雄 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   溝口芙美雄 君 

 〃   中島 義 君 

 〃   下条ふみまさ 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   堀江ひとみ 君 

 〃   深堀  浩 君 

 〃   宮本 法広 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

交 通 局 長 山口 雄二 君 

管 理 部 長 小畑 英二 君  

営 業 部 長 小川 雅純 君 

貸 切 部 長 濵口  清 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 １分 開議 ― 
 

【ごう委員長】 おはようございます。 

 委員会を再開いたします。 

 なお、野本委員から所用により、本委員会出

席が遅れる旨、連絡があっておりますので、ご

了承をお願いいたします。 

 これより、交通局関係の審査を行います。 

 交通局は、分科会付託議案及び委員会付託議

案がないことから、委員会による審査とし、所

管事項についての説明及び提出資料に関する説

明を受けた後、陳情審査、所管事項についての

質問を行います。 

 交通局長より所管事項説明をお願いいたしま

す。 

【山口交通局長】 今回、交通局関係の議案はご

ざいませんので、所管事項についてご報告いた

します。 

 環境生活委員会関係議案説明資料の交通局を

お開きください。 

 今回、ご報告いたしますのは、高齢者向けフ

リーパス制度「プラチナパス 65」の試行運用開

始等について、営業・広報の取組について、新

幹線建設事業にかかる対応について、次期中期

経営計画の策定について、公務上の事故に伴う

長崎県央バス運転士の逮捕とその後の状況につ

いて、職員の処分について、平成 29 年 10 月ダ

イヤ改正についてで、その主な内容について、

ご説明いたします。 

（高齢者向けフリーパス制度「プラチナパス

65」の試行運用開始等について） 

 県営バスでは、本格的な高齢社会の進展を踏

まえ、これまで、通院や買い物など高齢者の日

常生活へのサポートを念頭においた路線展開や

「免許返納者パス」制度の導入などの利用促進

策を進めてまいりました。 

 今後、高齢者のさらなる増加が見込まれる中、

高齢者に対する交通手段の充実や支援の重要性
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は更に高まっていくと考えられることから、今

回、これまでの取組に加え、より気軽にバスを

ご利用いただけるよう、高齢者向けフリーパス

制度「プラチナパス 65」を新たに導入すること

とし、本年 11 月から試行運用を開始すること

といたしました。 

 詳細な内容については、補足説明資料を配付

させていただいておりますので、後ほどご説明

させていただきます。 

（営業・広報の取組について） 

 営業・広報活動については、バスの利用促進

及び地域の方々に親しみを持っていただくため

の活動として継続的に取り組んでおります。 

 子どもを対象にしたバスの利用促進策として、

今年度初めて「夏休みこども定期券」を発売し、

最終的な購入数は937名と非常に多くの小学生

に購入していただきました。 

 また、9 月 20 日は「バスの日」と制定されて

おり、毎年、記念のイベントを実施しておりま

す。今年度の取組としましては、バス中古部品

のバザーを実施し、その売り上げは、熊本城の

復興支援と、先日、甚大な被害を及ぼした九州

北部豪雨の災害支援に寄付する予定としており

ます。 

 今後も、バスに乗ってもらうための工夫や取

組を企画し、地域の皆様に愛される県営バスを

目指して営業・広報活動に取り組んでまいりま

す。 

（新幹線建設事業にかかる対応について） 

 新幹線建設事業に伴い、長崎営業所車庫内に

おいて 3 基の橋脚建設が進められておりますが、

事業者である鉄道・運輸機構から、順次建設す

る予定であった橋脚を 3 基同時に施工したいと

の申し出があったため、更に長崎営業所の車庫

の一部について丸尾町の県有地へ仮移転を実施

することといたしました。 

 また、先の 6 月定例県議会において、工事箇

所の一部から土壌汚染対策法の基準を上回る特

定有害物質のベンゼンが検出されたことをご報

告しておりましたが、調査未実施であった 3 基

目の橋脚施工箇所について調査を実施したとこ

ろ、特定有害物質は検出されませんでした。 

 引き続き、関係機関と十分に連携を図りなが

ら、適切に対応してまいります。 

（次期中期経営計画の策定について） 

 交通局においては、現在、平成 25 年度から

29 年度までを計画期間として策定した中期経

営計画に掲げる経営健全化策の着実な実施によ

り、地域に必要な生活交通の確保及び本県の観

光振興への貢献を果たしていくことを柱として

事業運営を行ってまいりました。 

 しかしながら、人口減少やさらなる少子高齢

化の進展など、現行計画終了後も引き続き厳し

い経営環境が見込まれることから、現在、次期

中期経営計画（経営戦略）の策定作業を進めて

いるところであります。 

 今後、本委員会におけるご意見等をお伺いし

ながら、年度内の計画策定に向けて取り組んで

まいります。 

（公務上の事故に伴う長崎県央バス運転士の逮

捕とその後の状況について） 

 昨年 12 月 12 日、長崎県央バスの嘱託運転士

が、営業運行中に追突事故を起こした後、事故

処理を行うことなく終点まで運行したとして、

翌 13 日に自動車運転死傷行為処罰法違反（過

失運転致傷）及び道路交通法違反（救護義務違

反等）の容疑で逮捕された事案について、7 月

12 日に過失運転致傷で略式起訴がなされ、7 月

25 日付で罰金 15 万円の略式命令が出されまし

た。 
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 なお、逮捕時の救護義務違反、いわゆるひき

逃げの容疑については、不起訴となりました。 

 救護義務違反の容疑が不起訴となったことに

ついては、事故を認識した上で逃げたというこ

とはないという当初からの運転士の主張が認め

られたものと思われますが、被害者の方にご迷

惑をおかけしたことを真摯に受け止め、引き続

き安全運行について徹底を図ってまいります。 

（職員の処分について） 

 去る 9 月 1 日、運転中にスマートフォンで通

話した乗務員について、停職 6 月の懲戒処分を

行いました。また、私交通局長については、知

事から懲戒・戒告の処分を受けております。 

 この事案は、貸切運行の回送中、長崎自動車

道において、家族からの着信に応答し、運転し

ながら通話していたところを佐賀県警に検挙さ

れ、運行終了後に当該職員からの報告により発

覚したものであります。 

 交通局では昨年 7 月にスマートフォン操作事

案が生じたことから、再発防止のため運行管理

上の措置を徹底し、当該乗務員に対しても再三

の指導を行っていたところでありますが、再び

このような事案が起きたことは大変遺憾であり、

公共交通を担うバス事業者として県民の皆様に

深くお詫び申し上げます。 

 昨年の事案の発生を受けた再発防止のための

運行管理上の措置の一つとして、運行中の携帯

電話等の使用を原則禁止し、私用の携帯電話等

を車内に持ち込む際は、マナーモード等にして

バック等に収納することといたしました。 

 この取組の確認については、日々の運行前に

行う発車点呼の際に、平成 28 年 10 月は毎日、

11 月は 5 日に 1 回、12 月以降は 10 日に 1 回、

各乗務員に対し行い、周知徹底を行っておりま

したが、当該乗務員は、携帯電話をバックに収

納したとの虚偽報告を継続して行っておりまし

た。 

 また、当該事案の約 2 週間前、自家用車にお

いても携帯電話による通話で検挙されていたに

もかかわらず、反省することなく今回の事案を

起こしております。 

 バスの安全運行のための運転士の指導監督、

指示などの運行管理については、交通事業の根

幹であり、今回の事案は運行管理のあり方を揺

るがすものであると深刻に受け止めており、今

後、更なる再発防止策として、発車点呼の際、

携帯電話等を確実にバック等へ収納しているか

を現認するとともに、ドライブレコーダーの抜

き打ち検査を随時行うこととしております。 

 また、交通局のコンプライアンスの徹底を図

るため、8 月 18 日に「コンプライアンス対策本

部会議」を設置したところであり、当該組織を

中核として各取組の徹底を図り、不祥事の根絶

を図ってまいります。 

 このようなことが二度と起こることがないよ

う、再発防止に徹底して取り組み、県民の皆様

の信頼回復に全力で努めてまいります。 

 次に、別冊でお配りしております追加 1 をご

覧ください。 

（平成 29 年 10 月ダイヤ改正について） 

 本年 4 月 1 日に実施したダイヤ改正において、

長崎駅前から県立大学シーボルト校を結ぶ定期

バスの運行を開始しており、その後、大学側か

ら、最寄りのＪＲ長与駅までの路線延長につい

て要望を受け、今回、24 便全便を長与駅西口ま

で延長するとともに、新たに長与駅西口と商業

入口間に 5 便を追加して、ＪＲとの接続強化に

よる学生等の利便性向上を図ろうとするもので

あります。 

 また、西陵高校から、通学生が増加している
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東長崎地区のガーデンシティ経由便の運行につ

いて要望が寄せられたことから、飯盛地区の田

結東から矢上団地を経由して西陵高校を結ぶス

クールバスに、新たにガーデンシティ経由を追

加して運行するものであります。 

 いずれも 10 月 2 日付で一部ダイヤ改正を行

うことといたしております。 

 このほか、「政策等決定過程の透明性等の確保

及び県議会・議員との協議等の拡充に関する決

議」に基づく提出資料について、補足説明資料

を配付させていただいております。 

 以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議賜りますようお願いをいたし

ます。 

【ごう委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明を求めます。 

【小畑管理部長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき本委員会に提出いたしまし

た交通局関係の資料について、ご説明いたしま

す。 

 1,000万円以上の契約案件について、本年6月

から8月までの実績は、資料1ページに記載のと

おり、計4件となっております。 

 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年6月から8月までに県議会議長宛てにも同

様の要望が行われたものは、「諫早駅周辺整備

事業への協力と支援について」の1件となって

おり、これに対します県の取扱いは、資料5ペ

ージに記載のとおりであります。 

 以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【ごう委員長】 次に、営業部長より補足説明の

申し出があっておりますので、これを受けるこ

とにいたします。 

【小川営業部長】 高齢者向けフリーパス制度

「プラチナパス65」の試行運用開始について、

補足して説明させていただきます。 

 お手元に配付しております「プラチナパス

65」のパンフレットをご覧ください。 

 この制度は、65歳以上の方を対象に、県営バ

スの路線バスが定額で乗り放題となるもので、

これまで以上に気軽にバスをご利用いただける

ようになることから、高齢者の外出機会の増加

や行動範囲の拡大につなげようとするものでご

ざいます。 

 本年11月から約10カ月間の試行運用を行う

こととしておりまして、現在、所定の手続や運

用開始に向けた準備を進めているところでござ

います。 

 同様の制度は、既に県内外の多くの事業者が

高齢者の移動サービスの一つとして取り組んで

おりますが、県営バスとしては初めて導入する

制度でありますので、試行運用の期間を設け、

運用上の課題の整理や利用者アンケートを通じ

たご意見等の集約を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 制度の内容につきましては、全線フリーとエ

リア限定フリーの2種類のメニューを設定して

おりまして、お客様の生活パターンに合わせた

選択ができるものとなっております。 

 料金につきましては、1カ月券、3カ月券、6

カ月券をそれぞれ設定しておりまして、長期で

ご購入いただければ、より安くご利用いただけ

る仕組みとなっております。全線フリーの6カ

月券は、1月換算すると約4,500円程度でご利用
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いただけますし、エリア限定フリーの6カ月券

は、1月換算で約3,800円と、よりお求めやすい

設定としておりますので、ぜひ多くのお客様に

ご利用いただければと考えております。 

 利用範囲の詳細につきましては、見開きペー

ジをお開きください。 

 全線フリーにつきましては、県営バスが運行

する路線バス全線で乗り放題となるもので、長

崎、諫早、大村の市内線のほか、長崎～雲仙間

の路線バスについてもご利用いただけます。た

だし、高速道路を経由する路線であります空港

リムジンや諫早、大村と長崎を結ぶ高速シャト

ルバス、佐世保線やハウステンボス線などは対

象外とさせていただいております。市域をまた

がった広い範囲でご利用いただけることから、

日常のお買い物や通院などに加え、趣味やレジ

ャー、健康づくりにもご利用いただけるものと

考えております。 

 エリア限定フリーにつきましては、免許返納

者パスと同様、長崎エリア、諫早エリア、大村

エリアの各市域エリア内限定で乗り放題となる

もので、ご自宅周辺でのお買い物や通院など、

主に、日常生活の外出にご活用いただけるもの

と考えております。 

 定額のフリーパス制度の導入によりまして、

行動範囲が広がり、外出の機会が増えることは、

高齢者の健康増進や積極的な社会参加にもつな

がる制度だと考えております。また、地域の活

性化にも寄与するものと期待しており、今後は、

地元の商店街や観光施設と連携した特典メニュ

ーの設定も検討していきたいと考えております。 

 最後に、後ろのページをお開きください。 

 中段に、ご利用方法を掲載しておりますが、

できるだけお客様にとってわかりやすい運用と

なるよう、また乗務員にとっても、スムーズに

応対ができるような配慮が必要だと考えており

まして、本人確認のための写真票と有効期限が

書かれたフリー定期券の両方が収納できるカー

ドケースについても、無料で配付するよう準備

を進めているところでございます。 

 高齢者対策をより充実させていくことは、県

営バスとしての今後の事業運営の一つの柱であ

ると考えておりまして、ぜひ多くのお客様にバ

スをご利用いただけるよう、付加価値を提供し

つつ、今後とも、公共交通機関としての役割を

果たしていきたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

【ごう委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、まず、陳情

審査を行います。 

 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。審査対象の陳情番号は、18番です。 

 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 それでは、質問がないようです

ので、陳情につきましては、承っておくことと

いたします。 

 続きまして、議案外の所管事務一般に対する

質問を行うことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 

【深堀委員】 1点だけ、資料の1ページの4番目

のインタンク軽油購入の分なんですけれども、

注釈もついていて、「平成29年9月～11月の期

間で一般競争入札に付したところ落札者がな

く」ということで随意契約になったということ

は理解をします。不勉強で申し訳ないんですけ
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れども、通常、インタンク軽油というものが特

殊なものなのか、従来、一般競争入札で契約を

していた先は県内の事業者でなかったのかどう

か、そのあたりを教えてください。 

【小畑管理部長】 インタンクというのは方式の

ことでございまして、軽油の販売業者のところ

に車両を用いて、そこでという形で通常であり

ますけれども、営業所内にタンクを設けまして、

そこに軽油を購入した上で持ってきていただく

と、それをインタンク方式という形で言います

ので、インタンクに係る軽油の入札という形で

説明させていただいております。 

 今までの実績からいきますと、ここ数年につ

きましては、応札者が大体県外企業のみとなっ

ております。 

【深堀委員】 わかる範囲でいいんだけれども、

どうして一般競争入札に付した時に応募がなか

ったのかというところは、どういうところに要

因があるのですか。 

【小畑管理部長】 インタンクの業者選定につき

ましては、一定量、長期にわたって県営バスの

大量の軽油について安定供給をしていただく必

要性がございますので、そういった形で一般競

争入札に付したところ、結果として、県内事業

者の方からの応募があっていないというような

状況でございます。 

【深堀委員】 インタンク方式というわけであっ

て、軽油は軽油なのでしょう。ということは、

県内事業者で幾らでも扱っているわけですよね。

何で一般競争入札の方式の時に応札がなかった

のか。応札がなかったからといって、随意で、

ある意味、県外の事業者になったのかというと

ころがよく理解できないものだから、そのあた

りのいきさつを教えてくださいというふうに聞

いています。 

【小畑管理部長】  交通局におきましては、年

間6,000キロリットルからの軽油を消費してお

ります。そういった意味で、今は3カ月程度に1

回という形で1,500～1,600キロリットルの量

のインタンクの軽油を購入していますので、そ

れに対して安定供給を図っていただける業者の

方という形で一般競争入札という形で公募して

いますけれども、結果として、そこに県内の事

業者の方からの応札がなかったということと理

解しております。 

【山口交通局長】 インタンクですので、交通局

の営業所内にタンクローリーを持ってきて給油

をする必要があります。したがいまして、相当

数のタンクローリーとか、あるいは調達するだ

けの資金的な体力とか、さまざまなことがある

のであろうと思っておりまして、私どもとして、

県内事業者を排除しているわけではないんです

けれども、実際相当の給油量を行うためには、

先ほど申し上げたタンクローリー、あるいは元

売から安価に相当数を調達するだけの資金的な

問題とか、あるいは調達手段を持たれるという

ことになった時に、結果として、私どもとして

応募の結果しか把握はできませんけれども、こ

のような形になっているのではないかと考えて

おります。 

【深堀委員】 今の交通局長の説明で一定理解で

きました。 

 ただ、その説明は理解するんだけれども、管

理部長は、今回は随意契約になったんだけれど

も、その前は県内事業者が入れられていたとお

っしゃったですよね。であるならば、何で随意

契約する時に県内の事業者を使わなかったのか

という疑問が発生するわけです。その辺、どう

なのですか。 

【山口交通局長】 随意契約は、応札された事業
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者のうちで一番低い価格を提示されたところと

交渉の上で随意契約を行っているということで

ございますので、そこは応札をされなかったと

ころとの随意契約を行っていないわけでありま

す。したがいまして、随契を行うにしても、一

旦、一般競争入札として応札をしていただいて、

それだけの量を供給できる、そしてまた相当程

度の価格で給油していただけるという前提に立

ったところの随意契約であるわけです。 

【深堀委員】 今のはわかっているけれども、と

いうことは、ここの注釈の欄に「一般競争入札

に付したところ落札者がなく」というのは、応

札者はあったわけですね。これを見た時に、誰

も手を挙げなかったのかなと思ったんですよ。

そこをもう少しわかるように書いてもらわない

と。結局、応札者があって、しかし、価格の折

り合いがつかず、結果的に一番安いところと随

意契約を結んだということなんでしょう。そう

いうふうに説明してもらえばわかるんだけれど

も。 

【小畑管理部長】 失礼しました。委員がおっし

ゃったとおりに、入札の際に2者から応札がご

ざいましたけれども、結果的に、落札ができな

かったということで、その応札者の中から、随

意契約という形で最低価格の方と契約させてい

ただいたということでございます。 

【深堀委員】 ということは、最初の一般競争入

札で入れた額で随意契約をしたのか、それより

もまた下げて随意契約したのか。 

【小畑管理部長】 随意契約につきましては、改

めてこちらで最低価格を設定いたしまして、一

般競争入札に応札した2者から見積りを提出い

ただき、最低価格の方と契約を結ばせていただ

いたという形になっております。 

【深堀委員】 いいです。 

【ごう委員長】 ほかに、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 次に、議案外所管事務一般につ

いて、ご質問はありませんか。 

【吉村(庄)委員】 中期計画と関係あるかもしれ

ませんが、まず、特に長崎地区における最近の

クルーズ船の増加傾向、佐世保その他は関係が

少ないですから、長崎を中心にして結構なんで

すが、クルーズ船の増加傾向との関係における

観光バスの部分、まず1つは、実態がどうなの

か、需要に追いついているのかどうか。例えば、

県営バスだけじゃない、よその会社もあるので

すが、県営バスとしては、あと修学旅行その他

もありますから、どういう関係になっているか

わかりませんけれども、クルーズ船のことと観

光バス、貸切バス、ここら辺との関係で、どう

いう状態になっているのか。というのは、以前

ですと、そういう部分について、少し力を入れ

ているんだとかいうふうなところがどういう状

況か、教えてください。 

【濵口貸切部長】 ただいまのご質問でございま

すが、まずクルーズの件でございますけれども、

クルーズを受ける分には、県営バスとしては、

長崎港それから佐世保港、博多港と3つござい

ますけれども、ほとんどが長崎港で受けており

ます。その長崎港の状況でございますけれども、

今年度、8月末で20隻多い114隻入港しておりま

す。そのうちに、県営バスが昨年度より16隻多

い86隻に運行にかかわっております。運行台数

ですが、昨年より67台多い796台、長崎港につ

いてはこういうふうに入港数に合わせたような

形で伸びておりますが、ただ一方で、1台当た

りの収入単価が前年度に比べたら、8月末で

6,000円ぐらい落ちています。1台当たり1日8万

3,000円ぐらいになっておりますが、そういうこ
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とで台数の伸びのようには収入は伸びていない

という状況がございます。 

 なぜ受注単価が落ちているかという背景には、

1つは、行程の中で観光施設あるいは免税店に

立ち寄るわけですが、ほとんどの立ち寄り先の

時間が短くなって、行程全体が圧縮されており

ます。時間的に去年よりも大分短くなっている

ということで、運賃が安くなっているという状

況もございます。それと、他社あるいはクルー

ズ専門業者とかが増えていますので、それで競

争もあっているということでございます。 

 もう一つ、佐世保港、博多港のほうは、去年

に比べたら激減しております。というのが、ど

うしても佐世保港あるいは博多港については、

車庫が港から遠うございますので、どうしても

運賃が高くなるというのもございまして、なか

なか受注ができていないという状況でございま

す。 

【吉村(庄)委員】 そういう実態は、ある部分に

ついては既にご報告いただいたり、聞いたりし

たことがあるんですけれども、そういう状況の

中で、県営バスとしては、次期中期経営計画の

中にもどういう形で入っていくかわかりません

が、貸切部門をどういうふうに増強というか、

強化をしていこうというふうな考え方を今持っ

ているのか。今、どういうふうに考えています

か。 

 私が申し上げたいのは、例えば佐世保でも、

今から浦頭のほうが云々というのがあってみた

り、長崎では、港湾関係では、また新たに大型

のところの対応をすると、こういう話もありま

す。だから、当面は増えていくと理解しておっ

てよろしいのですが、ずっと将来はどうなるの

かという問題と、長崎を中心にして言うと、従

前から、修学旅行等の関係について言えば、国

内の該当の皆さん方が求める度合いというのは、

変化は幾らかあるだろうけれども、長崎という

のはそういう部分については、やっぱり一定の

役割を県営バス貸切部門も果たしていくと、こ

ういう役割はずっと長い歴史とか、長崎のいわ

ゆる観光というもの全体的に考えてみた場合に

は、厳然としてあるんじゃないかと思いますか

ら、クルーズ船の将来がどうなるかというのは、

私も、どんどん行っていって、そこでどんどん

多くなるばっかりかというのは、やっぱり限度

はあるだろうと思いますが、その限度について

も、国内のほかのところは対応がどうなってい

くかわかりませんし、増えている、増えている

ばっかりじゃないと思いますが、4～5年とか10

年、そういう期間では予想がつきませんけれど

も、そういう中で、決論的に申し上げて、貸切

部門を今後どういうふうにしていこうと考えて

いるのか、この時点でお聞かせ願いたい。 

【山口交通局長】 貸切ですけれども、現在、県

下のバス事業者の中で、まず車両について、最

大の車両数を持っているのは県営バスでござい

ますし、バスガイドについては、正規の職員で

今23名であったかと思いますが、これだけのガ

イド数を持っているところはございません。ほ

かのバス事業者さんは、大体パートガイドのよ

うな形が多いわけです。したがいまして、1つ

は、修学旅行等を本格的に受け入れるというの

は、県営バスが一番大きな役割を果たしている

と思っておりますし、今後とも、その役割とい

うのは重要であるというふうな認識を持ってお

ります。 

 それと、経営面から申し上げても、県営バス

がやっている事業は、乗合バス事業それから高

速バス事業、貸切バス事業、この3本の柱です

けれども、経営的にも見ても大きな柱だと思っ
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ております。大きな事故の発生を受けて、過剰

な規制緩和ということもあって受注競争の中で

単価が下落をして、それが事故の原因にも結び

ついたというふうな反省もあって、国のほうで、

貸切の単価についても大幅な制度の見直しがあ

って、事業者としては、単価の下落傾向に一定

の歯止めもついたわけでありますので、ビジネ

ス的にもチャンスだと思っております。ただ、

そういう背景を受けて、小さな貸切の運行会社

が増えてきたという点もありますので、受注す

る環境的には、単価的にはよくなったけれども、

総体的に見れば、やはり厳しいのではないかと

思っています。 

 なおかつ、クルーズについても、そういう面

で、私どもとしてはありがたい形になっており

ますけれども、県外からのバス会社が入ってき

たりというところもありますので、私どもとし

て、バスがあいている時に受注の状況がないと

いうことも間々ございますし、春先には、直前

入港の客船からの分のキャンセルが、例えば10

台、15台来ていたものが丸ごとなくなるとかい

うこともございましたので、必ずしも、安定的

にそこに特化していくということもできないで

あろうと思っておりますので、総合的な受け方

中での重要な一つの柱としては考えていきたい

と思っておりますけれども、バランスを見て取

り組んでいきたいと思っております。 

 いずれにしても、貸切は大きな事業の柱とし

て今後とも整理をしていきたいと考えておりま

す。 

【吉村(庄)委員】 私も、今言われた中で、厳然

として計画の中にも置いてあるし、それから貸

切部門をどうしていくかというのは考えていた

だいて結構なんです。今の交通局長の考えで結

構だと思うんですが、クルーズ船の問題につい

ては、私は、ずっと引き続きの安定というのは

考えがたい部分があるんじゃないか、ちょっと

不安定なところがあるんじゃないかと思ってい

るんです。佐世保だって、今からもつくるんで

すけれども、結局のところ、どっちかといえば

ハウステンボスの関係が重いから、政策的に浦

頭地区というようなことを考えられた部分もあ

ります。たまたまそういう港のつくりでしたか

ら。そういう状況なので、大きな柱の1つであ

る貸切部門について、いろいろご苦労いただい

て考えていただいている、それから一般的なと

ころでの受注競争、そういうところも出てきて

いますから、十分配慮して考えていただきたい、

こういうことを申し上げておきたいと思います。 

 次に、県央バスの取扱いのところに関係する

んですけれども、大村市、諫早市との関係の中

で、県営バスがそういう地域の足を守っている

状況でもございますから、県央バスの役割とい

うのは非常に大きいものがある。しかも、県交

通全体の運営、経営、そういうものを考えられ

た中で、県央バスという制度をとっておられる、

これは私の一つの方法だと以前から思っており

ました。私も、議員になってから、そういう状

況に皆さん方がしてこられましたから。 

 そこで、私はお尋ねをしたいのは、ここから

は大村市それから諫早市から、こっちから言え

ば補助金というのか、そういうことで一定の負

担を、諫早市も大村市も必ずしも財政的に余裕

があるわけじゃないですけれども、協議の上、

県から言うと納入してもらっている、いただい

ている、向こうから言うと繰り出してもらった、

こういう状況なんですが、この状況について、

ずっと以前、議論したこともあるんですけれど

も、諫早市、大村市は、それは確かに県営バス

に走ってもらう、そしてそれぞれの市民の地域
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の足を守っていただいているんだけれども、や

っぱり財政事情から非常に云々というところで、

この状況がどういうふうになっているのか。ま

ず1つは、県営バスが思っている金額と両市が

払っている金額というのは差があるかどうかに

ついてだけお聞かせください。 

【小川営業部長】 先ほどご質問ございました諫

早市、大村市からの補助金についてでございま

すが、私どもで運行している分につきまして、

市の単独路線、国庫補助とか県単補助等々が入

らない路線につきましては、私どものほうで中

期経営計画で補助の一定のスキームを決めまし

て、それで鋭意お願いをさせていただいている

わけでございますが、昨年度の実績でいきます

と、私どもがその補助金スキームで想定してい

る金額との差が約4,000万円ほどございまして、

その分が不足をしているということで、最終的

な補助率等々に、若干私どもの考えと差がある

部分がそこに出ているという状況でございます。 

【吉村(庄)委員】 そうすると、それぞれの市も、

そう余裕があるという状況でもないけれども、

諫早市、大村市からいえば、見方はいろいろあ

りますけれども、1つは、県営バスの子会社と

して県央バスが走っていくことによって地域住

民の足を守ってもらっているという基本的なも

のがありますから、それは十分隅々まず行って

いるかどうかはわかりません、いろいろ路線は

あると思うんですが、そういう状況なので、県

は県で、県のスキームでということですから、

それだけの差が出てきているわけですが、ここ

ら辺の乖離を埋めるためには、どういう状況で

取り組んでおられるか、これを聞かせてくださ

い。 

【小川営業部長】 私どもは毎年、諫早市、大村

市、両市と鋭意協議を持たせていただいており

ます。そういう中で、私どもの考え方、市とし

ての考え方、そういうものについて意見を出さ

せていただきまして、協議をしながら、最終的

な金額という形で、そういう補助金になってい

るのですが、実は、諫早市、大村市ともに、先

般からお話をさせていただく中で、今後、10月

以降でございますけれども、毎月1回定例的に、

補助金だけではなくて、今後の公共交通のあり

方、バスが役割を担う部分と、例えば、大村市

では今年の夏から、乗合タクシーの運行が始ま

りましたが、そういう格好でバスの役割と、そ

れ以外の役割で、実際の運行経路等々も含めま

して、各市とお話をさせていただくような場を

設けていくという形にしております。 

【吉村(庄)委員】 私は、十分それぞれ協議して

もらいたいと思うんです。私の立場からいえば、

市のほうの地域の事情も全然わからないわけじ

ゃないし、今のような地方財政の基本的なこと、

それからそれぞれの市の財政状況というのは、

そう簡単なものでもないだろう、こういうこと

についてもわかりますし、市は市でいろいろな

事業を持っています。だから、県は県として、

一定のスキームで、これだけはやっぱり負担し

てもらわなければいけないと思いながらも、な

かなかね、というところはあるでしょうから、

十分協議をして、しかも、ここにも報告があっ

ておりますように、それぞれの地域で県営バス

の役割を果たしていらっしゃるところがあるん

です。ＰＲラッピングだとか、それからいろい

ろな催しとの関係、我々も今まで資料をいただ

きましたが、そういうことも含めて、県央バス

としての役割が、足を守るのは当然、それから

路線の問題なんかを考えていくのは当然。しか

し、市のいろんな事業について、県営バスとし

て協力できるようなところ、一緒になって全体
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の地域の発展を少しでも前進させる、これは非

常に大事なことではないか。そういう取組をす

ることによって、直接は県央バスに対する地域

住民の信頼といいますか、期待感というものが

出てくると思うものですから、ぜひお願いをい

たしたい。 

 それから、ここに職員の処分が書いてありま

す。これは私は非常に大事だと思っています。

ついこの間、私はあるところで県営バスに乗せ

ていただきました。私は、非常にしっかり頑張

っておられるなと思ったのは、実は、片道2車

線、両方で4車線。こっちは第一通行帯を行っ

ていたら、右の二車線の中央のほうから軽自動

車が急に曲がって直前に入ったんです。当然、

運転手さんが急ブレーキをかけられました。そ

して、事なきを得たのですが、その急ブレーキ

がものすごかったんですよ。あれは私なんかだ

ったら不注意でぶつかってしまっていたかもし

れません。相手の無謀進入だったと私は思って

いますが、この時に運転手さんの対応が非常に

よかったんです。私も乗っておりましたが、ほ

かにもお年寄りが乗っておられた、若い皆さん

方も乗っておられて、それから前のお年寄りは

耳が聞こえなかったんです。要するに、車内事

故が起こった場合は、警察に届けておって、き

ちっと処理をしなければならないから、乗って

おられる乗客の皆さん方に迷惑をかけるけれど

も、こういう話の中で、けがとかないですかと

いうことを何回か確かめられた。その中にちょ

っと耳の遠い方もおられて、きちっと確かめら

れたんです。そして、けがはなかったと。がば

っと前の席の人が突出されたのですが、けがは

なかったということで確認をされて、しかし、

何かあったらいけないからということで、急進

入して入っていった軽自動車の番号を控えるか

ら少し時間をくださいということで、ちゃんと

控えられたんです。乗客の皆さん方も、結果的

にはそう時間はかからなかったんですけれども、

しようがないなということで了解もされて、そ

れはそうしてくださいということで、それから

その後、何とおっしゃったか。何かあったら県

の交通局に連絡をしてください、何時何分発の

どこのバスでした、そういうことを言ってくだ

さいと。番号をちゃんと確認しておきますから、

必要なことがあれば警察にも連絡をして、しか

るべき措置をとりますからということを言って、

しかも、このことで15分ぐらいだったけれども、

遅くなったことについてされたんです。私は感

心しましたよ。私もシートベルトをしておった

んですけれども飛び出たんですけれども、高速

道路じゃありません、普通の道路でした。 

 私たちも運転しますから、自分でも無謀だな

というふうな時もなきにしもあらずのような状

況の中で、そういう運転手さんもおられるけれ

ども、実はこういう皆さん方もおられるという

ことなので、趣旨は違うかもしれないけれども、

そういうこともありましたから、こういう不祥

事についてはきちっと整理をしていただきたい

ということは申し上げますけれども、そういう

皆さん方もいらっしゃるということを私は報告

をしておきたいと思います。これについて見解

は求めません。 

【堀江委員】 2点お尋ねいたします。 

 まず、夏休みこども定期券です。937名と非

常に多くのという評価をされておりますが、当

初の予定の購入数は、どれくらいだったのです

か。 

【小川営業部長】 夏休みこども定期の予定数で

ございますが、私どもは、当初想定しておりま

したのは、約600名程度ご購入いただければあ
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りがたいなということで考えておりましたが、

今回これだけの方に購入いただいたというのは、

非常にありがたかったと思っております。 

【堀江委員】 その600名というのは、いわゆる

採算がとれるということも含めての600名なの

か。というのは、これは53％の方が、ほとんど

乗らない、もしくは月1回くらいしか乗らない

という方が乗っているわけですよね。937名の

53％、約500名の方が、普通乗らないんだけれ

ども、今回、定期券を利用して乗りましたとな

れば、これは500名掛け1,000円の分が収入増と

いう形に見ていいのですか。600名の予定だっ

たんだけれども、937名ということで「非常に

多くの」という言葉が出たのは、乗れなかった

人が乗るということによっての収入増が多く見

込まれたという見解を持ってもいいのかという

質問です。 

【小川営業部長】 この600名の想定というのは、

収支に基づく想定ではございません。私どもの

県営バスが運行しておりますエリア内の小学生

の児童数の2％もしくは1％の方がご利用いた

だいた場合に600名程度のご購入をいただける

のかなということで想定をしておったところで

ございます。 

 収支の問題でございますが、今回の夏休みこ

ども定期券については、7月11日から8月末まで

の約40日間で1,000円で乗り放題ということで

ございますので、この分で約53％の方がほとん

ど今まで乗っていなかったということで、新た

な乗る機会の醸成にはつながったのかなと思っ

ているのですが、丸々その分が増収かと申しま

すと、当然、今まで頻繁に使われていたお子さ

んが1,000円で乗り放題になるという部分の減

収分もございますので、そういう部分を重ね合

わせたところかなと思っております。 

 今回の夏休みこども定期におきましては、私

ども、収支だけの問題ではなくて、子どもさん

たちにバスに乗っていただく機会をいかに増や

していくのか、またそれにあわせまして、バス

車内でのマナー、そういうものをどういう形で

学んでいただくかというものについて、その役

割を果たしていきたいということで整理をさせ

ていただいたものでございます。 

【堀江委員】 夏休みこども定期券というのは、

収支ということよりも、乗ってもらう、バス利

用のきっかけということに大きな力点を置いて

行ったというのは理解いたしました。 

 そうしますと、子どもたちのパーセントの数

字を挙げて、これぐらいの子どもたちが利用し

てくれたらいいということで取り組んだという

ことですが、40日間はないけれども、今度冬休

みがありますよね。それからまた、来年度があ

りますよね。今終わったばっかりですけれども、

そこについては今後、前向きな検討をされると

理解していいのですか。 

【小川営業部長】 夏休みこども定期の今後のお

話でございますが、まず冬休みになりますと、

非常に期間も短こうございますし、また外出機

会というのも夏休みほど広範囲という形ではな

くなるのかなと考えておりまして、現時点で、

冬休みという分については考えておりません。 

 来年度以降の夏休みこども定期でございます

が、本年度、こういう形でご利用いただいたと

いうこともございますし、長崎市内の小学校の

ほうから、バスの車内でのマナー教室をしてく

れということで、実は、私ども、出向いて、そ

ういうマナー教室をやったのですが、その後の

結果としまして、この夏休みこども定期券の期

間後の状況として、学校側からも、乗務員から

も、小学生の車内でのマナーが非常によくなっ
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たというようなご意見もいただいておりますの

で、可能な限り来年度も実施に向けて取り組ん

でいきたいということで考えております。 

【堀江委員】 私としては、少なくとも夏休み中

の学童保育クラブのいろいろな移動であります

とか、団体で移動するということも多いし、指

導員の方からも、こういう定期券があると、あ

る意味、気軽に、経済的負担を心配することな

く乗れるので非常によかったという声もいただ

いておりますので、検討はこれからだと思いま

すが、今、営業部長が答弁されたように、来年

度以降の夏休みの活用については、ぜひ前向き

にお願いをしたいと、この機会に要望しておき

たいと思います。 

 2 点目は、プラチナパス 65 ということでお尋

ねします。 

 最初に、1 ページの下に書いてあります免許

返納者パスの 8 月分の利用者数は 108 名で、こ

のうち 9 割を高齢者が占めているんですけれど

も、これは 7 月、6 月は出ていない、8 月しか

出ていないのですか。ほかの月は出ていますか。 

【小川営業部長】 そこに掲載させていただいて

おります数字といいますのは、この説明書を書

かせていただく時点での日にちで出させていた

だいておりました。ちなみに、6 月から本格実

施をしておりますが、6 月の購入者が全体で 82

名で、7 月の購入者が 109 名で、8 月が 108 名、

9 月が 102 名という状況になっております。昨

年、諫早、大村で実施いたしました社会実験の

折に、利用者のアンケートの中でもありました

けれども、やはり夏場の暑い時には、どうして

も外出するのをちゅうちょするということで、

実は、夏場については買い控えておりましたと。

秋口、涼しくなって以降、また購入させていた

だいておりますというご意見もいただいており

ますので、今後の状況も見ながら整理をしてい

きたいと考えております。 

【堀江委員】 それで、6 月が 82 名、7 月が 109

名、8 月が 108 名、9 月が 102 名の購入で、8

月の場合は 9 割が 65 歳以上が占めたというこ

とですけれども、これは 6 月、7 月、9 月も同

じ傾向であると理解していいのですか。 

【小川営業部長】 免許返納者パスの購入者にお

ける 65 歳以上の割合でございますが、6 月、7

月、8 月、9 月、全て 9 割を超えているという

状況でございます。 

【堀江委員】 そこで、今回、65 歳としていま

すけれども、この 65 歳の理由は何ですか。そ

の返納者が 65 歳が 9 割を占めたという理由で

すか。 

【小川営業部長】 私どもは今回、高齢者パスの

検討を約 2 年にわたってしてまいりましたが、

その際に、高齢者の定義、高齢者パスを 65 歳

からやっていいのか、70 歳からなのか。自治体

によっては、75 歳からといろいろな制度を設け

られているところもございます。そういう中で

検討しました中で、1 つは、人口の統計等々含

めましても、65 歳というのが高齢者としての定

義付けがされている部分でございまして、今、

65 歳といっても非常に元気な方もいらっしゃ

いますので、本当に 65 歳でいいのかという議

論もしたのですが、長崎県内もしくは九州各県

の事業者のこういう高齢者パスの実際の実施状

況も調査いたしまして、そういう中で、やはり

65 歳という形で設けさせていただくのが一番

適切であろうということで、今回 65 歳という

定義にさせていただいたというところでござい

ます。 

【堀江委員】 ほかの実施状況も勘案したという

理由ですけれども、最初の交通局長の説明の中
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で、県内外の多くの事業者がこうしたプラチナ

パスに取り組んでいるということだったんです

けれども、県内では、どこが取り組んでいるん

ですか。 

【小川営業部長】 県内では、佐世保市のバス事

業者と島原半島のバス事業者、2 社が高齢者パ

スということで、いずれも満 65 歳以上の方を

対象に、高齢者パス制度を既に実施されている

ところでございます。 

【堀江委員】 そこで、私は不勉強なんですけれ

ども、その佐世保、島原の場合の内容、今回、

例えば、エリア限定の場合は 5,000 円としてい

ますけれども、そことの違いはどうなのかとい

うのと、限定エリア内の 5,000 円の積算根拠は

どうなのかというのもあわせて説明してくださ

い。 

【小川営業部長】 まず、島原半島の事業者でご

ざいますが、ここにつきましては今、設定して

おります金額が 3 カ月券と 6 カ月券のみでござ

いまして、1 カ月券の設定はございません。佐

世保市の事業者については、4 カ月券と 1 年券

の設定でございまして、1 カ月券、3 カ月券、6

カ月券の設定はございません。 

 県内の事業者はそういう状況でございますが、

私どもは九州内のほかの事業者等といろんな意

見交換をさせていただく中で、ご利用される場

合に、まずはどの程度自分が使って、どの程度

メリットがあるのかということで、様子見とい

う形で 1 カ月券を買われる方がかなりおられる

と。その後、一定落ちついてきたら、ほとんど

の皆さんが割引がある 3 カ月券もしくは 6 カ月

券の購入がかなりの割合を占めると。そこの事

業者に聞いたところ、約 8 割が 3 カ月券、6 カ

月券の購入者であるというようなお話もお聞き

しまして、私どもとして、皆さんに今回こうい

うサービスを提供しようとする場合に、どうい

う形が一番いいのかということで整理をいたし

まして、まずは 1 カ月券というのも要るのであ

ろうと。しかしながら、やはり一定割引率が高

くなるような 3 カ月券、6 カ月券というのも設

定をしたらいいんじゃないのかと。ただし、他

の事業者でありますような 1 年券という形にな

りますと、高齢者の場合、期間が長くなるとい

う部分で、なかなかそこにまでいくというのは

非常に難しい部分があるのかなということで、

1 カ月券、3 カ月券、6 カ月券の設定をさせてい

ただいたところでございます。 

 あと金額の券面のお話でございますが、私ど

も、今回の高齢者パスにつきまして、当然、今

65 歳以上の方でも通勤定期をお買いになられ

ている方がいらっしゃいます。この方が高齢者

パスのほうに振り替わるとなりますと、当然そ

の分につきましては、私どもとしては減収にな

るという分もございますし、また新たな利用者

等々あれば、その部分での収入増になるという

分もございますので、私どもは今回の高齢者パ

スにおいて、当然大きな赤字も出すことはでき

ないと思っておりますし、また試算の状況でい

きますと、大きな黒字にもならないと。大体収

支均衡の形で整理をした料金設定が、この金額

でございます。また、他の県内の事業者もしく

は県外の事業者の 1 カ月当たり、もしくは 3 カ

月、6 カ月当たりの金額に換算をして横並びで

整理をさせていただきますと、ほぼ大きなでこ

ぼこがないような状況での金額の設定をさせて

いただいたというところでございます。 

【堀江委員】 先ほどの夏休みこども定期券は、

収支の面よりも、子どもたちにマナーや、それ

からバスに乗ってほしい、そのきっかけにして

ほしいということが主でつくったと。今回のプ
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ラチナパス 65 につきましては、何カ月にする

かというのは、いろんな状況、実施をしたとこ

ろの経験を踏まえて、1 カ月は絶対必要だと。3

カ月、6 カ月を割引でやろうというふうな理由

はわかりました。 

 そうしますと、やはりここは収支がないとど

うなるかになるわけですけれども、その収支の

面としては、定期を利用している人がこっちに

振り替われば減になるけれども、最終的にはと

んとんでいくというふうな理解のもとに設定し

たという理解でいいんですか。 

【小川営業部長】 委員のご指摘のとおり、私ど

もとして、今回の部分については、高齢者パス

ということで、高齢者の方々の日常生活のサポ

ートをしたいということが大きな柱でございま

すが、これによって経営上、大きな赤字を出す

わけにもいかない、また収支の計算をする中で、

大きな黒字が出る状況にも当然ならないという

部分で、できるだけ収支均衡の形で、可能な限

りお安くご提供するための設定をしたというと

ころでございます。 

【堀江委員】 そこで、このプラチナパス 65 の

制度の中身については、この間の営業部長の答

弁で理解いたしましたが、今回の本会議での質

問等を含めて、これは要するに、交通弱者とい

いますか、運転免許証を返納しても安心して暮

らせる環境づくりをどうするのか、長崎県内の

県民の足をどう確保するかという視点ですね。

これは県営バスですから、県営バスでどうする

かというのは、まずは免許証返納後 1 年間は免

許返納者パスをご利用ください。その後は、今

度つくられるこのプラチナパスを利用してくだ

さいということになるんですけれども、県営バ

スが通っていないところも含めた上で、他事業

者との連携、それからある意味、提案というと

ころでの協議というのは、しかるべき場所で、

そういう協議する場があるんですか。 

【小川営業部長】 今ご指摘ございました部分に

つきましては、私どもは今回実施させていただ

く前に、先ほどご説明した県内の 2 つの事業者

は既に実施をされているという状況でございま

すし、それぞれの事業者ごとに、地域の状況で

あるとか、もしくはその事業者の経営状況等々

を踏まえて検討されるものだと思っております

ので、私どものほうから、いろんな形でバス協

会を通じて、私どもは今回こういうものを実施

しますという情報提供はさせていただきますが、

皆さん寄って協議をするという状況ではないと

考えております。免許返納者パスにつきまして

も、私どもが県内で初めて取組をさせていただ

いたということでございまして、それにつきま

しては、県のバス協会を通じて各事業者にも周

知をさせていただいておりましたが、今回、私

どもの取組を一定ご理解いただいたのか、佐世

保市の事業者が 9 月 21日からでございますが、

秋の交通安全運動に合わせて免許返納した方に

ついては高齢者パスを 1 年間、1,000 円割引を

しますよというような制度を導入されたという

こともお聞きしておりますので、1 つのきっか

けづくりという形にはなっているのではないか

と考えております。 

【堀江委員】 そうしますと、運転免許証を返納

しても安心して暮らせる環境づくり、長崎県内

をそういうふうにしてほしいというふうに私は

思っているのですが、県営バスの役割としては、

県営バスでできるところで取り組んで、それを

情報提供するというところが精いっぱいという

ことになるのですか。 

【小川営業部長】 可能な限り、そういう形で県

下全体でというお気持ちはわかりますけれども、
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当然そこには、先ほど言いましたように、各バ

ス事業者の地域における環境だとか、経営状況、

営業戦略、そういうものを踏まえて検討される

ことだと思っておりますので、もしそれをやろ

うとした時に、いわゆるバス事業者だけの取組

なのかと。当然、行政等々のいろんな負担も含

めたところのお話というものがないと、それは

一斉にというのは、なかなか厳しいものがある

のではないかと考えております。 

【深堀委員】 今の質疑に関連して質問させてい

ただきたいと思います。 

 まず、初歩的なことを確認ですけれども、今

度のプラチナパス 65 も、それから免許返納パ

スも、ＩＣカードではないですよね。 

【小川営業部長】 パンフレットの一番最後のペ

ージにありますように、個人の方の確認をする

ために、本人確認をするための写真票と紙式定

期という格好で、紙式での対応とさせていただ

いております。 

【深堀委員】 ＩＣカードにするには費用がかか

るので難しいというのはわかるのですが、今、

いろいろ質疑の中で、例えば、プラチナパスを

導入することによって収支がどうなるか。収支

の見込みは、大幅な赤字を出すわけにもいかな

いし、黒字化ということでもない線でと言われ

たけれども、それは判断がわかりにくいですよ

ね。例えば、ＩＣカードであれば、実績が全て

把握できますから、それがどうだったのかとい

うのはわかるとは思うんだけれども、こういう

紙の定期券だったらわからない。そこが非常に

悩ましいところだと思います。 

 県内事業者に展開する話を少しやって、県営

バスの立場としては云々という答えがあったん

だけれども、私はできることが 1 つあると思う

んです。昨日も県民生活部の質疑の時にちょっ

と言っているんですけれども、それは何かとい

うと、免許返納パス制度を 6 月に本格実施をし、

6 月からまず 82 名、109 名、108 名、102 名の

実績が出ているということの報告がありました。

まだ本当に短い期間ではあるんだけれども、こ

の返納者パス制度を導入したことによって、県

の交通局の収支がどう影響があったかというの

を研究してもらえないかなと、これは提案なん

です。何を言っているかというと、免許返納者

パス制度は 1 年間限定でしています。それはプ

ラチナパス 65 に引き継ぐという意味合いもあ

るかもしれないけれども、私としては、これは

ずっと未来永劫あってほしいと思うんですよ。

免許返納した人はね。 

 ただ、それは交通事業者として赤字を出すわ

けにはいかないという考え方もわかるんだけれ

ども、こういう免許返納パス制度を導入したこ

とによって、本当に赤字になるのかと。私が考

えるのは、さっきプラチナパス 65 の時に、今、

定期券を使っている人がこっちに乗り換えられ

たら、こっちはマイナスになりますというのは

わかる。でも、定期券も持たなくて無理してマ

イカーを運転している人が免許返納してこっち

に乗り換えることによって、県の交通局として

は、単純に乗客数が増えることになるでしょう。 

 だから、このたった 4 カ月間なんだけれども、

乗客数に動きがあったか、運賃の動き、前年度

と比較してどうなのか、免許返納パスを導入し

たことに対する影響がどうだったのかというの

を調査ということはできないのか。そういう調

査した結果を、例えば、バス協会の中で、県営

バスとしては、こういう免許返納者パス制度を

導入した 4 カ月間の実績だけれども、こういう

結果になったということを周知することによっ

て、他の交通事業者が、そういうことだったら
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我が社もできるのかなという判断、もしかした

ら、その指標になるかもしれないと私は思った

ものだから、そういうことをできないかという

ことの提案なんです。 

【小川営業部長】 今、紙式定期でやっている部

分でございますので、実は、現在の状況では、

その部分については、データをとって集約する

というのはできません。 

 実は、免許返納者パスについては、昨年度、

諫早、大村で約 1 年間の社会実験をさせていた

だいています。その分で私ども、収支を整理し

たところ、若干の赤字であったという状況でご

ざいます。当然、半分の方が今まで公共交通機

関をご利用されていなくて、ご利用されるよう

になったという方もございますし、約半分の方

は、今までも公共交通機関を利用していて、こ

ちらのパスに乗り換えたというような結果が出

ておりますが、そういう中で、主なご利用区間

とか、そういうものに基づいて一定の収支の計

算をさせていただきました。1 年間、全てアン

ケートをとっておりますので、それに基づいて、

利用回数だとか、利用区間に基づく運賃単価で

計算をさせていただきましたところ、若干の赤

字であったという状況でございます。 

【深堀委員】 それは後で詳細に教えてほしいと

思いますけれども、その赤字だったという内容

は、例えば、前年度とかの比較も全部やってい

ることなのか。例えば、その前の年の乗客数の

動き、運賃収入と、試行実施をした 1 年間と比

較したということ、それとも 1 年間だけを見た、

どうなのですか。 

【小川営業部長】 当然、前の年度、平成 27 年

度はそういうものをやっておりませんので、そ

ことの比較ではなくて、平成 28 年度に 1 年間

社会実験をやったもので、その期間に、これが

なかったら収入として幾ら入ってきていたかと

いう部分と、パスに振り替わった時の収入金額

を比較させていただいたところ、収支としては、

若干の赤字であったというところでございます。 

【深堀委員】 それで本当に正確な分析ができて

いるのかな。この場で細かい話はあれなんだけ

れども、改めて、その分析した内容を、それは

後日でも説明できるでしょう。検証した中身に

ついては、もちろん隠すような中身じゃないで

しょう。それは乗客数、運賃収入とかももちろ

ん出ているんですよね。そこは確認をさせてく

ださい。 

 若干の赤字だったと言われたんだけれども、

若干が幅があるものだから、どれくらいですか。 

【小川営業部長】 約 100 万円程度の赤字であ

ったと考えております。 

【深堀委員】 了解。いいです。 

【堀江委員】 関連。先ほどの、収支で赤字にな

りましたと。それは車を使っていて、それから

返納パスでバスを利用した人だけではなくて、

これまで公共機関を利用していた人たちが減り

ましたということだけれども、この返納パスの

6月、82名、7月、109名、8月、108名、9月の

102名というのは、免許証を返納した人たちで

しょう。だから、今まで車に乗っていた人たち

の数じゃないですか。その人たちの中には、車

も運転しながら公共機関も乗っていたというこ

との意味なんですか。 

【小川営業部長】 あくまで免許を返納した方が

受けられるパス制度でございますから、自家用

車だけを運転して公共交通機関に乗っていなか

った方もおられるでしょうし、免許を持ってい

て公共交通機関も使われていた方というのもお

られるかと思います。ただし、先ほどご説明し

ましたように、社会実験期間中は、各個人ごと



平成２９年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２８日） 

- 123 - 

に、1年間通しましてアンケート調査をいたし

まして、その集約をしたという状況がございま

すが、本格実施の今年の6月以降につきまして

は、各個人へのそういうアンケート調査等々は

行っておりませんので、その分の詳細は、現時

点ではわかりかねます。 

【ごう委員長】 ほかに、質問はありませんか。 

【髙比良委員】 今のプラチナパス 65 ですけれ

ども、タクシーも来年度から国土交通省のほう

では事前確定運賃制度、定期券制度とか、そう

いった新しい運行形態を実施していこうという

ことで検討しているわけです。実証実験なんか

も既に始まっている。そういうことも一つであ

って、いろんな運賃を徴収するシステムという

か、新たな利用形態、そういったものを促進す

るやり方というのは、モデルとして県営バスと

してしっかりやっていく、これは非常に大事な

ことだと思うので、これは一度やってみて、そ

の後、修正するところが出てくると思うんだけ

れども、今の時代、そういった先駆的な取組は

必要だと思っていますから、どんどんやってい

っていただきたいと思っています。 

 そういう中で、質疑なんですが、次期の中期

経営計画を設定する。ご案内のとおり、人口減

少社会。そうすると、いろんな取り組みをやっ

ていったとしても利用者が当然減ってくるだろ

うと。路線ごとのその後の乗降客がどうなって

いくか個別に見ていかなければいけないという

ことも出てくると思うんだけれども、トータル

で評価すると、やっぱり減っていく。 

 そういう中で、将来的にも、交通事業者とし

て、交通局の存在意義を見込むとすれば、ここ

はこれまでもかつかつ支出の分については削減

をしている、精いっぱいやってきた、汗かいて

きたというところがあるので、収入を維持する

というか、あるいはもっと言えば上げていく、

それを考えていくほかはないわけなので、それ

でこういった取組もその一環の 1 つだというふ

うには理解をするんだけれども、そこのところ

をどういうふうに今後、交通局全体を運営して

いくのかといったことについて、基本的に、今

どういう考えで、今年度いっぱいに策定をする

という話なんだけれども、ちょっと論議をする

けれども、まず人口が減っていくという中での

今後の収入減が出てくるであろうというシミュ

レーションは今どういうふうにしていますか。

まず、そこからお願いします。 

【山口交通局長】 人口については、ここ 10 年

程度、それ以前からですが、減少してきている

わけですけれども、県営バスの実際の利用者数

としては、ここ 5～6 年ですけれども、人口減

少はございますけれども、横ばいから少し上が

っているような状況で、必ずしも人口減少が直

ちに利用客の減少に結びつくということにはな

らないであろうと思います。ただ、ご指摘のよ

うに、トータルとしてのパイが減りますので、

長期的に見れば減少していくということを考え

る必要があると思います。 

 県営バスの路線特性として、例えば、長崎そ

れから諫早、大村と 3 つの市内線を持っており

ますけれども、そのほかに今、都市間輸送、長

崎と大村、長崎と諫早と、私どもとしての路線

特性を活かした路線展開を図ること、それを 1

つの大きな収益源として見ていく考え方はある

わけですけれども、そういう形でトータルで考

えていくというのが 1 つですし、ローカル線の

維持についての考え方でございますけれども、

吉村(庄)委員の質問にもございましたけれども、

路線維持について、公共交通計画を各市でつく

るということになっておりますけれども、その
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中で、私たち県営バスによらずの考え方であり

ますけれども、そこ辺の負担と運行のあり方と

いうのは、当然今後議論になってくるのではな

いかと思っております。その時に、バス事業者

として運行するべきところと、バス事業者が行

政の支援を受けて運行するところ、行政のほう

が主体的にコミュニティーのような形で運行す

るところ、あるいはそれよりもう少し小さいデ

マンドを考えていくとか、そういうハイブリッ

ドの議論というのがトータルとしての議論にな

ってくると思っております。バス事業者の分と

しては、営業的に考えていくべきところと、行

政との連携の中でやっていくべきところという

のは当然今後の路線の運行上、あるいは経営的

な面で見ても議論になってくるであろうと思っ

ております。県営バスとしては、関係市と十分

に連携をとった上で、持続可能な公共交通とい

うことを念頭に置いた上で、整理をしていきた

いと思っております。なお、次期の中期の中に

おいて、まだ数字的な整理というのはつけてい

ないところでございます。 

【髙比良委員】 減ってきた中でも、とりあえず

横ばいになっているという話なんですけれども、

ただ今後の見通しをする限りにおいては、さら

に減っていく、そういうふうな推計になってい

る。ただ、そういうふうな情報とか、そういう

統計上は、これだけ減りますよというようなこ

とであれば、今まで減ってきたわけだから、当

然さらに減るという話になる。そういう数字に

基づいて、人口減少社会になるから、例えば、

小中学校の統廃合だ何だというふうなことで、

行政のほうが、それをやむなしというようなや

り方をするということは、私としては、何のた

めの行政か、あるいは何のための政治かという

形で、少なくとも、そのカーブを高めるという

努力こそが行政が問われる責任だと思っている

から、それがまさに全体の振興につながる、そ

ういうことをやっていかなければいけないと思

うんだけれども、ただ、さはさりながら、これ

までのつけがたまった中で、結局、やっぱり減

っていくということを見越さざるを得ない。 

 そういう中で、今回やっているように、今、

交通局長が言われたけれども、新しい路線展開

をすることによって需要を掘り起こすというよ

うなやり方、これはとても大事なことで、そう

いったことを今、手がけてやっている。 

 もっと言えば、さっき、バス協会の中で、事

業者の経営戦略やいろんなことがあって、なか

なか一本化しないという話があったけれども、

そこは逆にいえば競争ですよ。競争社会をつく

る。例えば、路線展開という意味においては、

前も言ったけれども、南部のほうには全然入っ

ていない。三菱の香焼工場あるいはＭＨＰＳと

か、そういったところに多くの人が通勤も全て

マイカーでやっている。ここはやっぱりバス輸

送ができるとすれば、相当な需要が掘り起こせ

るわけですよ。そういったことにも大きくチャ

レンジをしていくというようなことがあってい

いと思っているんです。新しい路線展開をする。

それは地域にとっても大きなプラスになると思

うんですよね。 

 そういうふうな新たな路線展開の話だとか、

あるいはコミュニティーバス、デマンドバスと

か、そういった新しい運行形態というものをさ

らに広めていく。あるいは今回のような、例は

1 つだけれども、新しい料金徴収のシステムと

いうか、そこの利用の多様化を図っていく。あ

るいは交通局だけが直でやるのではなくて、交

通局が持っているノウハウ、いろんな機材とか、

そういったものを活かして、別の運行主体に対
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して便宜供与というか、フランチャイズ方式と

言ったらおかしいけれども、そういったものを

考えるとか、あるいは貸切を拡大することによ

って、そこの運行主体を別会社をつくってやっ

ていく。勝手にいろんなことを言っているんだ

けれども、あるいは経営のことを考えて営業の

多角化を図っていくとか、冒頭に言ったように、

将来的にも交通局の必要性、存在価値を見込め

るとすれば、そこはやっぱり存続をしていかな

ければいけないわけですから、そういったこと

を多角的に中期経営計画を策定する中で検討し

ていくということは非常に必要なことじゃない

かと思っているんだけれども、その辺について

は、どう考えますか。 

【山口交通局長】 路線運行の考え方ですけれど

も、これは私も議会の中でこれまでも一定答弁

をしてまいりましたけれども、基本的には、バ

ス事業者それぞれ培ってきた路線についての運

行エリアというものがございます。これについ

ては県営バスの基本的考え方は、それをやはり

尊重すべきという考え方を持っております。 

 しかしながら、私どもも東長崎のほうに参入

を受けた時に、失った収入を確保するためには、

やはり県営バスとしても一定参入せざるを得な

いということで、長崎北部のほうに参入いたし

ましたけれども、お互いの運行エリアというの

を尊重すべきではないかという基本的な考え方

を持っております。 

 それと、経営的にさまざまなことを考えてい

くべきではないかというご趣旨のお話だと思い

ますけれども、私どもも諫早、大村のほうでは

子会社を設立して、部分的に新しい形をとって

きております。今のところ、これ以上にそうい

ったものを広げるという考えは正直言ってござ

いません。実際に子会社的なものとして、県営

バス観光、そして長崎県央バスというふうに考

えております。 

 ただ、事業のあり方、展開として、今の私ど

もの体制の中でもやれることというのはまだあ

るのではないかと思っておりますし、今回、本

格的な高齢者パスということを考えたわけでご

ざいますが、これも事業者として、高齢化社会

に対する責務をどういうふうに果たすかという

こともございますけれども、やはりこれはビジ

ネスとして捉えていくべきではないかというふ

うにも思っております。これはパスの考え方も

そうですし、今、県営バスとして幾つかの昼間

に特化した路線の展開をやってまいりましたけ

れども、この辺については引き続き積極的に考

えていくべきだろうと思っています。 

 貸切のあり方についても、正直申し上げて、

非常に波がありますので、これをどういうふう

に見ていくかというのは微妙なところがござい

ますけれども、ビジネスとして拡大するチャン

スということになれば、やはり私どもとしても

積極的に取り組む必要があると思っているとこ

ろでございます。 

【髙比良委員】 何で言っているかというと、根

本的には、最終的には、地域の公共交通機関と

しての役割というか、位置付けをさらに高めて

もらいたいと思っているわけです。それは赤字

路線だから、補助運行区間として補助を入れて

おっても運行は難しいから撤退せざるを得ない

ということが続いていく限りにおいては、これ

はそういったところにお住まいの方にとっては、

とても大変なことになってくるわけです。だか

ら、そこはやっぱり一定もうかる仕組みを持っ

ておって、そこで利益をより稼いで、ここは路

線は赤字だけれども存続させる、そこに県営バ

スとしてその真骨頂というか、意味合いがある



平成２９年９月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（９月２８日） 

- 126 - 

というような運行、経営を続けていってもらい

たいと思うんですよ。だから、もうかっていな

いけれども、路線を残すといったことにも、そ

の需要というか、要望に応えるためには、一方

で、今言うように、相当稼がなければいけない。

だから、ちょっと言葉は悪いかもしれないけれ

ども、そこは現在の交通局としての経営のあり

方という枠組みでとどまっていく限りにおいて

は、なかなかやっぱり難しい、新しい展開はで

きないと思うんです。 

 ちょっと話は変わるけれども、ジェットスタ

ー関連で、長崎と成田の間に今度ＬＣＣを飛ば

そうと今やっているんですよ。これは片道

6,500 円で飛ばそうかということで、今、内々

にやっている。そうすると、長崎～東京で飛ば

している全日空とかＪＡＬが利用者が減るかと

いうと、必ずしもそういうふうには見ていない

わけで、それはひょっとしたら、ほかのところ

にも飛ばすということで、逆にいえば、利用の

増加が図られて、相乗効果が図られている。今、

長崎と関空の間でピーチを飛ばすとなったら、

ピーチを飛ばしたことによって、長崎～伊丹が

非常に減ったかというと、全然減っていない、

逆に増えてきているわけで、そういうふうに安

い価格のものが新規参入をしても共存共栄が図

られている。 

 だから、一方で、例えば長崎市内の話だけれ

ども、長崎バスが運行しているところに県営バ

スが路線重複をやった、東長崎をやった、ある

いはもっといえば遊覧バスの話もあるんだけれ

ども、そういうふうに競合させても、それぞれ

が営業上何か支障が出てくるかというと、必ず

しもそうじゃない、やり方次第です。 

 そういうふうな路線開発についても、私は積

極的にやっていくべきじゃないかと思っている

んだけれども、それは一つの例えですが、本来

の期待される交通局としてのあり方というもの

をさらに追求していこうとすれば、やっぱりあ

の手この手で考えていく必要があると思うので、

そういう意味においては、いろんなシミュレー

ションをしながら、そしてマーケティングリサ

ーチ、フィジビリティーというか、そういうこ

とを多角的にやって中期経営計画をつくってい

くという作業をぜひお願いしたいと思います。 

 この辺は総括的、基本的な考え方であって、

もう一度、交通局長から答弁をお願いします。 

【山口交通局長】 県営バスが取り組んでいる事

業、冒頭申し上げましたけれども、3 つの市内

線、長崎、諫早、大村、それから都市間輸送、

長崎と佐世保、長崎～諫早、長崎～大村、それ

から長崎～雲仙もございますけれども、あとは

高速バス事業が 5 路線ございます。それと、貸

切事業についても最大の車両数を持っているわ

けでございまして、ある意味で、民間以上に総

合的なバス事業を展開しているのではないかと

思っておりますし、そこがまた私どもとしての

経営的な強みとして活かせるような形に持って

いく必要があると思っております。 

 長崎の市内線の問題でございますけれども、

県庁の移転もございます、市役所の移転も予定

をされている、駅前の開発がさらに進んで都市

集積が進んでいくであろうという時に、バス路

線の運行のあり方というのも、これからやはり

本格的に考えていく必要がございますし、その

中で、従前とは違う運行というのを考えていく

必要もあると思っております。これは新しい都

市のあり方に対するバスの運行ということを考

えていく必要がございます。 

 もう一点は、委員からも話があった、人口が

減っていって厳しい路線、あるいは現在でもバ
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スが運行していない路線についての公共交通を

どういうふうに考えていくかという時に、これ

については行政側からの積極的な支援、ここが

やはり大前提になるわけでございまして、そう

いう行政との協議というのをしっかり私どもと

して視野に入れてやっていく必要があるのでは

ないか、そういうふうに考えております。 

【ごう委員長】 ほかに、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 ほかに質問がないようですので、

交通局関係の審査結果について、整理したいと

思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時３４分 休憩 ― 

― 午前１１時３４分 再開 ― 
 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。 

 引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。 

 理事者退席のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時３５分 休憩 ― 

― 午前１１時３６分 再開 ― 
 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

 今定例会で審査いたしました内容（結果）に

ついて、10月4日（水曜日）の予算決算委員会

における環境生活分科会長報告及び10月6日

（金曜日）の本会議における環境生活委員長報

告の内容の協議、及び、10月24日からの予算決

算委員会における環境生活分科会の決算審査の

日程について、協議を行います。 

 それでは、審査の方法について、お諮りいた

します。 

 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことにしたいと存じますが、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 
 

― 午前１１時３７分 休憩 ― 

― 午前１１時３７分 再開 ― 
 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

 環境生活分科会長報告及び、環境生活委員会

委員長報告については、協議会における委員の

皆様の意見を踏まえ、報告させていただきます。 

 次に、予算決算委員会環境生活分科会の決算

審査の日程については、お手元に配付いたして

おります「日程案」のとおりでよろしいでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 ご異議ないようですので、その

ように決定させていただきます。 

 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時３８分 休憩 ― 

― 午前１１時３８分 再開 ― 
 

【ごう委員長】 委員会を再開いたします。 

 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【ごう委員長】 それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。 

 これをもちまして環境生活委員会及び予算決

算委員会環境生活分科会を閉会いたします。 
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 大変お疲れさまでした。 
 

― 午前１１時３９分 閉会 ― 
 

 



環境生活委員会委員長　　ごう　まなみ

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

長崎県手数料条例の一部を改正する条例（関係分） 原案可決

長崎県港湾管理条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

計　　３件（原案可決　３件）

番　　号 

記

環 境 生 活 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

平成２９年９月２８日

　　　　議長　　八江　利春　　様

第 75 号 議 案

第 76 号 議 案

第 77 号 議 案

－129－
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